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MESSAGE

日本企業の
グローバライゼーション

常務執行役員未来創発センター長

山田澤明

国内市場の成熟化で、日本企業の国際展開
の強化は必須の状況になっている。

近年は、欧米市場よりも、新興国市場での
展開が重要になっているため、今までのよう
により高品質なもの、高機能なものを開発す
るのではなく、よりシンプルで安価なものへ
と製品をグレードダウン、スペック（仕様）
ダウンする必要も出てきている。

これまで日本企業は、より高機能、高付加
価値、ハイスペックを追求してきた。多くの
エンジニアの頭には、この思考パターンがシ
ナプス（神経細胞間の伝達部）となって埋め
込まれているだろう。そこからの発想の転換
は容易ではない。あるグローバル企業では、
世代の古いスペックをあえて何世代かにわた
り用意しておき、販売対象国のニーズや状況
に合わせて、古い世代のスペックを組み合わ
せて製品化することで効率化するなどの対応
をしている。そのために、わざわざスペックダ
ウンする専門チームの設置も進められている。

一般に日本企業は、アジアのライバルであ
る韓国企業に比べ、国際展開が下手であると
いわれる。もともと韓国は、国内市場が限ら
れているため、初めから海外市場を視野に入
れてビジネスを組み立てる。小さい国ほど国
際化に積極的であるという理屈である。

意思決定についても、日本は遅いとよくい
われる。中国や韓国のトップである董事長や
CEO（最高経営責任者）の力は、日本の社
長に比較して絶大である。トップ自らがかな
りの範囲の意思決定を行う。日本の場合はミ
ドルマネジメントが企画、折衝して意思決定
のランクを上げていくが、さらに取締役会な
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どでの合議も必要である。
実は今、日本では海外赴任をしたくないと

いう若者が増えている。また、日本企業の駐
在員は、３年から５年で帰国するが、韓国企
業では成功するまで帰ってくるなと送り出さ
れる。一方、欧米人は赴任先でゴルフなどを
大いにエンジョイし、日ごろのオペレーショ
ン（運営）は現地の人材に任せる。その結
果、現地の感覚を活かした現地化された経営
が進む。

一方、日本に居住する外国人も少ない。そ
のため日本をよく知る外国人が少なく、国際
化も進みにくい。国際交流基金の小川忠部長
によれば、インドから米国の大学への留学生
は10万人で、インド系米国人は257万人い
る。米国社会で活躍している人も大変多い。
こうしたインド系米国人が、米国のインドビ
ジネスを支えることになる。それに対して、
日本へのインド人留学生は約500人、在日イ
ンド人は約２万人にすぎないという。

海外でのビジネスの中心は、日本も、従来
の単品からシステム製品・サービスに移りつ
つある。環境ビジネス、水ビジネス、発電事
業、鉄道など、システムとしての提供のみな
らず、ファイナンス、オペレーション、メン
テナンスまで期待する新興国は多い。このよ
うな分野では、一層の現地オペレーション力
が求められる。UAE（アラブ首長国連邦）
での大型の原子力発電事業は韓国勢が受注し
たが、その決め手の一つは、60年間の運転保
証だといわれている。60年間など約束できな
いと考えるか、60年間もビジネスが継続する
と考えるか──。

会社に関する考えも日本企業は他国と根本
的に異なる。「資本主義」か「人本主義」か
の違いである。日本は社員との長期的関係を
もとにした経営である。会社の成長とともに
社員が増え、ポストが増え、役職も上がる。
しかし、国際化は必ずしもそういう図式にな
らない。国際化の際に増加するのは現地の人
材であり、日本人が赴任すると、多くは家族
に負担を強いることになる。欧米的資本主義
の考え方では、その国にいくら投資していく
らリターンがあるかのみが判断基準である。
どこの国の人がやるかは問題ではない。資本
の論理が重要である。日本の経営の仕組み・
基本的論理は、国際化とは相性が悪いのか。

神戸大学の加護野忠男教授は、バブル崩壊
以降、日本企業は投資家志向になり、目先の
利益にとらわれ、かえって利益が得られなく
なったと見る。本来、日本の経営の特徴は、
長期的関係性を有する社員による長期的視点
である。やはり、日本的経営の良さを活かし
つつ、グローバル展開することが必要なので
はないか。

日本たばこ産業（JT）は買収により、海
外で幅広くたばこ事業を展開してきている。
海外事業のヘッドクォーター（本部）はスイ
スのジュネーブに本拠を持つJTインターナ
ショナル（JTI）である。海外はここが司令
塔となる。JTIの業務執行役員会は11の異な
る国籍の17人の役員で構成され、世界で２万
3000人の従業員を擁す。日本企業には、今後
もこのような、日本企業の良さを活かしつつ、
グローバル経営のシステムを取り入れる挑戦
が一層重要になっている。 （やまださわあき）
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低炭素社会への貢献が期待される
中長期ロードマップ

CONTENTS Ⅰ　具体策の実行が急がれる家庭・業務・運輸部門
Ⅱ　削減対策を難しくする要因
Ⅲ　ぶれない中長期政策の重要性
Ⅳ　中長期ロードマップ案で提示された方針

1	 コペンハーゲンではポスト京都議定書（2013年以降の枠組み）の採択に至らな
かったが、現政権によって温室効果ガスの排出量を1990年比で25％削減すると
いう中期目標が地球温暖化対策基本法案として閣議決定され、具体的な施策を
示すための中長期ロードマップの検討が始まっている。

2	 産業部門は、日本全体の半分近いエネルギー消費をしているが、オイルショッ
ク以降、省エネルギー対策に継続的に取り組んできた。むしろ、産業以外の家
庭・業務・運輸部門での具体的な削減策が急務となっている。

3	 しかし、産業部門以外では、温室効果ガスの排出量が少ない不特定多数の主体
が排出源となるため、個々の対策による目標達成は容易ではない。特に従来の
社会システムやインフラを前提とした対策では限界があり、低炭素社会の実現
はほど遠いといわざるをえない。

4	 このため低炭素社会の実現は、社会システムやインフラなどを根本的に変革し
ていかなければならず、中長期にわたって段階的に取り組むべき課題である。

5	 低炭素社会を実現するために示された「地球温暖化対策に係る中長期ロードマ
ップ（議論のたたき台）（案）」は、従来の社会を変革していくための道筋を示
した。今後、その実現に向けた方向性を社会で共有できるものに発展させるこ
とで、低炭素社会づくりに貢献できると期待される。

特集 動き始めた低炭素社会・インフラへの変革

要約

科野宏典
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Ⅰ	 具体策の実行が急がれる
	 家庭・業務・運輸部門

2009年12月にデンマークのコペンハーゲン
で開催された第15回気候変動枠組み条約締約
国会議（COP15）では、13年以降の次期枠
組みであるポスト京都議定書の採択には至ら
ず、低炭素社会づくりの国際的な動きは足踏
み状態に陥っている。2010年にメキシコのメ
キシコシティで開催が予定されている次の
COP16における見通しも立っていないもの
の、日本国内に目を向けると、民主党政権が
1990年比で温室効果ガス25％削減という中期
目標を掲げて、地球温暖化対策の強化を打ち
出している。25％削減のためには、なかでも
家庭部門、業務部門、運輸部門における温室
効果ガス排出削減対策の強化が不可避となっ
ている。

気候変動枠組み条約は1992年に締結され、

京都議定書が97年に採択されたが、同議定書
が発効に至ったのはロシアが批准した2005年
であり、締結以降、長期にわたる国際交渉と
並行して国内の削減対策が進められてきた。
その結果、オイルショックのあった1973年度
から2007年度までの間に、日本のGDP（国内
総生産）は2.4倍にまで成長してきたものの、
産業部門での最終エネルギー消費量は1.0倍、
つまり横ばい状態を維持している（図１左）。

この間、1990年代の「失われた10年」や
IT（情報技術）バブル崩壊、リーマン・シ
ョックなどの経済危機を経ているとはいえ、
省エネルギー（以下、省エネ）対策や生産効
率の向上などの努力により、最終エネルギー
消費量は全体として抑えられている。1990年
代以降、産業界が自らの削減目標を掲げた

「経団連環境自主行動計画」を策定し、その
対策の実行に取り組んできた成果といえる。

2007年度時点で、産業部門は日本全体の最

図1　日本の最終エネルギー消費量の推移

注）総合エネルギー統計の集計手法が改訂されたことにより、1990年度以降の数値は、それ以前の数値とは異なることに留意する必要がある
出所）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算年報」などより作成

業務・家庭部門の内訳
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終エネルギー消費量の45.6％という高い割合
を占めており、当然ながら、温室効果ガスを
削減するうえでの重要な部門であることに変
わりない。とはいえ、産業部門だけの取り組
みでは限界があり、前述の25％削減という政
府の中期目標を達成するには、最終エネルギ
ー消費量が増加の一途をたどっている要因で
ある家庭部門、業務部門、運輸部門への対策
が急がれる。前ページの図１に示すように、
1973年度から2007年度の間に、家庭部門は
2.1倍、業務部門は2.8倍、運輸部門は2.0倍に
最終エネルギー消費量が拡大してきているか
らである。

しかしながら、家庭・業務・運輸部門への
対策は、これまでの産業部門以上に難しい面
がある。従来の延長線上ではなく、低炭素社
会への転換という次元で、中長期にわたる社
会トレンドを見すえた対策を具体的に展開し
ていかなければならない。

Ⅱ	 削減対策を難しくする要因

家庭・業務・運輸部門での温室効果ガス排
出削減を難しくしている大きな要因として、
不特定多数の主体によってエネルギーが消費
されていることが挙げられる。

産業部門でのエネルギー消費量の大半は、
大手企業などの特定主体によるものであり、
削減対策はそうした主体への「点対策」によ
り実行しやすい。しかし、産業部門以外とな
ると、個々の主体の消費活動を制約したり、
対策を個別に促進したりすることは容易では
なく、かつその実施にかかる行政コストも膨
大となるため、管理や規制によって削減対策
を進めることも難しい。産業部門のような点

対策ではなく、家庭・業務・運輸部門は点が
集合した面の広がりを持つ主体群が対象であ
り、また、個々の消費活動の基盤となってい
る都市インフラや社会システムとしての「面
対策」も必要不可欠となる。

すなわち、家庭・業務・運輸部門に対して
これまでは、省エネにつながる消費行動やラ
イフスタイルを促すための意識啓発を行うと
ともに、家電や自動車などの機器自体の省エ
ネ性能を高める政策を中心に対策が進められ
てきたが、今後は、都市インフラや社会シス
テムそのものを低炭素型に転換するための対
策を進める段階にきている。

低炭素社会への転換を考えるうえで重要な
もう一つの視点として、少子高齢化という社
会トレンドを踏まえて対策を検討しなければ
ならないことがあり、これも、削減目標の達
成を難しくする要因である。

日本の人口はすでに2007年の１億2777万人
をピークに減少を始めており、20年には４％
減少して１億2273万人となり、50年には約４
分の３の9515万人にまで減少すると予測され
ている（国立社会保障・人口問題研究所「人
口統計資料集2010年版」）。人口が減少すれ
ば、エネルギー消費量の総体的な減少に寄与
する面も持つが、家庭部門のエネルギー消費
量は住宅での活動に大きく影響されるため、
世帯数の変化を見る必要がある。世帯数が減
少し始めるのは2016年で、20年までではわず
か0.3％の減少にとどまることから、政府の
中期目標までの人口減少によるエネルギー消
費量削減の効果は限定的と考えられる（世帯
数の推移予測は、国立社会保障・人口問題研
究所「日本の世帯数の将来推計〈全国推計〉」
に よ る と、2015年：5060万 世 帯、2020年：
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5044万世帯）。
さらに、長期に目を向けると、人口や世帯

数が大きく減少した場合、社会全体としての
エネルギー効率の低下が懸念される。住宅や
道路、学校や病院、商業施設、交通機関など
の都市インフラは過剰となり、これまでの都
市インフラを維持し続けることは、エネルギ
ー消費、維持・管理コストなどの面で難しく
なる局面も予想される。空き家や空き地が増
えたり、入居率の低いビルなどが増えること
が予想され、これらを効率的に維持・運用で
きるように、都市インフラのコンパクト化、
低炭素化を計画的に進めなければならないだ
ろう文献1。

Ⅲ	 ぶれない中長期政策の重要性

1	 政府の施策
低炭素化の推進を強化するための新たな法

制度として、2010年３月12日、地球温暖化対
策基本法案が閣議決定された。同法案には温
室効果ガスの排出量取引制度や環境税などの
経済的手法の導入が盛り込まれており、低炭
素化に貢献できる技術開発やその普及が一層
促進されることが期待される。

しかし、都市インフラや社会システムの低
炭素社会への転換は、社会を構成する主体が
それぞれ削減活動をすれば達成できるという
ほど単純ではなく、主体間による協力・連携
が必要不可欠である。こうした協力・連携の
もとで計画的に取り組まなければ低炭素社会
への転換は失敗に終わり、転換のための資金
投資も無駄になりかねない。そうならないた
めには、各主体が低炭素社会という同じ目標
に向かって協力・連携できる環境をつくるこ

とが重要であり、低炭素社会への転換の道筋
を中長期にわたって共有しなければならな
い。短期的な規制強化だけでなく、中長期に
わたる規制や政策の方向性を明示するととも
に、それらに実行力と強制力を持たせること
によって、社会転換の機会がビジネスチャン
スとして捉えられ、関連ビジネスにかかわる
経営者や投資家の投資判断を後押しすること
につながる。

環境省の地球温暖化対策に係る中長期ロー
ドマップ検討会から2010年３月下旬に示され
た「地球温暖化対策に係る中長期ロードマッ
プ（議論のたたき台）（案）」（以下、中長期
ロードマップ案）は、まさに中長期を見すえ
た施策展開のスケジュールを具体的に示した
ものである。低炭素社会の実現のためには、 
社会の仕組みを変える対策・施策をすべての
分野で講じていくことに加えて、 中長期的な
目標を明示して、対策・施策をぶれることな
く継続的に実施していくことが重要である点
にも触れている。

中長期ロードマップ案は、あくまで議論の
ために提示された段階のものであり、現時点
で法的な実行力が担保されているわけではな
いが、今後、施策を展開していくうえでのベ
ースとして法的な位置づけ、あるいは政治的
なコミットメントが得られれば、関連ビジネ
スへの資金需要を引き起こし、民間の力を活
用することで低炭素社会への転換スピードが
高まるものと期待される。

2	 ２号にわたる本誌の特集
本誌の2010年５、６月号にわたる本特集で

は、温室効果ガス排出削減のための具体策が
急がれる分野を取り上げて、それらの最新動
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向や今後の課題などを紹介する。具体的に
は、

①燃料供給インフラも含めて導入・普及が
立ち上がりつつある電動車両（ハイブリ
ッド自動車や電気自動車）（本特集、５
月号）

②個人生活での削減の要となる住宅のゼロ
エミッション（排出量ゼロ）化（本特
集、５月号）

③IT（情報技術）社会を支えるデータセ
ンターでの削減対策（６月号）

④都市インフラとして必要不可欠な電力供
給分野での対策（６月号）

──などを予定している。

また、個別の要素技術を活用した温室効果
ガス排出削減だけでなく、都市構造などの空
間利用を見直すことによっても排出削減を実
現できる可能性も考えられる。最近のコンパ
クトシティ構想についても、排出削減の観点
から議論したい。

本稿では、５、６月号の特集で取り上げる分
野を中心に、前述の中長期ロードマップ案の
内容を紹介する。

Ⅳ	 中長期ロードマップ案で
	 提示された方針

中長期ロードマップ案では、中期目標（2020

図2　わが国の温室効果ガス排出削減に向けた全体ロードマップ（とりまとめイメージ）

2010 2020 20501990年

温室効果ガス排出削減

低炭素型技術の普及

新産業・新市場の拡大

● 排出削減に努力する
人・企業が報われる
仕組み

● 排出量の見える化

● 既存技術の大量普及
を推進する施策

● 低炭素インフラ整備
● 研究開発の促進
● 人材育成、環境教育
● 環境金融の活性化

財源

自主的取り組み
の促進
トップランナー
による規制

キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度

地球温暖化対策税

固定価格買い取り制度

見える化の成果を活用した仕組みの運用

すべての主体に見える化を徹底

▲80%▲25%

インフラ整備・革新的技術の効果出現
世界市場拡大期

中小・個人大企業

規制と支援の適切な組み合わせ

革新的な低炭素技術

世界市場
国内市場

既存の低炭素技術

施
策

効
果

見える化の徹底・既存技術の効果出現
国内市場拡大期・世界市場進出期

出所）環境省地球温暖化に係る中長期ロードマップ検討会「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（議論のたたき台）（案）」2010年3月
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年）および長期目標（2050年）の二段構えで
温室効果ガス削減の方向性を明示している

（図２）。中期目標では、現状の排出削減ポテ
ンシャル（潜在可能性）を最大限に顕在化さ
せることを重視し、それと並行して長期目標
に向けて社会の仕組みやインフラを変えてい
くための動きに早期に取り組むという方向性
を提案している。

特に、中期目標では「排出量の見える化の
徹底」が低炭素社会の基礎となる重要な施策
になると考えられる。実効性のある効率的な
排出削減のためには実態を把握することは必
須であり、それには見える化によって自己管
理や規制を行うことが排出削減の具体的行動
への意識づけになるからである。

また、長期目標の施策では低炭素社会を実

表1　「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（議論のたたき台）（案）」の3分野の概要

中期・長期のための主要な
対策の導入目標

低炭素社会に向けての
キーコンセプト

主な施策

住宅・建築物 
分野

【中期】
新築：2020年に、次世代省エネ基準
または改次世代省エネ基準の100%達
成を目指す
既築：既築改修・機器更新で既存建
築の省エネ効率向上を図る

【長期】
すべての住宅・建築物を、ゼロエミッ
ション（排出量ゼロ）住宅・ゼロエミッ
ション建築にする

▪建築物や設備・機器の省エネ化、
創エネルギー手法などを組み合わ
せた統合的対策によるゼロエミッ
ション

▪ゼロエミッション住宅・建築物の
普及

▪自治体などと連携した横断的、総
合的取り組みによる住宅群・建築
物群の省エネの推進

▪環境性能等の見える化やエネル
ギー消費実態の開示などによる市
民の省エネ意識の喚起

◦基準強化（改次世代〈改正平成11年〉
基準、ゼロエミッション基準設定）
◦新築住宅・建築物に対する一定の
省エネ基準の義務化
◦住宅・建築物の環境性能表示制度
の導入
◦設備・機器へのトップランナー基
準引き上げとCAFE基準注1の導入
　ほか

自動車分野 【中期】
全255モデルのうち、76モデルを次世
代自動車化。新車販売約490万台のう
ち、次世代自動車約250万台

【長期】
2050年までにすべての車格で環境対
応車を選択可能に

▪車両総重量、1日当たり走行距離に
応じた環境対応車の導入

▪投資の回収が十分に可能な環境対
応車市場の構築

▪ハードの低炭素化、ソフトの低炭
素化

◦自動車関連税制におけるCO2排出
量などに応じた重課・軽課
◦燃費基準の強化
◦2次電池の量産化、次世代電池の開
発支援
◦CO2エコドライブポイント、優先駐
車場の設置などによる日常的イン
センティブの付与
◦エコドライブの促進、高度カーナ
ビゲーションシステムの活用によ
る燃費向上
　ほか

エネルギー供給
分野

▪再生可能エネルギーが一次エネル
ギー供給に占める割合を10％以上
に拡大（2020年）

▪CCS注2の大規模実証、関連法制度
などの整備（～2020年）、本格導入
（2020年～）
▪スマートメーターの導入率80％以
上（2020年）、スマートグリッドの
普及率100％（2030年）

▪再生可能エネルギー導入量を1.4～
1.6億kℓに拡大（2050年）

▪ゼロカーボン電源の実現（2050年）

▪再生可能エネルギーがエネルギー
供給の主役となる社会

▪再生可能エネルギーの普及段階に
応じた社会システムの変革

▪低炭素社会を見すえた次世代のエ
ネルギー供給インフラの構築

▪化石エネルギー利用のより一層の
低炭素化、安全確保を大前提とし
た原子力利用の拡大

◦事業投資を促す水準での固定価格
買い取り
◦再生可能熱（太陽熱、バイオマス熱）
のグリーン証書化
◦太陽熱利用・太陽光発電など、大
規模施設における導入検討の義務
化
◦地域の人材、資源、市民資金など
を活用した再生可能エネルギー事
業体の設立と運営による地域活性
化・地域振興
◦地域間連系線の増強、系統へのエ
ネルギー貯蔵システム
　ほか

注 1）CAFEとはCorporate Average Fuel Efficiency（企業平均燃費）のことで、自動車の燃費向上を進めるために導入された米国での規制方法。自動車製造企
業ごとに販売した自動車について企業平均の燃費を算定し、その燃費が基準値を下回らないように義務づけられている

　 2）CCSとは二酸化炭素回収・隔離技術（Carbon dioxide Capture and Storage）
出所）環境省地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（議論のたたき台）（案）」2010年3月より作成
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現する「ハード及びソフトインフラ整備の推
進」が示されているが、なかには、電気自動
車の充電設備の先行導入と併せて充電設備の
規格づくりなど、インフラ整備に向けてすで
に動き始めている施策もあり、ビジネスとし
ての期待が高まれば普及が加速する可能性も
秘めている。

低炭素社会の分野としては、「ものづく
り」「日々の暮らし（住宅・建築物、自動車
等）」「地域づくり」「エネルギー供給」など
に分けて、中長期の目標と課題、キーコンセ
プトや各種対策などが具体的に示されてい
る。以下では、住宅・建築分野と自動車分
野、エネルギー供給分野の３つを取り上げる

（前ページの表１）。
住宅・建築物分野では、ゼロエミッション

住宅やゼロエミッション建築といったコンセ
プトが目標として掲げられている。住宅・建
築物のゼロエミッション化のためには、高効
率の設備・機器の普及とともに、建築物の駆
体・構造の断熱向上が重要である。しかし、
ゼロエミッション化によるコスト増が普及の
阻害要因になるため、ゼロエミッション住
宅・建築物の市場形成をにらんだ方向性が示
されている。

具体的には、省エネ基準の強化だけでな
く、エネルギー消費実態の見える化や省エネ
性能の診断・表示などを通じて省エネ型住
宅・建築物の不動産価値の向上を図ったり、
設計者・施工者等の育成・教育などを行う施
策が提案されている。

また、住宅・建築物は長期間にわたって使
用し続けるものであり、新築対策だけでは排
出削減の効果は限定的であるため、大きな削
減ポテンシャルを持つ既築対策も併せて実施

することが重要であるとしている。
自動車分野では、自動車を環境対応車に転

換していくことが基本的な方針であり、すで
にハイブリッド自動車や電気自動車などの普
及が始まっていることは周知の事実である。
中長期ロードマップ案では、2050年にはすべ
ての車格で環境対応車を選択できるようにす
ることを長期目標としている。しかしなが
ら、自動車メーカーにとって複数の環境対応
車の開発には多額の投資が必要不可欠であ
り、また自動車市場がグローバル化したな
か、海外の自動車市場や燃料市場も念頭に置
かなければならない。このため、環境対応車
を普及させていくには、自動車メーカーに対
する燃費規制の強化と各種支援策に加えて、
購入者に対するインセンティブ策として、自
動車関連税制におけるCO2（二酸化炭素）排
出量などに応じた重課・軽課を共通施策とし
て掲げている。

さらにソフト面からの対策も提案されてい
る。たとえば、エコドライブポイントや優先
駐車場などによるインセンティブの付与、カ
ーシェアリングおよび高度カーナビゲーショ
ンなどの使用面の仕組みが挙げられている。

エネルギー供給分野では、低炭素化のため
に原子力利用の拡大やCO2回収・隔離技術

（CCS）の導入に加えて、再生可能エネルギ
ーの大幅拡大を目指している。再生可能エネ
ルギーの拡大は低炭素化だけでなく、自給率
の低い日本にとってエネルギー安全保障の確
保にも貢献できる。しかしながら、それには
従来のエネルギー供給を前提とする既存の法
制度やインフラなどを、低炭素社会に適した
次世代型に転換していくことが必要である。
その実現に向けては、費用負担のあり方や、
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再生可能エネルギーの価値評価によるインセ
ンティブの付与、熱・燃料等の供給インフラ
との整合など、さまざまな課題を乗り越えて
いかなければならない。

地球温暖化問題は将来世代にわたる長期の
問題であり、社会構造や制度、インフラから
変革しなければ低炭素社会の実現は成しえな
い。それぞれの主体が技術・ノウハウや知
恵、資金を出し合い、低炭素社会への転換を
継続的・精力的に進めるためには、中長期の
方向性を共有することが重要であり、議論の
たたき台として提示された中長期ロードマッ

プ案が一つの共通基盤に発展することを期待
したい。
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電動車両によるCO2削減への期待と課題
サ ス テ ナ ブ ル モ ビ リ テ ィ の 構 築 に 向 け て

CONTENTS Ⅰ　運輸部門におけるCO2排出量の動向
Ⅱ　乗用車からのCO2削減に向けた技術的アプローチと政策動向
Ⅲ　電動車両への期待と課題
Ⅳ　EV普及に向けた課題と展望

1	 運輸部門のCO2（二酸化炭素）排出量は日本全体の約20%を占める。そのうち
自動車の占める割合は90%と非常に大きい。貨物自動車からのCO2排出量は減
少している一方で、乗用車は基準年の1990年度に比べ約45%増と大幅に増加し
ている。運輸部門のCO2削減のためには乗用車のCO2削減が急務となる。

2	 乗用車からのCO2削減には、①移動需要の削減、②低CO2移動手段への乗り換
え、③既販車からのCO2削減、④新車のCO2削減（燃費改善）──の４つのア
プローチがある。③は、エコドライブ、バイオ燃料の利用、また④としては、
パワートレイン（動力および駆動系）の電動化（電動車両）が注目されている。

3	 電動車両にはハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、
電気自動車（EV）のように、電動化の度合いにより大きく３つに分類でき
る。EVは走行時のCO2排出がゼロのため、ここ１、２年、特に脚光を浴びて
いる。しかし、車両価格が高額（特に２次電池が高価）、充電インフラが未整
備といったデメリットがあるため、今後10年は、電動車両のなかではHEVが
主流になると考えられる。

4	 運輸部門のCO2削減のために、EVに過度に期待することは禁物だが、技術お
よびビジネスモデルのイノベーション（革新）が起こればEV市場は拡大する
可能性を秘めている。たとえば、EVの中古電池のリユースやEVカーシェアリ
ングのような新たなビジネスモデルによってEVの価格を下げることができれ
ばEV市場は拡大し、乗用車のCO2削減に大きく寄与できるかもしれない。

特集 動き始めた低炭素社会・インフラへの変革

要約

田中雄樹



13電動車両によるCO2削減への期待と課題

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

Ⅰ	運輸部門におけるCO2排出量の
	 動向

1	 急務となる運輸部門の
	 CO2排出削減

日本は世界第５位のCO2（二酸化炭素）排
出国である。1997年に採択された「京都議定
書」において、日本は2012年までに1990年度
比６％削減するという義務を負うことになっ
たが、2007年度までに、同排出量は1990年度
より１億6000万トン（14％）増加している

（図１）。排出源別で見ると、運輸部門は産業
部門、民生部門に次いで多く、増加率も15％
と大きい。運輸部門のなかでも自動車から排
出されるCO2の占める割合は90％に近いこと
から、同排出量を抑制することが日本全体の
CO2排出量の抑制に貢献する。

自動車からのCO2排出量を見ると、2001年
度ごろをピークに減少傾向にある（図２）。
ただし、その内訳は乗用車と貨物自動車で大

きく異なる。乗用車からの排出量は、2001年
度以降減少に転じているものの、1990年度か
らの伸びは著しく、2007年度時点で約45%増
と大幅に増加している。一方、貨物自動車か
らの排出量は1996年度以降減少に転じてお

図1　日本のCO2（二酸化炭素）排出量

注）数値は、電気・熱配分後（発電・熱発生に伴うCO2排出量を各最終消費部門に配
分した）排出量

出所）温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990
～ 2007年度）」より作成
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図2　運輸部門におけるCO2排出量の推移

注 1）その他輸送機関：バス、タクシー、鉄道、船舶、航空
　 2）2010年度目標値は新・京都議定書目標達成計画（2008年3月28日閣議決定）における対策上位ケースの数値
出所）国土交通省「運輸部門の地球温暖化対策について」（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000

006.html）より作成
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り、1990年度からは約４%減少している。し
たがって、乗用車からのCO2排出量削減は日
本全体のCO2排出量削減を図るうえで重要な
課題である。

2	 ターゲットは乗用車の
	 CO2排出量削減

乗用車の「実走行燃費」（走行量を燃料消
費量で除したもの）は徐々に高まっているこ
とから（図３）、2001年度以降の乗用車から
のCO2排出量の減少の主な理由は、実走行燃
費が向上したことによると考えられる。

乗用車の保有台数は今後さらに減っていく
ことから、乗用車の総走行距離も減少するこ
とが予想される。また、「販売モード燃費」

（各年度に販売された新車の車両区分別の
10・15モード燃費〈市街地・郊外の走行パタ
ーンを想定した燃費測定法〉を、各区分の販
売台数で加重して調和平均したもの）は1997
年度以降高まっていることから、乗用車の買

い替えが進むごとに「保有モード燃費」（各
年度末に保有されている車両の車令別の販売
モード燃費を、各車令の保有台数で加重して
調和平均したもの）が高まり、ひいては実走
行燃費もさらに高まっていくものと考えられ
る。したがって、今後はCO2排出量の自然減
もある程度期待できる。

しかしながら、2020年に1990年比25％の
CO2削減を達成するためには、乗用車からの
CO2削減を加速させる必要がある。

Ⅱ	 乗用車からのCO2削減に向けた
	 技術的アプローチと政策動向

1	 乗用車からのCO2削減の考え方
乗用車からのCO2削減には、大きく４つの

方法がある（表１）。
①移動需要そのものを削減する方法
②乗用車での移動ではなく、CO2排出量の

より少ない移動手段を用いる方法
③既販車（すでに販売されている乗用車）

からのCO2を削減する方法
④新車からのCO2を削減する方法
──である。
このうち①の移動需要そのものの削減とし

ては、在宅勤務やテレビ会議のように移動を
代替する手段を用いて移動そのものの量を削
減する方法や、職場と自宅を接近させたり街
のコンパクト化を進めたりすることなどによ
り移動距離を減らす方法が考えられる。②の
CO2排出量がより少ない移動手段としては、
短距離であれば自転車、あるいはバスや電車
のように多人数を乗せられる公共交通手段の
利用、長距離であれば新幹線や航空機の利用
が考えられる。

図3　ガソリン乗用車平均燃費の推移

注 1）販売モード燃費：各年度に販売された新車の車両区分別の10・15モード燃費を、
各区分の販売台数で加重して調和平均したもの

保有モード燃費：各年度末に保有されている車両の車令別の販売モード燃費を、
各車令の保有台数で加重して調和平均したもの

実走行燃費：走行量を燃料消費量で除したもの
　 2）2006年度の値は速報値
出所）国土交通省
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以降は、本稿のテーマである③既販車およ
び④新車からのCO2削減について、政府の政
策動向も交えて述べることとする。詳細に入
る前に、自動車のパワートレイン（動力およ
び駆動系）に関する政府の政策を整理してお
く（次ページの表２）。ここ数年の主な政策
として、①燃費規制、②バイオ燃料普及、③
ディーゼル車普及、④電動車両普及──に関
する目標、およびそれらを達成するための打
ち手（方法・手段）が検討されている。

2	 既販車からのCO2削減
すでに試みられている乗用車からのCO2削

減の方策としては、エコドライブの推進、交
通流改善、低CO2燃料の使用がある。

さまざまなCO2削減策のなかで費用対効果
が最も高いと考えられるのがエコドライブの
推進である。政府が掲げる「チャレンジ25キ
ャンペーン」のなかでもエコドライブが推奨
されている。ここでは「ふんわりアクセル」

「アイドリングストップ」など、10のエコド
ライブ手法「エコドライブ10」が提案されて
いる注1。普通よりも緩やかに発進したり（最
初の５秒で時速20kmが目安という）、アイド
リングをストップしたりするだけでも10％前
後の燃料消費を抑えることができる。

渋滞時のようにクルマの平均速度が遅い場
合、CO2排 出 量 は 多 く な る。 平 均 時 速 が
20kmの場合、同40kmと比べて40％もCO2排
出量が多いというデータもある。したがっ
て、交通渋滞の解消により交通流を改善する
ことで、CO2排出量を大幅に削減できる。渋
滞の解消には右折レーンの整備や交差点の立
体化のような古典的な手法から、信号制御や
渋滞の発生を予測したうえでの経路案内のよ

うに、高度なIT（情報技術）を用いた手法
に至るまで、さまざまな方法が考えられてい
る。

低CO2燃料としてはバイオ燃料が挙げられ
る。バイオ燃料とは、サトウキビなどの植物
から製造するバイオエタノールを原料とする
ガソリンである。原料になる植物が生育する
際にCO2を吸収するため、植物由来のバイオ
エタノールは、燃やした際に発生するCO2を
ゼロとみなせる（みなすことにしている）。し
たがってバイオ燃料を使用すると、バイオエ
タノールの含有量分だけCO2排出量を削減で
きる。

バイオ燃料の生産に積極的なブラジルや米
国では、「E100車」や「E85車」注2が数多く
走っている。一方、日本政府は「新国家エネ
ルギー戦略」のなかで、2020年度までに、発
売される新車すべてを「E10」対応にし、
E10または「ETBE7」を、既販車を含めて３
分の２の自動車に供給することを目標にして
いる注3。

E10のように、ある程度の濃度のバイオ燃
料を混合するためにはエンジン系の対応が必
要となるが、「E3」や「ETBE8」のような低
濃度のバイオ燃料であればその必要がない注4

表1　乗用車からのCO2削減の考え方

アプローチ 具体例

①移動需要の削減 ● 移動そのものの削減（テレビ会議など） 
● 移動距離の削減（街のコンパクト化など）

②低CO2移動手段の利用 ● 自転車の利用 
● バスや電車など公共交通手段の利用

③既販車からのCO2削減 ● エコドライブの推進 
● 交通流改善（渋滞回避） 
● 低CO2燃料の利用（バイオ燃料）

④新車からのCO2削減
　（燃費改善）

● 車体の軽量化、エネルギーマネジメント 
● ディーゼル化、高濃度バイオ燃料 
● 電動化
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ため、日本ではE3のような低濃度のバイオ
燃料から普及していくと考えられる。

日本では、低濃度のバイオ燃料を「バイオ
ガソリン」と呼んでいる。石油元売り大手は
2010年度からバイオガソリンの製造に一斉に
乗り出す。先行する新日本石油は2010年度中
に新たに３つの製油所で生産を始めるほか、
取り扱うガソリンスタンドも全国で2000店

（系列の２割強）に倍増させる計画である。
他の石油元売り各社も相次いでバイオガソリ
ンの生産を始めることを表明しており、各社

の製造拠点が集中する関東圏では、販売され
るガソリンのほぼ全量がバイオガソリンにな
る見通しとなっている。

バイオガソリン１ℓ当たりの製造コストは
通常のガソリンと比較して数円高いと見られ
るが、石油元売り各社はコストの上昇分を販
売価格に転嫁しない方針のため、価格は通常
のガソリンと同等になる。しかし、バイオガ
ソリンの原料となるバイオエタノールの大半
はブラジルなど海外からの輸入であり、日本
国内での調達は一部にとどまる。海外から輸

表2　自動車エネルギーにかかわる日本の政策動向

2005年4月 2006年3月 5月 2007年5月 5月 2008年3月 7月 7月 2009年6月 9月

主な政策 京都議定書目標達成計画 バイオマスニッポ
ン総合戦略

新・国家エネルギー戦略 クールアース50
イニシアティブ
（美しい星50）

次世代自動車イニシアティ
ブ

クールアースエネルギー技
術革新計画

クリーンディーゼル車
普及促進方策

低炭素社会づくり行動計画 地球温暖化対策の中期目標 鳩山由起夫首相国連演説
（新中期目標）

概要 2005年2月に発効された「京
都議定書」の目標達成に向
けた計画を策定

バイオマス利活用
に向けた課題や施
策を明確化（2002
年12月版を更新）

「中長期にわたるぶれない軸」
を設定。2030年までにエネル
ギー効率30％改善、運輸エネル
ギーの石油依存度を20％削減

CO2排出量の長
期目標策定

新・国家エネルギー戦略で
策定した目標の達成手段を
明確化

2050年CO2大幅削減に向け
て重点的に取り組むべき21
の革新技術を特定し、ロー
ドマップを策定

クリーンディーゼル車
普及促進に向けた基本
方針を策定

2050年CO2大幅削減に向
けて具体的な施策づくり

2020年のCO2排出量目標
を設定（麻生太郎政権）

2020年のCO2排出量目標
を再設定（鳩山由起夫政権）

CO2削減
目標

● 2008～12年の間に1990年
比6％削減

● 自動車単体で2540万トン
削減（2010年まで）

● 2050年までに
世界の温室効
果ガス排出量
を現状比半減

● 2050年までに日本の温
室効果ガス排出量を現状
比－60～－80％

● 2020年までに日本の温
室効果ガス排出量を05
年度比15％削減

● 2020年までに日本の温
室効果ガス（CO2）排出
量を1990年比25％削減

次世代車
導入目標

● 2020年までに、新車販売の50％、保有の20％を次世
代車（HEV、PHEV、EV、クリーンディーゼル車、
CNG車など）に（エコカー世界最速普及プラン）

燃費規制 ● 燃費改善を促す新たな基準を
2006年度中に作成

● （2007年7月省エネ法）乗
用車の燃費基準を2015年
までにJC08モード稿末注6で
16.8km/ℓとする

バイオ燃
料普及

● 2010年度までに輸送用燃
料のうち50万ｋℓ（石油
換算）をバイオマス由来
燃料に

● 石油業界が2010年度に21
万kℓ導入（ETBE稿末注3）
を目指す

● バイオマス燃料供給インフラ
の整備

● バイオエタノール10％混合ガ
ソリンへの対応を促す

● セルロース系エタノール
製造技術開発

● バイオエタノールの段階
的導入

● 大量生産可能な資源作物
利用時の製造コスト目標
40円／ℓ（2015年）

ディーゼ
ル車普及

● ディーゼルシフト推進策を検
討

● 2009年以降、クリーン
ディーゼル車を本格普及
させるべく、インセンティ
ブ制度などを検討

● 税制優遇、政府・自
治体の率先導入

電動車両
普及

● HEV・EV・FCVの開発・普及
促進策を検討

● 自動車用2次電池（以下、電池）
技術開発を産学官で行う

● 電池性能向上およびコスト
ダウンにより、2010年コン
パクトEV、15年PHEV、30
年EV本格普及

● 電池性能向上およびコスト
ダウン。100Wh/kgで20万
円 ／kWhを、200Wh/kgで
2万円／kWh（2020年）

注）CNG車：天然ガス自動車、EV：電気自動車、FCV：燃料電池車、HEV：ハイブリッド車、PHEV：プラグインハイブリッド車
出所）各種資料より作成
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送する際にCO2が発生するため、原料の国内
調達の拡大が求められる注5。

2020年度にE10相当のバイオ燃料が既販車
を含めた全車で使用されるようになれば、単
純計算で10％のCO2排出を削減できることに
なる。

3	 新車からのCO2削減
日本では、販売される新車に対して燃費規

制が課せられている。1999年度に、2010年度
を達成目標とする燃費規制が策定されたが、

05年度に前倒しで達成されたため、07年度に
15年度を達成目標とした燃費規制（JC08モ
ードで16.8km／ℓ）が策定された注6。世界
の燃費規制を見ると、欧州のCO2規制が最も
厳しく、日本の燃費規制はそれに次ぐものと
なっている（次ページの図４）注7。

燃費規制を達成するために、自動車メーカ
ーはさまざまな技術を開発している。燃費改
善の代表例としては、①車体の軽量化、②エ
ネルギー効率の改善（エネルギーマネジメン
ト）、③内燃機関（ガソリンエンジン）の改

表2　自動車エネルギーにかかわる日本の政策動向

2005年4月 2006年3月 5月 2007年5月 5月 2008年3月 7月 7月 2009年6月 9月

主な政策 京都議定書目標達成計画 バイオマスニッポ
ン総合戦略

新・国家エネルギー戦略 クールアース50
イニシアティブ
（美しい星50）

次世代自動車イニシアティ
ブ

クールアースエネルギー技
術革新計画

クリーンディーゼル車
普及促進方策

低炭素社会づくり行動計画 地球温暖化対策の中期目標 鳩山由起夫首相国連演説
（新中期目標）

概要 2005年2月に発効された「京
都議定書」の目標達成に向
けた計画を策定

バイオマス利活用
に向けた課題や施
策を明確化（2002
年12月版を更新）

「中長期にわたるぶれない軸」
を設定。2030年までにエネル
ギー効率30％改善、運輸エネル
ギーの石油依存度を20％削減

CO2排出量の長
期目標策定

新・国家エネルギー戦略で
策定した目標の達成手段を
明確化

2050年CO2大幅削減に向け
て重点的に取り組むべき21
の革新技術を特定し、ロー
ドマップを策定

クリーンディーゼル車
普及促進に向けた基本
方針を策定

2050年CO2大幅削減に向
けて具体的な施策づくり

2020年のCO2排出量目標
を設定（麻生太郎政権）

2020年のCO2排出量目標
を再設定（鳩山由起夫政権）

CO2削減
目標

● 2008～12年の間に1990年
比6％削減

● 自動車単体で2540万トン
削減（2010年まで）

● 2050年までに
世界の温室効
果ガス排出量
を現状比半減

● 2050年までに日本の温
室効果ガス排出量を現状
比－60～－80％

● 2020年までに日本の温
室効果ガス排出量を05
年度比15％削減

● 2020年までに日本の温
室効果ガス（CO2）排出
量を1990年比25％削減

次世代車
導入目標

● 2020年までに、新車販売の50％、保有の20％を次世
代車（HEV、PHEV、EV、クリーンディーゼル車、
CNG車など）に（エコカー世界最速普及プラン）

燃費規制 ● 燃費改善を促す新たな基準を
2006年度中に作成

● （2007年7月省エネ法）乗
用車の燃費基準を2015年
までにJC08モード稿末注6で
16.8km/ℓとする

バイオ燃
料普及

● 2010年度までに輸送用燃
料のうち50万ｋℓ（石油
換算）をバイオマス由来
燃料に

● 石油業界が2010年度に21
万kℓ導入（ETBE稿末注3）
を目指す

● バイオマス燃料供給インフラ
の整備

● バイオエタノール10％混合ガ
ソリンへの対応を促す

● セルロース系エタノール
製造技術開発

● バイオエタノールの段階
的導入

● 大量生産可能な資源作物
利用時の製造コスト目標
40円／ℓ（2015年）

ディーゼ
ル車普及

● ディーゼルシフト推進策を検
討

● 2009年以降、クリーン
ディーゼル車を本格普及
させるべく、インセンティ
ブ制度などを検討

● 税制優遇、政府・自
治体の率先導入

電動車両
普及

● HEV・EV・FCVの開発・普及
促進策を検討

● 自動車用2次電池（以下、電池）
技術開発を産学官で行う

● 電池性能向上およびコスト
ダウンにより、2010年コン
パクトEV、15年PHEV、30
年EV本格普及

● 電池性能向上およびコスト
ダウン。100Wh/kgで20万
円 ／kWhを、200Wh/kgで
2万円／kWh（2020年）

注）CNG車：天然ガス自動車、EV：電気自動車、FCV：燃料電池車、HEV：ハイブリッド車、PHEV：プラグインハイブリッド車
出所）各種資料より作成
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善、④ディーゼル（軽油）・高濃度バイオ燃
料の利用、⑤電動化──などがある。

50〜70kg程度の人間を移動させるために、
平均1.5トンもの重量のある乗用車を使うと
いうのはムダとの指摘があるため、車体の軽
量化は過去から営々と続けられてきた。乗用
車は100kg軽量化できると約１km/ℓの燃費
改善効果が得られる。日本の自動車メーカー
は軽量化に積極的に取り組んでおり、業界全
体では2020年までにほとんどの車種で約15％
の軽量化が見込まれている。それには、機能
統合による部品点数の削減に加えて、高張力
鋼板やアルミ合金の利用、高級車ではマグネ
シウム合金や炭素繊維強化プラスチック、ガ
ラス繊維強化プラスチックなども適用されつ
つある。

本章２節「既販車からのCO2削減」でも述
べたとおり、現在日本は、E3からE10程度の
低濃度のバイオ燃料の普及を推進しており、
原料を国内で調達できるブラジルや米国のよ

うにE85やE100など高濃度バイオ燃料は政策
的には推進されていない。環境省のエコ燃料
利用推進会議においても、「エタノール資源
が限られているため、高濃度化を議論する段
階にはない」としていることから、しばらく
は高濃度バイオ燃料の普及はないものと考え
られる。

ディーゼルはガソリンに比べて製造時に発
生するCO2が少ないことに加え、エンジン自
体の熱効率が高く、ガソリンエンジンよりも
20〜30％燃費性能に優れている。ディーゼル
車が環境対応車（クリーンディーゼル車）と
して認知されている欧州では、新車販売台数
に占める同車の割合が50％を超えている。

しかし、日本ではディーゼル車（ディーゼ
ルの乗用車）はほとんど販売されていない。
日本人が持つディーゼル車に対するイメージ
は悪く、かつ車両価格も高いために、新車販
売に占めるディーゼル車比率もほぼゼロに等
しい状態が続いている。ディーゼル車の導入

図4　日本・米国・欧州・中国の燃費規制

出所）実績値は国土交通省、NHTSA（米国運輸省道路交通安全局）、ACEA（欧州自動車工業会）、およびインタビュー
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を政策的に進める検討がなされているが、い
ずれも具体性に乏しく、目標値も掲げられて
いない。したがって、日本においては今後も
ディーゼル車の広がりは考えにくいだろう。

高濃度バイオ燃料の利用、ディーゼルの利
用が進まないなかで、最近特に注目を集めて
いるのが、電動車両（パワートレインの電動
化）である。ハイブリッド車や電気自動車に
関するニュースを見かけない日はないという
ほど、近年動きが活発な分野である。

Ⅲ	 電動車両への期待と課題

これまで見てきたさまざまなCO2排出削減
策があるなかで、乗用車から排出されるCO2

削減の切り札として電動車両が注目されてい
る。

1	 電動車両の定義
ここでいう電動車両とは、「ハイブリッド

車（HEV：Hybrid Electric Vehicle）」「プラ
グインハイブリッド車（PHEV：Plug-in HEV）」

「電気自動車（EV：Electric Vehicle）」を指
す。

HEVとは、既存のエンジンに加えて電気
モーターも併用して走行できるクルマであ
る。代表例にはトヨタ自動車の「プリウス」
やホンダの「インサイト」がある。

PHEVとは、HEVより大型の２次電池（充
電池、以下、電池）を搭載し、外部から充電
できるようにしたHEVである。15kWh程度
の比較的大型の電池が搭載され、エンジンを
発電だけに使用する「シリーズ方式（レンジ
エクステンダー方式とも呼ばれる）」と、５
kWh程度の比較的小型の電池を搭載し、エ

ンジンとモーターを使い分ける「シリーズパ
ラレル方式」がある。前者の代表例には米国
GM（ゼネラル・モーターズ）の「Chervolet 
Volt（シボレー・ボルト）」、後者の代表例に
はすでに発売されているトヨタ自動車の「プ
リウス プラグインハイブリッド」がある。

EVとは電気モーターだけで駆動するクル
マである。エンジンを持たないため、走行時
にCO2を排出しないゼロエミッション車であ
る。2009年 に 入 っ て 三 菱 自 動 車 工 業 の

「i-MiEV（アイ・ミーブ）」と富士重工業の
「スバル プラグイン ステラ」がフリート（事
業者）向けに発売された。2010年12月には日
産自動車が「Leaf（リーフ）」というEVを発
売する予定である。

近年EVがクローズアップされている理由
には、電池の技術開発の進展も挙げられる。
これまでにも２回のEVブームがあったが、
いずれも電池性能の不足（大きくて重い）に
より離陸することなく終わっている。しかし
今回のEVには、リチウムイオン電池（LIB：
Lithium-ion Battery）が用いられている。こ
れまでの鉛電池やニッケル水素電池に比べる
と、LIBは容量密度や重量密度といった性能
が大きく向上しており、EVの実現性が高ま
っている。

2	 各電動車両のメリットと
	 デメリット

それぞれの電動車両にはCO2排出量、価
格、充電インフラの面でメリットとデメリッ
トがある（次ページの表３）。

HEVは通常のエンジン車と同様に扱うこ
とができなじみやすいが、エンジン主体で走
行するため、PHEVやEVと比較するとCO2
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排出量は多くなる。一方EVは、走行時の
CO2排出量はゼロと環境にはやさしいもの
の、①コストの高い電池を大量に搭載しなけ
ればならないため車両価格が高くなる、②大
量の電池を搭載しても１充電当たりの走行距
離が100〜200kmと限定される、③高頻度に

（たとえば毎日）充電をする必要がある──な
どのデメリットがある。また、ある程度の距
離を安心して運転するためには、公共の急速
充電インフラの整備も必要となる。PHEVは
HEVとEVの中間に位置し、電池の搭載量に
よってHEV寄りにもEV寄りにもなる。

既存の内燃機関車に比べて、HEVは「Well 
to Wheel（一次エネルギーの採掘から車両走
行による消費まで）」でのCO2排出量を40〜
50％程度に削減できる（表３）。さらに、
PHEVはEVモードで走行できる距離が長い
ため30％程度まで削減できる。EVになると0
〜20％程度にまで削減することができる。EV
は走行時のCO2排出量はゼロだが、どのよう
な方法で電力がつくられたかによってWell 
to Wheelでの排出量は異なる。原子力・風力・
太陽光の発電時のCO2排出量はほぼゼロのた
め、これらの方法で充電されたEVのWell to 

Wheelでの排出量はほぼゼロになる注8。CO2

削減の中期目標を達成するために、日本政府
は原子力や上述の新エネルギーなどの「ゼロ
エミッション電源」の比率を50％以上に引き
上げることを目標としていることから、今後
はよりクリーンな電力で走行できるEVが増
える可能性がある。

電動車両の導入はエネルギー安全保障の観
点からも有効である。ガソリン車は石油由来
の燃料しか使用できないが、PHEVやEVの
ように電気を使用する場合、石油以外のさま
ざまな発電燃料・発電方法を選択することが
できる。

3	 EVをめぐる新興勢力の動き
EVはガソリン車に比べて部品点数が少な

く構造が簡単で、かつ排出ガス規制に対応す
るうえでの膨大な適合作業を必要としない。
そのため海外を中心に、ベンチャー企業が数
多くEV市場に参入している。

たとえば米国のテスラ・モーターズは2008
年にスポーツカータイプのEVを発売し、す
でに1000台以上を販売している。米国のコー
ダ・オートモーティブも、ボリュームゾーン

表3　パワートレイン（動力および駆動系）別自動車のメリットとデメリット

駆動方式
CO2排出量（ガソリン車を100と
した場合）（Well to Wheel）

車両コスト
（車両システムの簡便さ）

インフラ構築コスト
（充電インフラの必要性）

ガソリン × 100 〇 ● 簡素（エンジンのみ） 〇 ● 新たなインフラは不要

ハイブリッド（HEV） △ 40～50 △ ● エンジン＋電動駆動 〇 ● 新たなインフラは不要

プラグインハイブリッド
（PHEV） △ 30 ×

● エンジン＋電動駆動
　＋ 充電機能 △

● 充電インフラはあったほう
がよい　（電気走行距離を延
ばせる）

電気（EV） 〇 0～20 ×
● 電動駆動＋充電機能 
● ただし、2次電池が重
い・高コスト

× ● 充電インフラが必要 
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であるセダンタイプのEVの販売を予定して
いるベンチャー企業である。テスラ・モータ
ーズは電動駆動技術を米国のACP、駆動用
ユニットを台湾企業から調達し、コーダ・オ
ートモーティブは車両そのものを中国の中堅
自動車メーカー哈飛汽車（Hafei Motor）か
らOEM（相手先ブランドによる製造）調達
するなど、いずれも分業型のビジネスモデル
を築いている。

一方で、中国国内ではきわめて安い低速電
動車両（通常のEVと区別するために、NRI
ではLight EV〈LEV〉と呼んでいる）が一
部の地域で販売されている（図５）。衝突安
全基準を満たさないなど低品質なため、中央
政府は公道走行を認めていないものの、
LEVメーカーが集積する山東省など一部の
地方政府は、産業育成を目的にLEVの公道
走行を認めている。中央政府が公道走行を認
めるかどうかは不透明だが、これらのLEV
が中国農村部における自動車市場を獲得する
可能性もある。

これとは別に、先進国の自動車メーカーを
逆転するために、中国政府が通常のEVの開
発・普及に中期的に取り組んでいく可能性も
高い。このような動きは日本の自動車メーカ
ーにとって大きな脅威となりうるため、今後
も注視が必要である。

4	 電動車両のこれからの市場動向
これまで見てきたように、電動車両にはさ

まざまな動きがあるが、2020年までの時間軸
で考えると、電動車両のなかではHEVの普
及が中心になると筆者は考えている。前述の
ように、HEVは既存のエンジン車と同じよ
うに扱えるため、充電インフラを必要としな

い。加えて高価な電池は少ない容量しか搭載
しない（１kWh程度）ため、比較的安価に
車両価格を設定できる。2009年に発売された
プリウスやインサイトの最廉価モデルは200
万円前後と、ガソリン車と競合できる価格で
あった。

HEVに次いで市場を獲得するのはPHEV
であろう。PHEVのなかでも電池搭載容量が
少ないシリーズパラレル方式のPHEVが価格
面で有利である。電池容量が５kWh程度で
も20km程度はEV走行が可能なため、日常の
短距離移動はほぼカバーできる。また非日常
の長距離走行時には通常のHEVとしても利
用可能である。したがって、このような
PHEVはファーストカー（１台目としての乗
用車）として購入される可能性が高い。

一方、これまでと同様の販売方法ではEV
市場はあまり伸びないと考えられる。現状の
電池システムのコストは１kWh当たり15万

図5　中国の低速電動車両

メーカー：時風電動車（Shifeng）
価　　格：3万元前後
乗車人数：4人
最高速度：50km/h

航続距離：150km（3年後には50kmまで低下、交換に
　　　　　は400元必要）
使用電池：鉛バッテリー
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円程度と非常に高価で、EVには15〜20kWh
以上の大容量の電池を搭載しなければならな
いためである。仮にこれが同５万円に下がっ
たとしても、20kWhの電池を搭載すると１
台当たり100万円になり、車両価格を大きく
押し上げる。また「電費」を10km/kWhと
しても、１充電当たり200kmしか走行できな
いため、長距離走行を考えると、いたるとこ
ろに急速充電器がないと安心して利用できな
い。

さらに、単純に電気を売るだけでは収益を
上げられないため、急速充電器の普及もおぼ
つかない。家庭用の電力料金は１kWh当た
り20円程度であり、仮にこの電力料金で急速
充電したとしても、20kWhフル充電で400円
程度しか稼ぐことはできない。急速充電器は
１台当たり300〜400万円するため（工事費を
除く）回収は容易ではない。したがって、
CO2削減を考える際、現時点ではEVへの過
度な期待は禁物であろう。

Ⅳ	 EV普及に向けた課題と展望

EVを普及させるためにはさまざまなイノ
ベーション（革新）が必要である。技術的な
イノベーションとしては、電池コストを下げ

ることはもちろん、電費を上げる技術（省エ
ネルギー走行技術）、電池容量を有効に利用
する技術開発が求められる。EVには大容量
電池が搭載されているが、実際に使われるの
は搭載容量の50％程度とあまり多くない。仮
に100％利用できるようになれば搭載する電
池容量を半分にでき、コスト削減に大きく貢
献できる。

ビジネスモデルのイノベーションも必要で
ある。たとえば、価格の高い電池コストを下
げるために、電池を「シェアリング」（共
用）する考え方がある（表４）。米国のベン
チャー企業ベタープレイスは、電池交換式
EVによって一気にEVを普及させようとして
いる。電池交換ステーションで充電ずみの電
池に全自動で交換することで、すばやく「充
電」することができるコンセプトである。価
格の高い電池を他者と共有して稼働率を上
げ、コストを早く回収するビジネスモデルと
みなすこともできよう。

EVをカーシェアリングに利用することで
稼働率を上げ、EVコストをできるだけ早く
回収しようという考え方もある。神奈川県
は、県で購入した電気自動車を、休日に県民
に貸し出す事業を実施していた（2010年３月
まで）注9。平日は県が公務で使用し、休日
には県民が使用することで電気自動車の稼働
率を上げ、電気自動車を割安に利用できる仕
組みをつくろうとしている。これはまた、県
民の電気自動車に対する認知度を向上させる
と考えられる。このほかにも、EVカーシェ
アリングは、ガソリンスタンドやコンビニエ
ンスストアの新事業としても広がりを見せよ
うとしている。

他の新たなビジネスモデルとして、「V2G

表4　「シェアリング」による電池のコストダウン

業界の広がり
自動車 他業界

電池単体

自動車
（EV）

注）V2G：Vehicle to Grid（EVに蓄電された電力を系統に逆潮すること）

部
品
の
広
が
り

V2G（スマート
グリッド）

中古電池リユース
（定置用に転用）

EVカーシェア
リング

ベタープレイスの
ビジネスモデル
（電池交換式EV）



23電動車両によるCO2削減への期待と課題

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

（Vehicle to Grid）」がある。これはスマート
グリッドで議論されている項目の一つで、
EVの大容量電池に蓄積された電力を系統に
逆潮する考え方である。特に系統が不安定で
停電の起こる頻度が高い米国では、V2Gによ
って系統を安定化できれば、電力会社から
EVユーザーへキャッシュバックされる可能
性もある。これはEV購入のインセンティブ
になりうる。

EVの普及に積極的な日産自動車は住友商
事と共同で、EVの中古電池を他の用途にリ
ユースする検討をしている。たとえばEVの
中古電池は住宅やオフィスビルでのエネルギ
ー貯蔵デバイスとして使われうる。仮にEV
用の電池コストが100万円であったとして
も、中古電池に30万円の価値を持たせること
ができれば、EV価格を30万円下げることが
できる。

これらのビジネスモデルが成立するために
は、電池寿命が長いことや中古電池の価格評
価方法が確立されることなど、解決すべき課
題も多く残されている。

消費者のライフスタイルのイノベーション
も必要になるかもしれない。平日は自分で保
有する小型で走行距離の短いEVを利用し、
休日に遠出する際にはガソリン車をレンタル
するような乗り方になればEVが普及する可
能性がある。搭載する電池容量をできるだけ
小さくすればEV価格を抑えられ、かつ自宅
で充電すれば公共の充電インフラもわずかで
すむ。そのためには新しい魅力的なコンセプ
トを持つEVの開発も必要になる。

このように、今後のEVや充電インフラ市
場では、ビジネスモデルの開発競争が激化す
るだろう。

注

1 「 エ コ ド ラ イ ブ10」（http://www.team-6.jp/
ecodrive/10recommendation/index.html）

2 バイオ燃料は濃度によって表記が異なる。
「E100」はエタノール100％、「E85」は、体積比
85％のエタノールと15％のガソリンを直接混合
した燃料を指す

3 バイオ燃料には、エタノールをガソリンに直接
混合する上述のタイプと、エタノールを加工し
てつくった「ETBE」をガソリンに混合するタ
イプがある。ETBEはバイオエタノールと石油
ガスの合成成分からつくられるため、バイオエ
タノールの含有量は40％程度に下がる。バイオ
エタノール量では、「E3」と「ETBE7」は同程
度となる

4 エコ燃料利用推進会議
5 2010年１月10日付および同年２月18日付『日本

経済新聞』
6 JC08モードとは燃費を計測する際の走行モード

をいう。これまでは「10・15モード」と呼ぶ走
行モードを使用していたが、実燃費との乖離が
大きかったため、実走行に近いより走行モード
を使用することとなった

7 日本の燃費規制は「km/ℓ」で表記するが、欧
州のCO2規制と比較するために、ガソリンに含
まれるCO2量である「2,322g-CO2/ℓ」を日本の
規制値の逆数に乗じることで換算している

8 逆に、火力発電のように発電時のCO2排出量の
多い発電方式では、EVのWell to Wheelでの排
出量は通常のガソリン車よりも高くなってしま
う可能性もある

9 http ://www.pref .kanagawa . jp/os irase/
taikisuisitu/car/04ev/0436/0436sharing.html

著 者
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グローバル戦略コンサルティング部上級コンサルタ
ント
専門は素形材、産業機械、自動車・自動車部品分野
における事業戦略、実行支援
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普及が期待されるゼロエミッション住宅と
そのビジネスチャンス

CONTENTS Ⅰ　ゼロエミッション住宅（ZEH）の必要性
Ⅱ　ZEHを加速させる政策的後押し
Ⅲ　ZEHの開発・普及に向けた課題
Ⅳ　ZEHの普及によるビジネスチャンス

1	 「ゼロエミッション住宅（以下、ZEH）」とは、住宅における年間でのCO2（二
酸化炭素）排出量（または化石エネルギー消費量）が正味（ネット）でゼロ、
またはおおむねゼロになる住宅のことである。住宅分野のCO2排出量の削減が
世界的に進んでいないことから、低炭素社会の実現に向けて、ZEHの開発・
普及が急務となっており、各国において具体的な施策の検討が進められている。

2	 ZEHの開発・普及に向けては、第１に躯体・設備の省エネ性能を高める革新
的な要素技術の開発や、中小工務店でも採用可能な設計手法・施工技術の確立
が必要となる。経済的な側面からは、ZEHの建築コストの多くを占める太陽
電池などの新エネ機器の価格低減が不可欠である。また、これらの技術的・経
済的課題の解決を後押しする政策的支援のさらなる強化・拡充が求められる。

3	 ZEHの開発・普及により、さまざまなビジネスチャンスが生まれる。ZEHの普
及は、省エネ・新エネ技術の販売機会の増大に直結し、また、機器単体の収益
増大だけではなく、他の省エネ・新エネ機器や省エネリフォームなどとの組み
合わせ販売により、収益の増大が見込まれる。

4	 さらに、直接的な投資を促すだけでなく、エネルギー使用量の「見える化」な
どにより、省エネアドバイスや省エネポイント制度など、エネルギーサービス
事業の活性化も期待される。加えて、ZEH関連技術を核として、今後大きな
成長が見込まれるアジアを中心とする海外市場に目を向けることで、ビジネス
チャンスはさらに拡大する。

特集 動き始めた低炭素社会・インフラへの変革

要約

水石  仁 滝  雄二朗
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Ⅰ ゼロエミッション住宅（ZEH）
 の必要性

1	 ゼロエミッション住宅とは
「ゼロエミッション住宅（Zero Emission 
House〈またはゼロエネルギー住宅：Zero 
Energy House〉、以下、ZEH）」とは、住宅
におけるCO2（二酸化炭素）排出量（または
化石エネルギー消費量）を、躯体・設備の省
エネルギー（以下、省エネ）性能向上、オン
サイト（敷地内）での再生可能エネルギー活
用などにより削減し、年間でのCO2排出量

（または化石エネルギー消費量）が正味（ネ
ット）でゼロ、またはおおむねゼロとなる住
宅のことである。同様の性質を有する業務用
ビルを、「ZEB（ゼロエミッションビルまた
はゼロエネルギービル）」と称する。

2008年７月にわが国で開催されたG8北海
道洞爺湖サミット（以下、洞爺湖サミット）
の国際メディアセンター内には、太陽光発電
システムや家庭用燃料電池システム、高効率
ヒートポンプ給湯機など、わが国の最先端の
省エネ・新エネルギー（以下、新エネ）注1

技術を駆使したZEHのモデル住宅が展示さ
れた注2（図１）。国内外の要人を含め、６日
間で約1000人が来場し、好評を博した。

2	 住宅・建築分野のCO2排出量
	 削減ポテンシャル

2007年11月に公表されたIPCC（気候変動
に関する政府間パネル）注3第４次評価報告
書によると、住宅・建築分野（民生部門）の
CO2排出量の削減ポテンシャル（潜在可能
性）は全部門のなかで最も大きく、次に大き
い産業部門や農業部門に比べて約２、３倍のポ

テンシャルを有する（次ページの図２）。
一般的に、先進国ではCO2排出量全体の

３、４割を住宅・建築分野が占め、かつ増加
傾向に歯止めがかかっていない。住宅・建築
分野におけるCO2排出量の削減は、世界的に
喫緊の課題となっており、低炭素社会の実現
に向けて、住宅・業務用ビルなどのゼロエミ
ッション化の加速が急務となっている。

Ⅱ ZEHを加速させる政策的後押し

1	 欧米で先行するZEHへの取り組み
（1） IEAはG8各国に対してZEHへの 
 取り組み強化を勧告

国際エネルギー機関（IEA）は洞爺湖サミ

図1　G8北海道洞爺湖サミット（2008年）で展示されたZEHの
　　  モデル住宅

（1）概要

（2）外観

注）EL：エレクトロ・ルミネッセンス、ZEH：ゼロエミッション住宅（Zero Emission 
House）

出所）NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）資料

ハイブリッド
断熱ボード

計画換気システム

調温建材

有機EL照明
次世代省エネルギー
液晶テレビ（試作機）

間伐材・廃棄木材
利用木質材料

光ダクトシステム

エコセメント

家庭用燃料電池
システム

小型風力発電機 太陽光発電システム

ポータブルリチウム
電源装置

高効率ヒート
ポンプ給湯機
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ットで、G8各国に対して省エネ勧告を行っ
た。そのなかでZEHに関しては、G8各国が
導入目標を設定するとともに、市場の拡大措
置などを取ることを求めた。さらに、2009年
のイタリアのG8ラクイラ・サミットにおい
ては、各国に対してZEHへの取り組みの一

層の強化を勧告している。

（2） 米国はZEH化に向けた研究開発に注力

米国では、エネルギー省（DOE）が中心
となり、2020年までに市場競争力を有する
ZEHの関連技術を開発することを目指して、
官主導による研究開発を推進している（ZEB
の目標年次は2030年）。DOE傘下の国立研究
所注4等と連携して、高性能な断熱材や窓、
空調、換気、給湯、照明などに関する高効率
機器を開発しているほか、これらの技術の実
証も進めている。

また、DOEの主催により、２年に１回、
「Solar Decathlon（ソーラーデカトロン）」
と呼ばれるZEHのコンテストも実施してい
る（Decathlonとは十種競技の意味、図３）。
世界中から20の大学が参加（予審あり）し、
CO2削減や室内環境など、計10の項目に基づ
いて住宅設計を競い合うもので、ワシントン

図3　ZEHのコンテスト「Solar Decathlon（ソーラーデカトロン）」

2009年「ソーラーデカトロン」の
パンフレット

ドイツのダルムシュタット工科大学
の優勝作品（2009年）

注）Decathlon：十種競技
出所）DOE（米国エネルギー省）のSolar DecathlonのWebサイト（http://www.
　　　solardecathlon.gov/）

図2　部門別CO2（二酸化炭素）排出量削減ポテンシャル（潜在可能性）の比較

出所）IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第4次評価報告書
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DCのキャピトルヒル前に実際にモデル住宅
を建築して審査が行われる。2007年と09年大
会では、ドイツのダルムシュタット工科大学
が連続優勝を果たしている。

同コンテストの対象は大学生であるが、民
間企業などから資金や機器の提供を受け、研
究開発、設計・建設、輸送などを行ってい
る。マスコミなどにも大きく取り上げられ、
ZEHの認知度向上に大きく貢献している。

　

（3） 英国は2016年までにすべての 
 新築住宅をZEHとすることを義務化

英国政府は、2006年に、「16年までにすべ
ての新築住宅をゼロカーボン化する」という
目標を発表した。また、2008年には非住宅建
築物注5についても、「19年までにすべての新
築非住宅建築物をゼロカーボン化する」こと
を公表した。これらは、法的強制力を持つ法
律に位置づけられ、義務化されることとな
る。つまり、2016年以降、英国ではZEH以
外の住宅は新築できないこととなる。

英国政府はZEHの実現に向け、住宅の省
エネ基準を段階的に強化していく方針を示し

ており、2006年の省エネ基準と比較して、省
エネ基準で規定しているCO2排出量（暖冷
房、換気、給湯、照明）を10年以降は25%、
13年以降は44%削減となるよう基準の強化を
図り、16年以降は省エネ基準で規定していな
いCO2排出量（家電製品、厨房等）も含め
てネット・ゼロとなるよう基準を強化する

（図４）。また、規制の強化に対応したガイド
ライン（Code for Sustainable Homes）を策
定し、公表している。

（4） ZEH化の取り組みはEU全体に波及

フランスでは、2007年に開催された環境グ
ルネル懇談会注6において、サルコジ大統領
が「20年までにすべての新築住宅・業務用ビ
ルをエネルギーポジティブな（エネルギー生
産量が消費量を上回る）建築物にする」こと
を発表した。

また、2009年11月、EU（欧州連合）閣僚
理事会と欧州議会は、建築物のエネルギー性
能に関する指令注7の改正で、「20年末までに
す べ て の 新 築 住 宅・ 業 務 用 ビ ル をZEH・
ZEBとする」という内容を改正指令に盛り込

図4　ZEHの実現に向けた英国の段階的な省エネルギー（省エネ）基準の強化

出所）経済産業省ZEBの実現と展開に関する研究会「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現と展開について──2030年での
ZEB達成に向けて」2009年11月、原典は英国地域・地方政府省資料
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むことで合意した。改正指令はEU閣僚理事
会の承認を経て、2010年にも欧州議会で最終
的に採択される予定である。EU加盟各国
は、同改正指令の採択後、２年以内に本要件
を満たす国内法の整備を求められる。

2	 わが国におけるZEHの取り組み
（1） 温室効果ガス排出量削減目標と 
 家庭部門の位置づけ

2010年３月に閣議決定された地球温暖化対
策基本法案において、わが国は、すべての主
要国による公平かつ実効性のある国際的な枠
組みの構築および意欲的な合意を前提に、中
期的には温室効果ガス排出量を2020年までに
1990年比25%、長期的には2050年までに同
80%削減する目標を掲げている。

環境省の公表値では、民生部門（家庭およ
び業務その他部門）のCO2排出量は全体の約
３割を占め、このうち家庭部門が半分弱を占
める。つまり、家庭部門のCO2排出量は、わ
が国のCO2排出量全体の15%程度を占めてい
る。

また、CO2排出量の推移を見ると、2008年
度における家庭部門のCO2排出量は、京都議
定書の基準年である1990年度に比較して
34.7%増加しており、業務その他部門と並
び、他部門に比べ突出して増加している。政
府が掲げる温室効果ガス排出量の削減目標を
達成するためには、家庭部門のCO2排出量の
大幅削減が不可欠といえる。

（2） ZEHは政府の「新成長戦略」における 
 重点施策の一つ

2009年12月に閣議決定された政府の「新成
長戦略（基本方針）──輝きのある日本へ」
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において、住宅・建築物関連では、「エコ住
宅の普及、再生可能エネルギーの利用拡大
や、ヒートポンプの普及拡大、LED（発光
ダイオード）や有機EL（エレクトロ・ルミ
ネッセンス）などの次世代照明の100%化の
実現などにより、住宅・オフィス等のゼロエ
ミッション化を推進する」方針が示された。
政府は、環境・エネルギー分野をわが国の強
みを活かす成長分野と位置づけ、そのなかで
住宅のゼロエミッション化を施策の柱の一つ
としている。ZEHの開発と普及は、わが国
の温室効果ガス排出量削減に資するととも
に、新たな市場や雇用の創出にも貢献する。

（3） 環境省は、新築住宅は2030年、既存 
 住宅は50年にZEH100%という 
 目標を提示

2010年１月に環境省において、温室効果ガ
ス排出量削減の中長期目標の達成に向けたロ
ードマップの策定を目的として、「地球温暖
対策に係る中長期ロードマップ検討会」（座

長：国立環境研究所特別客員研究員・西岡秀
三氏）が設立され、住宅・建築分野について
は「住宅・建築物ワーキンググループ」（座
長：建築研究所理事長・村上周三氏）で検討
が進められている。

同検討会が2010年３月に発表した「地球温
暖化対策に係る中長期ロードマップ（議論の
たたき台）（案）」注8では、ZEHに関する目
標として、15年からZEHの普及を開始し、
30年時点で新築住宅をすべてZEH化、50年
時点で既存住宅も含めすべての住宅をZEH化
することを掲げた（前ページの図５）。併せ
て、これらの目標を実現するための規制、誘
導・支援策として、住宅の省エネ基準の強化
および義務化、ZEH基準の策定、住宅の環
境性能表示制度の導入、省エネ住宅購入・改
修の補助・税制・優遇融資などの導入を提示
している。

（4） 国土交通省はライフサイクルカーボン 
 マイナス住宅（LCCM住宅）の開発・ 
 普及を推進

国土交通省は2009年９月、社会資本整備審
議会建築分科会建築環境部会のもとに「LCCO2

（ライフサイクルCO2）配慮建築物小委員会」
（委員長：村上周三氏）を設置した。同委員
会は、図６に示すような、設計・建設段階で
生じるCO2排出量を、運用段階のカーボンマ
イナス分（再生可能エネルギー利用などによ
り、ネット・ゼロをさらに上回る分）でなる
べく早く相殺してCO2排出量の収支を黒字に
する「ライフサイクルカーボンマイナス住宅

（LCCM住宅）」の開発・普及に向けた検討を
進めている。運用段階だけでなく、設計・建
設、改修、解体にも着目している点が特徴で

図6　LCCM住宅の基本的考え方（ライフサイクルにわたるCO2収支
　　 のイメージ）

注）LCCM：ライフサイクルカーボンマイナス
出所）村上周三・清家剛「LCCM住宅の開発／普及の推進」日本サステナブル・ビルディ

ング・コンソーシアム・ライフサイクルカーボンマイナス（LCCM）住宅研究・
開発委員会、2009年9月

C
O

2

収
支（
C
O

2

－

ト
ン
）

＋

－

（赤字）

（黒字）

①

②

従来の住宅

年数

LCCM住宅

建
設

改
修
①

改
修
②



31普及が期待されるゼロエミッション住宅とそのビジネスチャンス

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

ある。
同小委員会においては、住宅設計や技術開

発の視点だけでなく、地場の大工・工務店も
含めてLCCM住宅を広く普及させることを念
頭に、モデル住宅の建築による実証と啓発、
評価技術の開発、設計マニュアルの整備、技
術のデータベース化なども含めた研究開発を
実施することとしている。

（5） 経済産業省は「太陽光発電の余剰電力
 買取制度」を開始

経済産業省は、2009年11月から、太陽電池
でつくられた電力のうち、自宅で使わずに余
った電力（余剰電力）を、１kWh当たり48
円で10年間、電力会社に売ることができる

「太陽光発電の余剰電力買取制度」を開始し
た。非住宅建築物の場合には、余剰電力を同
24円で売ることができる注9（図７）。なお、
電力会社は買い取りにかかる費用を太陽光サ
ーチャージ（加算金）として、太陽光発電シ
ステムの設置有無にかかわらず、すべての電
気使用者から徴収することができる。電気使
用者が負担する金額としては、初年度で月30
円程度の値上げが見込まれており、10年後に
月100円程度の値上げになると想定されてい

る。
後述するように、住宅からのCO2排出量は

住宅の躯体・設備の省エネだけでゼロにする
のは難しいことから、余った分を再生可能エ
ネルギーなどで相殺する必要がある。太陽電
池をはじめとする新エネ技術は、現時点では
導入に当たっての経済的な障壁が高いことか
ら、太陽光発電の余剰電力買取制度は太陽電
池の普及を促し、ZEHの開発・普及を大き
く後押しするといえる。

なお、経済産業省では、余剰電力だけでな
く、太陽光発電を含めた「再生可能エネルギ
ーの全量買取制度」の検討も、2009年11月よ
り開始している。

Ⅲ ZEHの開発・普及に向けた課題

1	 ZEHに関する要素技術および
	 設計手法の確立

（1） 躯体・設備の省エネルギー性能を
 高める革新的技術の開発

ZEHの開発に当たっては、ZEHを構成す
る各種要素技術の開発が必要となる。ZEH
を実現するための手法として、大きく以下の
２つのアプローチがある。

図7　経済産業省「太陽光発電の余剰電力買取制度」の仕組み

出所）経済産業省資源エネルギー庁「太陽光発電の新たな買取制度ポータルサイト」（http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/）

太陽光発電の導入者

余剰となる電気

買い取り収入
（住宅用48円／kWh）

余剰となる電気

買い取り収入
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①住宅の躯体や設備の省エネ性能の向上
②敷地内での再生可能エネルギー利用
英国では、以下の３段階の優先順位による

「ヒエラルキーアプローチ」でZEHの実現を
目指すこととしている（図８）。

● 第１段階
　　省エネ性能の向上（住宅の断熱性能・

パッシブ性能注10、暖房、給湯などの住
宅設備の省エネ性能）

● 第２段階
　　炭素排出基準の達成（敷地内での太陽

光、太陽熱、コジェネレーション注11等
によるエネルギー供給、バイオマス注12

など低炭素の地域熱供給の活用）
● 第３段階
　　その他許容される措置（HEMS注13導

入、近隣における再生可能エネルギーの
開発や既存ビルの改修、敷地外での低炭
素エネルギーの開発など）

わが国も、基本的には英国と同様の優先順
位によりZEHを目指すべきである。断熱水
準が十分でなく、設備の省エネ性能も低いエ

ネルギー多消費型の住宅であっても、太陽光
発電などの再生可能エネルギーを大量に導入
すればZEHを実現することは可能と考えら
れるが、それでは優良な住宅ストックの蓄積
にはつながらない。

2010年３月末時点において、一部の大手ハ
ウスメーカーではすでにZEHやZEHに近い
住宅を商品化し、販売している注14。これら
の住宅は、外壁や開口部の高断熱化や暖冷
房、給湯、照明等の高効率化により、従来の
住宅よりもCO2排出量を削減している。しか
し、大部分を太陽光発電や家庭用燃料電池な
どの再生可能エネルギー利用に頼っているの
が実状である。ZEHの開発・普及に向けて
は、部材や設備に関する既存技術の改良およ
び新技術の開発により、躯体・設備の省エネ
性能向上に資する技術の確立が強く求められ
る。新技術としては、冷蔵庫等に使用されて
いる真空断熱材の建材化、温度によって日射
透過率が変化する調光ガラス、直流・交流の
エネルギー変換ロスを低減する直流給電シス
テムなどが注目されている。

図8　ZEHの実現に向けた対策の優先順位（英国）

出所）経済産業省ZEBの実現と展開に関する研究会「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現と展開について──2030年での
ZEB達成に向けて」（2009年11月）、　原出典は英国地域・地方政府省資料

その他許容される措置（HEMS導入、近隣に
おける再生可能エネルギーの開発や既存ビル
の改修、敷地外での低炭素エネルギーの開発
など）
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ー供給、バイオマスなど低炭素の地域熱供給
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（2） 設計手法・施工技術の重要性

住宅は多種多様な技術の組み合わせで成り
立っている。そのため、どんなに優れた要素
技術が開発されても、それらを総合的に設計
に組み込み、統合的に制御する仕組みが不可
欠となる。特に住宅のCO2排出量は居住者の
ライフスタイルと不可分の関係にあることか
ら、居住者の家族構成や生活パターンなどを
考慮した設計手法や制御技術が必要である。
ZEHを実現するに当たっては、さらに快適
性や健康性など、CO2排出量削減以外の性能
を維持・向上させる設計も重要な視点とな
る。

設計手法とともに、要素技術の普及という
視点で重要なのが施工技術である。特に、わ
が国では住宅の６割以上を地場の工務店や大
工が建築しており注15、住宅供給業者の技術
レベルは多様である。そのため、多様な技術
レベルの住宅供給業者が採用できる、住宅に
適用しやすい施工技術の確立が必要である。

2	 新エネルギー機器の価格低減
（1） 新エネルギー機器の価格低減が 
 ZEH普及の鍵を握る

ZEHの実現においては、躯体や設備の省
エネ性能の向上だけでCO2排出量をゼロにす
るのは難しいことから、再生可能エネルギー
の利用は必須となる。しかしながら、現段階
では太陽電池や家庭用燃料電池などの新エネ
機器の導入コストは、電力会社から購入する
電気料金と比較して、発電コストが1.5倍以
上と高く、国や自治体の補助制度はあるもの
の、政府が目標とするすべての戸建住宅への
太陽電池の導入といった爆発的な普及には至
っていない。ZEHのモデル住宅建設におい

ては、その建築コストの多くを新エネ機器の
導入コストが占めている状況にある。ZEH
の普及という観点からは、新エネ機器の導入
促進が不可欠であり、そのためには新エネ機
器の価格低減が鍵を握る。

（2） 2020年までに太陽電池は半額、 
 家庭用燃料電池は４分の１に

本項では、近年、特に注目されている新エ
ネ機器である太陽電池と家庭用燃料電池に着
目し、技術的な側面から両者の価格低減の可
能性を述べる。

既存住宅に太陽光発電システムを導入する
場合の価格は、現状工事費込みで１kW当た
り70万円程度であり、この価格から、国の補
助金（１kW当たり７万円）、および場合に
よっては県や市区町村による補助金がマイナ
スされる。野村総合研究所（NRI）が国内の
主要な太陽電池メーカーに対して行ったヒア
リング調査によると、太陽光発電システムの
価格は2015年までに現状の３分の２程度、20
年までに半額程度まで低減すると想定され
る。その要因として、①変換効率の向上、②
量産体制の確立、③工事要員の稼働率の向
上、④競争激化によるバリューチェーン（価
値連鎖）上の利益率低下──などが挙げられ
る。

価格低減の内訳としては、現在システム価
格の半分程度を占めるモジュールの価格低下
の寄与が最も大きいと想定される。また、近
年太陽光発電システム販売への新規参入企業
が増加しているため、末端の販売価格は、販
売原価の低減と比較しさらに低減する可能性
も考えられる。

家庭用燃料電池については、2009年から
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「エネファーム」という名称で一般家庭向け
に販売が開始されている。発売当初の価格は
300万円を超えており、国からの補助金140万
円を勘案したとしても200万円前後となって
いる。潜熱回収型給湯器（「エコジョーズ」）
や自然冷媒ヒートポンプ給湯器（「エコキュ
ート」）などの他の給湯器が数十万円台であ
るのと比較するとかなり高価といえる。

NRIが国内の主要な燃料電池メーカーに対
して行ったヒアリング調査の結果、家庭用燃
料電池の価格は、2020年までに70万円程度ま
で低減する可能性がある。その要因として
は、量産体制の確立に加え、現在の家庭用燃
料電池の主流であるPEFC（固体高分子型燃
料電池）以外に、SOFC（固体酸化物型燃料
電池）が市場に投入される点が指摘できる。

SOFCは、PEFCと比較し、発電効率が高
く、水素を取り出す改質器の部品点数が少な
いため、PEFCよりも価格低減の可能性が高
いといわれている。一方でSOFCは、PEFC

と比較し、高温下（700〜100℃）で運転する
必要があるために、稼働制御の課題や、発電
部分に利用されているセラミックが突然割れ
るといった、寿命に関する課題を抱えてい
た。しかし、一般住宅での数年にわたる実証
試験によって、SOFCの稼働制御や寿命に関
する課題は改善されつつあり、2010年代前半
の市場投入が想定されている。

（3） ユーザーは投資回収年数が10年を 
 切ると購入を真剣に検討

NRIが2009年２月に実施した低炭素住宅に
関するグループインタビューでは、新築戸建
住宅を購入するユーザーに対して、省エネ・
新エネ機器の導入意向を聞いている。新築戸
建住宅を購入するユーザーの多くは、省エネ・
新エネ機器の初回支払い額が100万円以内で
すみ、その額が、月々の光熱費の削減によっ
て10年程度で回収できるようになれば、購入
を真剣に検討したいと回答している（図９）。

図9　省エネ・新エネ機器購入を志向するユーザーのイメージ

注）初回支払い額は、補助金・工事費込みの価格を想定。定置用蓄電池は、リチウムイオン電池6kWh、太陽電池は3kWの導入量を想定。回収年は、4人家族
の標準家庭を想定した場合の初回支払い額の増分が回収できる期間。給湯器については通常給湯器との価格差を回収する期間とした

出所）野村総合研究所「住まいに関するグループインタビュー」（2009年2月）より作成
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潜熱回収型給湯器や自然冷媒ヒートポンプ
給湯器は、すでに初期導入コストが低下して
おり、ユーザーによっては回収年数が10年程
度、もしくは10年以下となっているため、実
際に新築住宅への導入が進んでおり、ともに
累計販売台数は100万台を超えている。太陽
電池や家庭用燃料電池についても、前述のと
おり価格低減が進めば、日本全国に広く普及
する可能性は高い。

3	 ZEHの開発・普及に向けた
	 政策的支援

（1） 省エネ住宅の普及状況

わが国では、「エネルギーの使用の合理化
に関する法律（以下、省エネ法）」におい
て、住宅の省エネ基準が定められている。
1980年に最初の基準が策定され、92年と99年
の２回にわたり強化された注16。しかしなが
ら、基準自体が建築主の努力義務であること
や、住宅の断熱性能などを高めようとすると
建築コストの増大になることから、新築住宅
における省エネ基準（1999年に策定された最
も新しい基準）の採用率は３割程度にとどま
っている。

（2） 既存施策の効果検証と省庁連携による 
 政策的支援の強化・拡充

ZEHの開発・普及に向けては、この省エ
ネ基準をはるかに上回る厳しい基準を達成す
る必要がある。前述の技術的・経済的な課題
を解決し、ZEHの開発・普及を推進するに
は民間企業の力だけでは困難であり、政策的
支援が不可欠といえる。

前述の環境省の地球温暖化対策に係る中長
期ロードマップ検討会はZEHの開発・普及

に向けた具体的な施策として、①省エネ基準
の強化・義務化、②ZEH基準の策定、③補助
制度等の経済的措置の導入、④中小工務店の
技術力向上支援、⑤環境・省エネ性能の見え
る化──などを提示している。また、国土交
通省のLCCO2配慮建築物小委員会では、日
本全国にLCCM住宅を広く普及させることを
念頭に、モデル住宅の建設による普及啓発や
評価技術の開発、設計マニュアルの作成、技
術のデータベース化などを推進している注17。
経済産業省が実施している太陽光発電の余剰
電力買取制度などの補助制度も、ZEHの開
発・普及を強力に後押しする。

ZEHの開発・普及を加速化させるために
は、既存施策の効果を検証するとともに、各
省庁が連携して、規制、誘導・支援、情報発
信などの政策手段を適切にバランスさせなが
ら、政策的支援の強化・拡充を図っていく必
要がある。また、どんなに高性能な住宅を設
計・建設しても、そこで生活する住まい手が
エネルギー浪費型の生活行動を取ったのでは
元も子もないことから、施策の強化・拡充に
当たっては、技術開発や設計手法の確立だけ
でなく、省エネアドバイスや省エネポイント
制度など、居住者のライフスタイル改善を促
すような仕組みづくりも重要である。

Ⅳ ZEHの普及による
 ビジネスチャンス

1	 省エネ・新エネ技術の販売機会の
	 増大

ZEHの普及によるビジネスチャンスとし
て、第１にZEH関連技術の販売機会の増大
が挙げられる。政策的支援の効果もあり、短
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期的には太陽光発電システムの普及が急速に
進んでいる。具体的には、これまで年間５万
軒程度だった導入規模が、直近では12〜13万
軒程度まで増加している。また、一部の家庭
では家庭用燃料電池が導入されるようになる
と予想される。これは、新築住宅に限られる
ものではなく、新築住宅の着工戸数が縮小傾
向にあることから、むしろ既存住宅が重要な
ターゲットとなる。

既存住宅でもすでに太陽光発電システムの
販売量が急激に伸びているが、同システムの
みならず、高効率給湯器や高効率照明などの
省エネ・新エネ機器と組み合わせて販売する
ことによって、さらなる収益増大を見込むこ
とができる。また、2010年３月より申請が開
始された住宅エコポイント制度を活用して、
外壁や開口部の断熱工事とセットで販売する
ことも考えられる。

このような省エネ・新エネ機器のクロスセ
ル注18を実施する際に注意しておく点があ
る。それは、省エネ・新エネ機器や省エネリ
フォームなどは、一般の住宅設備機器やリフ
ォームとは異なった売り方になるということ
である。

具体的には、一般の住宅設備機器やリフォ
ームの場合には、利便性やデザインなどの定
性的な営業トークでもユーザーに受け入れら
れやすい傾向があるが、省エネ・新エネ機器
や省エネリフォームの場合には、ライフサイ
クルコストや投資回収年数などの定量的な情
報を、ユーザーにいかにわかりやすく伝える
かが重要になる。実際、太陽光発電システム
を販売している企業のごく一部には、電気料
金の削減量を過大に伝えるなどの行きすぎた
営業や、日当たりを無視した不適切な設置な

どが原因で、当初想定していた発電量に満た
ず顧客とトラブルになるケースが出てきてい
る。

事業者にとっては、省エネ・新エネ機器や
省エネ工事を組み合わせて販売する場合の経
済性シミュレーションの精緻化は大きな課題
であり、これが他社との差別化のポイントと
しても重要になる。そのためには、信頼性の
高いシミュレーションツールの開発と、その
結果をユーザーにわかりやすく伝える営業要
員の育成が重要となる。また、販売だけでは
なく工事も実施する場合が多いことから、省
エネ・新エネ技術の性能や効果を担保する適
切な設計・施工も重要な要素となる。

2	 エネルギーサービス事業の拡大
次にビジネスチャンスとなりうるのが、省

エネ・新エネ機器の販売や省エネ工事後の新
たなビジネス機会の創出である。

ユーザーは、太陽光発電システムを中心と
した省エネ・新エネ技術を導入した後、導入
当初に想定した発電量や省エネ効果が実際に
どの程度達成されているのかをチェックした
いというニーズが強い。ある大手ハウスメー
カーへのヒアリング調査によると、太陽光発
電システムを導入したユーザーの多くは、毎
月の発電量と余剰電力の売電量だけでなく、
自宅の電力やエネルギー使用量全体に興味を
持つようになるという。つまり、エネルギー
使用量の見える化に対するニーズが高まるの
である。

また、一部のハウスメーカーは、太陽光発
電システムの設置者に対して、インターネッ
ト上で省エネアドバイスを提供するサービス
を開始している。省エネアドバイスを通じ
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て、顧客満足度を高めることができるととも
に、ユーザーのエネルギー使用量データを保
有することで、一歩踏み込んだリフォーム提
案や信頼度の高い経済性シミュレーションが
可能となる。

一方、ユーザーのエネルギー使用量の見え
る化により、そのデータを活用してさまざま
なエネルギー関連サービスを提供することも
可能になる。たとえば、家庭の省エネ・新エ
ネ機器の運転状況が把握できれば機器故障の
事前察知に役立ち、機器メーカーにとっては
メンテナンスやリコール時などを想定した機
器のトレーサビリティ（追跡可能性）の確
保、高効率機器への買い替えのためのダイレ
クトマーケティングの効率化などのメリット
を享受できる。電力会社にとっては、系統運
用をサポートする太陽光発電システムの発電
情報やユーザーの需要情報を把握することが
可能となる。

また、ユーザーが保有する宅内のモニター
などを介した呼びかけや告知により、CO2排
出原単位の高いピーク電源（大規模火力発
電）を利用する夏場の昼間における電気利用
の抑制や、太陽光発電システムによる系統電
力への悪影響の一部を回避することも考えら
れる。太陽光発電システムによる系統電力へ
の悪影響としては、電力需要が減少する休日
や大型連休などに、太陽光発電システムが発
電することによる電圧上昇や、余剰電力が消
費しきれないことなどが挙げられる。この問
題への対応として、たとえば電力会社がユー
ザーに対し、該当日については、昼間の余剰
電力を自然冷媒ヒートポンプ給湯器などの貯
湯槽にお湯として蓄えるよう促す可能性も考
えられる。

しかし、ユーザーにとっても、何かしらの
インセンティブがなければ、これらのサービ
スは普及しないため、サービス提供者はユー
ザーに対し、エネルギー使用量の見える化や
省エネアドバイスにより光熱費削減を促すサ
ービスや、エネルギー使用量の削減度合いや
ピーク電源の利用率抑制への貢献度合いなど
に応じてポイントを付与するような仕組みも
考える必要がある。

3	 ZEH関連技術を核とした国際展開
国内の住宅市場に目を向けると、人口・世

帯数の減少や少子高齢化の進展などを背景
に、住宅市場は縮小傾向にある。特に新築住
宅に関しては、2000年以降年間120万戸程度
で推移していたが、建築基準法の改正や経済
状況の悪化の影響もあり、09年には45年ぶり
に80万戸をも下回り、1996年（約164万戸）
の半分以下にまで減少している。国内市場が
縮小していくなかで、さまざまな省エネ・新
エネ技術の組み合わせによるZEHの実現や、
政策主導で進む規制強化の動きに対応してい
くためには、業界・業種の枠を超えた連携が
不可欠である。

また、典型的な内需依存型産業であるわが
国の住宅産業は、米国やドイツ、フランスな
どの海外の企業に比べて国際展開が進んでお
らず、「ガラパゴス化現象」に陥っている。
世界全体のCO2排出量の２割を占める中国、
５%を占めるインドでは、最終エネルギー消
費量のうち、家庭部門がそれぞれ約25%、約
40%を占めており、家庭部門のエネルギー消
費量は今後さらに増大すると予想される。住
宅・建築分野の省エネ、CO2削減の推進は、
先進国だけでなく、中国やインドなどの途上
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国においても同様に喫緊の課題となる。わが
国の住宅の環境・省エネ技術は世界的に見て
もトップランナーとなっているものが多いこ
とから、縮小傾向にある国内市場だけでな
く、ZEH関連技術を核として、アジアを中
心に今後成長が見込まれる海外市場に打って
出ることで、ビジネスチャンスは大きく拡大
する。

注

1 「新エネルギー」とは、太陽光発電や風力発電な
どの再生可能エネルギーのうち、地球温暖化の
原因となるCO2の排出量が少なく、エネルギー
源の多様化に貢献するエネルギーのこと。「新エ
ネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新
エネ法）」では、「技術的に実用段階に達しつつ
あるが、経済性の面での制約から普及が十分で
ないもので、石油代替エネルギーの導入を図る
ために必要なもの」として、太陽光発電、風力
発電、バイオマス発電、中小規模水力発電、地
熱発電、太陽熱利用、バイオマス熱利用、雪氷
熱利用、温度差熱利用、バイオマス燃料製造の
10種類が指定されている。また、新エネには指
定されていないが、技術革新の進捗や社会の需
要の変化に応じて、「革新的なエネルギー高度利
用技術」として普及促進を図ることが必要なも
のとして、ヒートポンプ、天然ガスコージェネ
レーション、燃料電池、クリーンエネルギー自
動車などがある。本稿では、上述に該当する技
術・機器を「新エネ技術・機器」とする

2 現在は、茨城県古河市の積水ハウスの施設「ゼ
ロエミッションセンター」に移築されている。
見 学 も 可 能（http://www.sekisuihouse.com/
zeh/）

3 IPCC：Intergovernmental Panel on Climate 
Change（気候変動に関する政府間パネル）

4 国 立 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 研 究 所（NREL：
National Renewable Energy Laboratory）、オー
ク リ ッ ジ 国 立 研 究 所（ORNL：Oak Ridge 
National Laboratory）、ローレンスバークレー国

 立研究所（LBNL：Lawrence Berkeley National 
Laboratory）、パシフィックノースウェスト国立
研 究 所（PNNL：Pacific Northwest National 
Laboratory）など

5 住宅以外の業務用ビル（オフィスビル、商業施
設、学校、病院、ホテルなど）を指す

6 「環境グルネル懇談会」は、1968年にパリで学生
と労働者が自由・平等・自治を求めて共闘し、
全国に拡大したゼネスト「五月革命」を収拾す
るべく、グルネル通りにある労働省で政府・労
働者・使用者の代表者会議を開催し、労働条件
の改善により労使が和解した「グルネル協定」
にちなんで命名されたものである

7 Energy Performance of Buildings Directive（通
称「EPBD」）

8 低炭素社会構築に向けた道筋の一例を示したも
のであり、今後さらなる検討を進める必要があ
るとしている。国民各界各層における議論のた
たき台として活用されることを期待するもの

9 金額は当初の設定額。自家発電設備などとの併
設の場合は住宅、非住宅それぞれ１kw当たり39
円、同20円となる

10 太陽の光や熱、地中の熱、風などの自然エネル
ギーを、機械の力に頼ることなく最大限利用す
ること

11 発電時に発生した排熱を利用して、暖冷房や給
湯などに利用する熱エネルギーを供給するシス
テム（熱電併給システム）

12 再生可能な生物由来の動植物資源（化石燃料は
除く）のこと。エネルギーになるバイオマスの
種類としては、木材、海草、生ゴミ、紙などの
有機物がある

13 Home Energy Management Systemの略。住宅
内のエネルギー消費機器や発電装置を、ICT（情
報通信技術）の活用によりネットワークでつな
ぎ、各機器の運転を最適な状態に制御して、ト
ータルで省エネを実現するためのシステムのこ
と

14 たとえば、積水ハウスの「CO2オフ住宅」、ミサ
ワホームの「ゼロ・エネルギー住宅」などがある

15 矢野経済研究所「住宅産業白書」、総務省「事業
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 所・企業統計調査」、国土交通省「住宅着工統
計」に基づきNRI推計

16 1980年に策定された基準を「旧省エネ基準（ま
たは昭和55年基準）」、92年に策定された基準を

「新省エネ基準（または平成２年基準）」、99年に
策定された基準を「次世代省エネ基準（または
平成11年基準）」と呼ぶ

17 具体的には、国土交通省の支援のもと、日本サ
ステナブル建築協会ライフサイクルカーボンマ
イナス（LCCM）住宅研究・開発委員会が検討
している

18 ある商品の購入者または購入希望者に対して、
その商品に関連する別の商品あるいは組み合わ
せ商品などを推奨することで、顧客当たり購買

 品目数の向上を目指す販売アプローチ

著 者

水石  仁（みずいしただし）
社会システムコンサルティング部副主任コンサルタ
ント
専門は住宅政策、建築環境分野の政策・事業戦略、
住宅業界のアジア事業展開など

滝  雄二朗（たきゆうじろう）
事業戦略コンサルティング一部副主任コンサルタン
ト
専門は電力、ガス、再生可能エネルギーなど、エネ
ルギー業界に関する事業戦略立案
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ICT産業の持続的成長に向けた
企業間連携モデルのあり方
業 際 ・ 融 合 市 場 の 立 ち 上 げ に お け る リ ー ダ ー 企 業 の 役 割

C O N T E N T S
Ⅰ　ICT産業の現状と課題
Ⅱ　企業間連携モデルの類型化
Ⅲ　企業間連携モデルの具体的事例
Ⅳ　ICT産業の持続的成長に向けた企業間連携モデルのあり方

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 わが国の主要産業の一つであるICT産業は、デジタル化、グローバル化、およ
びそれに伴う低価格化の波を直接受け、名目GDP（国内総生産）の成長は踊り
場にきている。今後は新市場の創造による付加価値の創出が求められている。

2	 新市場を生み出し拡大させるうえでどのようなビジネスモデルが有効か、他産
業を含め、約20のケーススタディから企業間連携のあり方を類型化した。

3	 その結果、市場の創生期には、製品・サービスを構成するリソース（事業資源）を、
柔軟かつ迅速に結合する必要があるが、不確実な市場創造に伴うリスクを複数
の企業間で適切に配分することが困難なことから、技術や投資能力などを有す
る企業がビジネスモデルを総合的に主導する「一体型」モデルが有効であった。

4	 一方、市場の成長期には、複数の企業がノンコア（非中核的）な領域のリソー
スを「相互利用」や「共同利用」することで、コスト効率の高い市場拡大を目
指すビジネスモデルも選択された。

5	 ICT産業が今後持続的に成長するには、ICT産業内における新市場の創造に加
え、環境・エネルギー、教育、医療、交通をはじめとした隣接産業との間で、
ICTをコーディネーター役とする業際、国際、融合市場の創造が期待される。

6	 業際・融合市場の立ち上げ拡大には、技術や投資能力などを有する企業がリス
クを取りつつ、さまざまなリソースの結合を柔軟かつ迅速に主導する必要があ
る。さらに国際競争力強化のためには、政府の一体的な取り組みが求められる。

北  俊一 山本以誠 山口  毅 瀬良  豊
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Ⅰ ICT産業の現状と課題

1	 ICT産業の規模
本稿で扱う ｢ICT（Information and Com-

munication Technology）産業注1｣ は、総務
省の「情報通信白書」で定義している「情報
通信産業注2」と同義であり、デジタル機器
や通信サービス、ソフトウェアなどの市場で
構成される。このICT産業の名目国内総生産

（名目GDP）は、2007年時点で約50兆円であ
り、国内最大の産業である。また、ICT産業
は、ICTの利活用による生産性向上や業容拡
大を通じて、他の産業分野の発展にも寄与し
ている。

しかし図１にあるとおり、名目GDPと実
質GDPとを比較すると、他産業に比べ、ICT
産業の値にはひときわ大きな乖離がある。こ
れは、デジタル化の宿命として、同産業の一
部を構成するデジタル機器や情報通信サービ
スが価格・料金競争に陥って、名目値が伸び

悩んでいることに起因する。また、ICT産業
のGDP成長率に目を向けると、全産業の成
長率を常に上回っているものの、2000年以
降、名目で１％前後、実質で６％前後にとど
まっており、伸び悩んでいる。

これらのことから、ICT産業が持続的に成
長していくためには、

①ICTの利活用の促進
②新製品・サービスの提供による新たな市

場の創造
③他産業との業際領域における融合サービ

ス等による新たな市場の創造
──など、新たな付加価値を創出し、市場

を活性化させる方策が求められる。

2	 ベンチャー企業による
	 ICT産業活性化の可能性

新市場を創造するというと、とかく「ベン
チャー企業の育成が必要」という意見が出
る。しかしながら現状は、ベンチャー企業が

図1　主要な産業の名目国内総生産（名目GDP）と実質GDP、および全産業とICT（情報通信技術）産業の前年比成長率の推移

出所）総務省「平成20年度　ICTの経済分析に関する調査」より作成
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ICT産業

運輸

小売り

卸売り

建設（除電気通
信施設建設）

輸送機械

電気機械（除情
報通信機器）

鉄鋼

全産業の前年比成長率（右軸）
ICT産業の前年比成長率（右軸）

1996 98 99 2000 0201 0403 05 06 07

250

200

150

100

50

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

－2

－4
年1996 98 99 2000 0201 0403 05 06 07年

%
250

200

150

100

50

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

－2

－4

%

全産業の前年比成長率（右軸）
ICT産業の前年比成長率（右軸）

（左軸）

兆
円

兆
円



42 知的資産創造／2010年5月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

単独でICT産業を再活性化させるような製
品・サービスを生み出すことは難しくなって
いる。かつての米国（シリコンバレー）にお
いてベンチャー企業が主導したビジネスモデ
ルは、ハイリスクな先端の研究開発テーマを
大組織から切り離し、柔軟かつ低コストで委
託するという仕組みであった。そのなかで、
アマゾン・ドット・コムやグーグル、シスコ
システムズなど、ベンチャー企業として成功
した一握りの企業は、自らはハイリスクな研
究開発を避け、イノベーティブ（革新的）な
製品を生み出したベンチャー企業を買収する
ことによって事業を拡大させ、産業を牽引す
るリーダーとなっていった。

しかし、ICT産業が成熟した現状において
は、インターネットの勃興期のような、魅力
的かつ大規模で手つかずの市場は容易に見つ
からない。そのため、新市場の創造につなが
る先端の研究開発テーマも減少し、結果とし
て、ベンチャー企業そのものが育ちにくい環
境になってきている。また、市場に生き残っ

た巨大なプレーヤーの要望を満たす高品質な
製品を、ベンチャー企業が単独で開発・生産

（製造）することも難しい状況になってきて
いる（ベンチャー企業のジレンマ）。

その傾向は、たとえばルーターなどの通信
関連機器分野で顕著となっており、巨大な通
信事業者の高い品質要求を満たす必要性か
ら、機器メーカーはベンチャー企業の買収で
はなく、自社で研究開発をする方向にシフト
している。シスコシステムズは、これまでベ
ンチャー企業の買収によりその規模を拡大さ
せてきたが、通信事業者向けのコア（中核）
ネットワーク製品を扱う企業の大型買収は、
2004年のプロケット・ネットワークスが最後
となっている。それ以降、通信事業者向け製
品に関しては、自社を中心に研究開発を行っ
ている。

3	 新たな技術によるICT産業
	 活性化の可能性

それでは、イノベーティブな技術の登場に
より、ICT産業が再活性化することは期待で
きるだろうか。

ここでは技術を、「革新型の技術」と、「改
良型の技術」の２つに大別する。前者はイン
ターネットや携帯電話のように、それまでな
かった新しい価値を消費者に提供し、関連産
業の発展を牽引する屋台骨となる技術であ
る。後者は、マイクロソフトのOS（基本ソ
フト）である「ウィンドウズ98」（「ウィンド
ウズ95」の改良版）や、携帯電話の通信規格
であるHSPA（High Speed Packet Access、
第３世代携帯電話の通信方式W-CDMAの改
良版）のように、既存の技術を改良し、その
性能を高めるものである。

図2　ICT産業を支える基幹技術のパフォーマンス（性能）指数の推移
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注 1）半導体による情報処理と固定通信による伝送は1990年時点を、無線伝送は
1995年時点の性能を100として、CPU（中央演算処理装置）における集積度、
クロック周波数、伝送速度などの技術パフォーマンス（性能）を指数化したも
のである。なお、指数が100となる基準年は★で示した

注 2）固定伝送について、幹線の通信速度を主な変数として、技術パフォーマンスを
算出している

1990年 95 2000 05 10 15

無線伝送（通信速度など）

情報処理（半導体の集積度など）

固定伝送（通信速度など）
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通常、革新型の技術が発明され、サービス
が普及し、さらにその後に改良型の技術が加
わることによってサービスの付加価値は向上
していく。それゆえ、ひとたび革新型の技術
が発明されて普及期に至れば、それが産業や
市場に与えるインパクトは非常に大きい。

現在、ICT産業では、革新型の技術サイク
ルが長期化し、改良型の技術サイクルが短期
化する現象が見られる。図２に示すように、
固定通信、無線通信、半導体というICT産業
の根幹となる技術分野において、その技術パ
フォーマンス（性能）は、かつてのような指
数的な上昇が見込めない段階にきている。
ICT産業の成長を支える革新型の技術不在の
なか、企業は改良型の技術に傾倒せざるをえ
ない状況となっている。

Ⅱ 企業間連携モデルの類型化

本稿では、新市場の創造に当たり、企業が

リソース（事業資産）をどのように結合すべ
きか、すなわちビジネスモデルにおける「企
業間連携モデル」のあり方について焦点を当
てる。それは、新しい市場を創造する際に、
企業間連携がその立ち上げの成功の可否に大
きく影響すると考えられるためである。

ここで、企業間連携モデルとは、｢異なる
リソースを持つ企業同士が連携し、相互に補
完し合うことによって事業立ち上げを成功に
導こうとすること」と定義する。

野村総合研究所（NRI）では、他産業を含
めたこれまでの市場創造の約20の事例につい
てケーススタディを実施した。その結果、企
業間連携モデルは大きく４つに類型化でき、
それぞれのモデルが選択される要因を分析す
ると表１のように整理できる。

４つの企業間連携モデルとは
①一体型
②相互利用型
③片方向利用型

表1　企業間連携モデルの類型化とそれぞれの選択要因

企業間連携モデル モデルの特徴 モデルが選択される要因 事業例

① 一体型 企業が、自社や他社のリ
ソース（事業資源）を適切
に組み合わせ、サービスの
提供を一体的にコントロー
ルする形態

● 品質や使い勝手の確保のため、全体
をコントロールする必要性

● 不確実な新事業のリスクを複数企業
間で適切に配分することが困難

● 家庭用ゲーム機とゲームソフト
● iモードなどのモバイルインターネットサービス
● アップル「iPod（アイポッド）」と「iTunes 

Music Store 注（アイチューンズ・ミュージック・
ストア）」

● アマゾン・ドット・コム「Kindle（キンドル）」
と電子書籍

② 相互利用型 企業が、リソースを相互に
利用し合う形態

● ノンコア（非中核）な領域のリソー
スを相互利用し、市場を効率的に拡
大

● 鉄道輸送の相互乗入れ
● 鉄道のIC（集積回路）カード乗車券や電子マネー
のリーダー・ライターの相互利用

● ATM（現金自動預け払い機）の銀行間相互利用
● クレジットカード決済端末の相互利用

③ 片方向利用型 新規参入などの企業が、既
存企業のリソースを片方向
で利用する形態

● 競争促進を目的にした政府などの規
制

● 電力供給の託送サービス
● 携帯電話のMVNO（仮想移動体サービス事業者）

④ 共同利用型 企業が、第三者の保有する
リソースを共同で利用する
形態

● ノンコアな領域のリソースを相互利
用し、市場を効率的に拡大

● 事業者が多く、主導権を握る事業者
が不在

● クレジットカードのスイッチングセンター

注）現在のiTunes Store（アイチューンズ・ストア）
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④共同利用型
──である。
①はビジネスモデルを一体的にコントロー

ルする形態であり、②〜④は、ノンコア（非
中核的）な領域のリソースを相互的に、片方
向的に、あるいは共同で利用するケースであ
る。なお、③片方向利用型は、競争促進を目
的に、政府の規制などで実現する例外的なモ
デルである。

次章では、具体的な事例に基づいて、企業
間連携モデルとそのモデル選択にかかわる要
因について分析する。

Ⅲ 企業間連携モデルの具体的事例

1	 鉄道などにおける
	 ICカード乗車券の普及

（1） 背景

東日本旅客鉄道（以下、JR東日本）は、
1990年から導入していた磁気カード式自動改
札機の設備更新時期が2001年に迫っていた。
設備更新は通常、約10年周期であるため、同
社はこの時期に合わせて、1987年以来、研究
開発を続けてきた非接触型のIC（集積回路）
カード乗車券の導入を推し進めた。

ICカード乗車券の目的を、紛失した定期
券の再発行が容易になることや、不正乗車の
防止対策の向上といった、「乗車券機能を充
実させたもの」として捉えると、新たな売り
上げ拡大に直接的にはつながらない。しか
し、少子高齢化や地方の過疎化などで旅客数
が伸び悩む鉄道業界では、業務の効率化に加
え電子マネー機能により新たな収益源を確保
することを目的としてICカード乗車券の導
入を進めた。

（2） 企業間連携モデルの形態

ICカード乗車券は、従来の乗車券をIC化
するという意味では既存事業の範疇に入る。
これに対し電子マネー機能は、JR東日本に
とっては新規事業でありリスクもあったが、
当初から電子マネービジネスの展開と他事業
者の相互利用を織り込むことでリスク低減を
図った。具体的には、電子マネー機能を活用
した「駅ナカ」ビジネスや「街ナカ」ビジネ
スなどで、このようにICカード乗車券を中
心とした一体的なエコシステム（生態系）を
構築することで、収益の拡大を目指したので
ある。それがJR東日本のICカード乗車券

「Suica（スイカ）」である。
また、同社がSuicaを導入した後、首都圏

の鉄道各社も同システムを導入した。その理
由は、鉄道各社間で路線エリアのすみ分けが
事実上できていたことと、会社間をまたぐ相
互乗り入れが進展していたことで、乗客にと
っては、乗車券・定期券の相互利用ができる
利便性向上のメリットがあり、そのためスム
ースな普及が当初から見込めていたからであ
る。もちろん、非接触型のICカード乗車券
を導入することで改札機の磨耗が減少し、維
持・修繕コストが大幅に削減できることも、
各社が導入に踏み切った大きな理由の一つで
あった。

図３に示すとおり、Suicaのシステムは、
立ち上げ期はJR東日本単独による一体型で
の展開であったが、その後、他の鉄道会社に
よる片方向利用型と相互利用型の２つのパタ
ーンが加わった。ただし、片方向利用型ある
いは相互利用型であっても、技術条件や取引
条件の設定では実質的にJR東日本が主導権
を握り、リスクを取って一体型的に事業を展
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開したといえる。
相互利用型の際、新たに同システムを導入

する鉄道会社が、JR東日本の規定した仕様
を満たす自動改札機を含む駅務機器を利用す
るに当たっては、JR東日本はライセンス料
を徴収している。相互乗り入れをする鉄道会
社間には、もともと乗り継ぎ割引をはじめと
した複雑な運賃制度があったが、そうした運
賃を一元的に計算できる「共通運賃判定モジ
ュール（関係鉄道会社との共同開発）」を自
動改札機に搭載したことで実現した。

一方、乗車券機能の遂行においては、使用
履歴やID（認証番号）などのデータ処理・
管理のためのセンターサーバーが必要にな
る。このサーバーについては、自社で構築す
るか、もしくはJR東日本のセンターサーバ
ーの機能を借り受けることができる。つま
り、このJR東日本のシステムは、利用する
鉄道会社の規模や経営体力の大きさに十分配
慮し、他社による片方向利用型も可能として

いるのである。
ただし、センターサーバーを自前で構築す

る場合であっても、JR東日本が規定した仕
様を満たすセンターサーバーを使うことに対
してはライセンス料が徴収される。また、セ
ンターサーバーとしての承認を得るためには、
JR東日本によるシステムコンサルティング
を受ける必要があり、同じようにコンサルテ
ィング料が徴収される。他方、JR東日本の
センターサーバー機能を賃借する場合は、ト
ランザクション（処理量）に応じたシステム
利用料が徴収される仕組みとなっている。

（3） 連携に至った経緯

JR東日本は、他社が追随・依存すること
を見越して、提供形態としては当初からエリ
アのすみ分けによる相互利用を想定していた
が、実質はJR東日本がリスクを取り、主導
権を握ることでビジネスプランやインフラを
構築し、新市場を一体的に創造した。鉄道の

図3　東日本旅客鉄道（JR東日本）が主導した企業間連携モデル

注）電子マネー機能もICカード乗車券と同様の企業間連携モデルである
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乗降客シェア約30％（駅の乗降客１日1600万
人）というJR東日本の事業規模に加え、技
術・資金面で他社を圧倒する優位性があった
ことから、このような構想を実現できたとい
えよう。

実際、JR東日本がSuicaを導入した後、他
のJR、および全国の私鉄、バスなどが、JR
東日本の方式を順次採用していった。各社が
ICカード乗車券を導入した理由としては、
JR東日本と同様、改札機の磨耗による修繕
コストが削減できることは前述のとおりで、
および設備の更新時期を迎えていたことが挙
げられる。また、利便性の向上が、鉄道・バ
ス業界の旅客数の減少を食い止められると考
えたためでもあろう。

さらにICカード乗車券の自動改札機が相
互利用型になった理由は、各社が自動改札機
を保有していたことと、エリア的なすみ分け
ができていたためと考えられる。

一方、他社によるセンターサーバーの片方
向利用型は、JR東日本のエリア内に小規模
な鉄道会社が多く存在していたことが大きな
要因として考えられる。小規模な鉄道会社に
とっては、システムを独自に研究開発して設
置をするよりも、自動改札機を含む標準化さ
れた駅務機器やセンターサーバーを借りるほ
うが現実的だったのであろう。

（4） その後の展開

JR東日本がSuicaを導入した当初は、対応
した改札機が少なく利用者数は増えなかっ
た。しかし2009年９月時点では、JR東日本
の営業エリア内の約800駅に加え、JR西日本

（西日本旅客鉄道）、JR東海（東海旅客鉄
道）、JR北海道（北海道旅客鉄道）、JR九州

（九州旅客鉄道）および「PASMO（パス
モ）」などの私鉄とバスのエリアにまで利用
可能な範囲が増えて、Suicaの発行枚数は
3000万枚を突破している。

JR東日本のSuicaの事例が示唆するもの
は、事業の立ち上げ時から将来の相互利用を
見越しつつリスクを取り、自ら一体的に立ち
上げることの重要性である。事業が軌道に乗
った後は、形態的には相互利用型となってい
るが、実際には当該企業が主導権を一体的に
握ることが成功につながっている。その結
果、市場の成長を実現した事例といえる。

2	 家庭用ゲームにおける端末と
	 ソフトの一体的提供

（1） 背景

家庭用ゲーム機（以下、ゲーム機）におい
て、現在のように、１つのゲーム機を用いて
多様なゲームソフト（以下、ソフト）を自由
に入れ替えて遊べる、ハード・ソフト分離型
のゲーム機が普及するきっかけをつくったの
は、1977年に米国のアタリが発売した「Atari 
2600」、通称「アタリVCS（ビデオ・コンピ
ュータ・システム）」（以下、アタリVCS）で
ある。アタリは「スペースインベーダー」な
どの業務用ゲームでヒットした作品をソフト
に採用することで売り上げを伸ばし、1982年
にはアタリVCSは累積1000万台を達成して
いる。

アタリVCSの販売台数が増加するととも
に、サードパーティのソフトメーカーの参入
が相次いだ。サードパーティーの参入は、本
来ならばユーザーの選択肢を増やし、楽しさ
や利便性を向上させるはずであった。しか
し、アタリはこれらのソフトの品質をチェッ
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クせず、サードパーティのソフトメーカーが
自由にソフトを開発・販売することを許可し
た。

その結果ソフトの粗製乱造が起こり、市場
には品質の低いソフトが出回ることになっ
た。そして、ユーザーはソフトの購入をため
らうようになり、1982年から83年にかけてア
タリVCSの販売台数は急激に低下した。これ
を業界では「アタリショック」と呼ぶ。一度
信頼を失った米国のゲーム機の市場は、その
後、任天堂が参入するまで回復することはな
かった。

任天堂は、1983年に日本でゲーム機「ファ
ミリーコンピュータ（ファミコン）」を発売
するが、アタリショックの教訓を踏まえ、ソ
フトの品質まで自社でコントロールできる体
制を築いた。このビジネスモデルは現在に至
るまでゲーム業界に踏襲されている。

（2） 企業間連携モデルの形態

図４に、アタリの当初のビジネスモデル
と、現在のゲーム業界の企業間連携モデルを
示す。アタリはゲーム機（ハード）とソフト
の両方を開発していたが、ソフトに関して
は、前述のようにサードパーティのソフトメ
ーカーが開発・販売することに制限を設けな
かった。そのため、事実上、ソフトを開発で
きる企業ならばどこでも自由に開発し、アタ
リに許可を得ることなく販売することができ
た。

それに対して、現在のゲーム業界では、サ
ードパーティのソフトメーカーは、ゲーム機
メーカーからライセンスを受け、一定のライ
センス料を支払わなければソフトの開発・販
売はできないようになっている。またサード
パーティのソフトメーカーはゲーム機メーカ
ー１社と契約してソフトを開発するのが基本

図4　家庭用ゲーム機における企業間連携モデルの遷移
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で、それらのソフトを他社のゲーム機に転用
できないルールにもなっている。

すなわちアタリは、他社がソフトの開発・
制作・販売を片方向に利用することを許可し
たのに対して現在のゲーム業界は、ゲーム機
メーカーがソフトの開発・制作・販売を一体
的にコントロールしているのである。

（3） 連携に至った経緯

アタリショックの後にゲーム市場に参入し
た任天堂はその教訓を踏まえ、ソフト品質の
コントロールを重視した。ファミリーコンピ
ュータの発売当初は、自社でソフトを開発
し、サードパーティの開発を許さなかった。
しかし、ゲーム機の販売台数が増加するに従
って、自社開発のみではユーザーからのソフ
トのラインアップの充実への要望に応えられ
なくなってきた。そこでサードパーティのソ
フトメーカーの参入を許可したが、その際に
ライセンス制度を導入し、ソフトの内容を任
天堂が検査し、それに合格しなければ販売が
できない仕組みをつくり上げた。これによ
り、品質の確保、公序良俗の厳守に成功し
た。

また、ゲーム機の開発には莫大な費用がか
かるが、その費用をそのまま転嫁するとゲー
ム機の価格が高くなりすぎて売れなくなると
いうジレンマがある。そこで任天堂は、ゲー
ム機の開発費用の一部をソフトの価格に転嫁
し、ゲーム機は割安で販売して普及を促進さ
せ、ユーザー数が十分増えたところで、ソフ
ト販売で開発費を回収するビジネスモデルを
構築した。

このモデルを軌道に乗せるためにも、ゲー
ム機メーカー（任天堂）はソフトの開発・制

作・販売を一体的にコントロールする必要が
あった。つまり、任天堂は、すべてのソフト
の販売から得られた利益を自社に還元する仕
組みをつくり、ゲーム機の開発費に充当して
いたことになる。これは、任天堂がリスクを
取って開発・普及させたゲーム機の市場に、
サードパーティのソフトメーカーが途中から

「タダ乗り」することを禁じたとも言い換えら
れる。

（4） その後の展開

現在、ゲーム業界は任天堂、ソニー（ソニ
ー・コンピュータエンタテインメント）、マ
イクロソフトの３強が世界市場で争う構図に
なっており、５、６年で訪れるゲーム機の更
新サイクル（次世代のゲーム機）ごとに熾烈
な開発競争が繰り広げられている。各ゲーム
機メーカーは利益を最大化する現在のビジネ
スモデルを維持し、その利益を次のゲーム機
開発の原資としている。その結果、ゲーム業
界は1983年のファミリーコンピュータ発売以
来、ゲーム機が更新されるたびに市場を拡大
させ、2008年度には、据え置き型ゲーム機だ
けで約１兆5000億円の世界市場を形成してい
る。

ゲーム業界の事例が示唆することをまとめ
ると、莫大な開発費がかかる新市場を創造す
る際に一体型の形態を採用することで、５、
６年で訪れる次世代のゲーム機市場の立ち上
げに成功している点である。つまり、一体型
により利益を最大化し、次世代のゲーム機市
場を立ち上げるための開発（ゲーム機の高機
能化）の原資としていることが注目に値する
のである。また、一体型であるからこそ、サ
ービスの品質や顧客の信頼確保にも成功して
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いる。

3	 クレジットカードにおける共同
	 利用型オンラインネットワーク
	 と標準端末の導入

（1） 背景

クレジットカード（以下、カード）が本格
的に普及し始めた1980年ごろ、カードの不正
利用や偽造・変造、さらには延滞・未収債権
の事故カードをチェックするための信用照会
をするオンラインネットワークの必要性が高
まっていた。従来の信用照会は、加盟店の店
員が、カード会社から送付される「無効番号
一覧表」を目視でチェックしたり、あるいは
一定額以上の利用であれば電話で確認を取っ
たりしていた。しかし、カード利用の増加に
伴い効率が次第に悪化していった。

このような背景から、通商産業省（現経済
産業省）が中心となり、全国規模でのオンラ
インネットワーク化の検討が進められた。さ
らに、対応するカード会社に関係なくオンラ
インネットワークに接続できる「CAT（Credit 
Authorization Terminal：信用照会端末）」の
標準化も進められ、この端末を導入すれば、
１台で複数のカード会社の信用照会に加え、
売り上げ伝票の作成などもオンライン化で
き、加盟店の手間が大幅に減ることも期待さ
れていた。

本事例は、前節までの２つの事例とは異な
り、すでに市場があるなかで、市場のさらな
る拡大を目指した取り組みとして紹介する。

（2） 企業間連携モデルの形態

信用照会のオンラインネットワークは、

図5　クレジットカードにおける企業間連携モデル
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個々のカード会社が、第三者が提供するサー
ビスを利用する共同利用型の形態を取ってい
る。具体的には、前ページの図５右側に示す
とおり、電信電話公社（現NTTデータ）の運
営 す る「CAFIS（Credit And Finance Infor-
mation Switching system）」と呼ばれるクレ
ジット情報照会サービスが、各カード会社の
コンピュータセンターと加盟店のCATを専
用回線で接続している。

CAFISの基本的なサービスは、不特定多
数の店舗から送られてくるカードデータを、
該当するカード会社のコンピュータセンター
に割り振ること（スイッチング）である。さ
らに、前述のように売り上げ伝票の処理もオ
ンラインでできるようになっていた（現在で
は、その他のさまざまな付加サービスが提供
されている）。

従来はカード会社ごとに加盟店に設置する
必要があったCATを標準化し、特定のカー
ド会社のCATを加盟店に設置するだけで、
異なるカード会社もそのCATを利用するこ
とができるようになった。これはCATの相
互利用型に該当する。

（3） 連携に至った経緯

銀行系カード会社は、1981年ごろから、カ
ードのフォーマットの標準化や加盟店に設置
するCATの標準化について研究開発を進め
てきた。そのグループに参加していたのが
CAFISを開発していた電信電話公社と、端
末機メーカーである立石電機（現オムロン）
である。

一方、信販系カード会社が中心となり、通
商産業省が支持して開発していたのが、日本
IBMの「CATNET（Credit Application 

Terminal Network）」である。しかし、カー
ドデータをやりとりする通信処理はVAN（付
加価値通信網）サービスという位置づけであ
り、当時の法律でVANは電信電話公社のみ
にしか認められていなかった。

そこで郵政省（現総務省）は、CAFISと
CATNETの両システムの統合を実現するた
めの調整を試みた。通商産業省の支持する
CATNETはスイッチングを提供できなかっ
たために共同センターの１つとしてCAFIS
に接続されることになり、多くの企業は
CAFISの採用を進めていった。CAFISが実
際にサービスを開始したのは1984年である。

CATの標準化については、研究開発で先
行していた銀行系カード会社が1983年から設
置を開始した。さらに１年後には、銀行系カ
ード会社と信販系カード会社が共同CATの
利用を開始することになった。

オンラインネットワークが共同利用型とし
て採用された理由は、信用照会の必要性や事
業の効率化ニーズを強く持つ国内カード会社
が群雄割拠の状況にあり、通商産業省はそれ
を看過せず、同省が中心となってオンライン
ネットワークの一本化を進められたことが大
きいと考えられる。

（4）その後の展開

加盟店は標準化されたCATを導入するこ
とで、信用照会と売り上げ伝票の作成がオン
ライン化され、業務が大幅に効率化されるこ
とになった。

共同利用型オンラインネットワークと標準
化されたCATが導入された後、カード会社
は次第に加盟店を相互に開放するようにな
り、結果、複数のカードが利用できる加盟店
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が増加した。カードの年間取り扱い額は、
1989年には10兆円程度だったが、99年には25
兆円程度にまで拡大した。

本事例が示唆するものは、すでに立ち上が
っていた市場において、各社共通の課題で、
かつ事業のノンコアな部分を他社と相互利用
や共同利用することで、市場の持続的成長に
つながったということである。このような相
互利用や共同利用ができたのは、業界でリー
ダーシップを発揮する大企業が存在せず、同
一の課題を持った多くの企業が存在したため
である。

Ⅳ ICT産業の持続的成長に向けた
 企業間連携モデルのあり方

最後に、ICT産業の持続的成長のため、今
後の企業間連携のあり方について、リスク分
担、および事業ステージの２つの視点から考
察する。

1	 リスク分担の視点
新市場を創造するには、当然ながら大きな

投資リスクを伴う。なかでも革新的な事業で
あればあるほど受容性は不透明であり、複数
の企業間でリスクを分担し、走り出した後も
そのリスクを常時モニタリング（監視）し、
迅速な意思決定、舵取りを続けていくことは
難しい。このようなケースでは、必然的に単
一企業によるビジネスの「一体型」のコント
ロールが可能な企業間連携モデルが有効とな
る。

たとえば、ゲーム機の事例で見られたよう
に、新しい規格の事業基盤（ゲーム機の場合
は新しい規格のハードウェア）の立ち上げに

は多大な投資とリスクを伴う。そのため、リ
ーダー企業（通信産業でいえば、NTT〈日
本電信電話〉やKDDIなど）が、一体型でサ
ービスを立ち上げることが有効である。

また、Suicaの電子マネーとしての事例で
見られたように、当初から将来的な相互利用
を想定して、まず自らがリスクを取って一体
型で市場を立ち上げるケースもある。すなわ
ち、市場が成長した際には相互利用型を追加
するものの、実質は業界でリーダーシップを
発揮する企業が主導権を握り、事業を一体的
にコントロールするのである。このように、
市場の拡大時においても実質的には一体型の
形態が有効となるケースがある。

なお、カード業界におけるCATの事例に
見られたように、顧客基盤などですみ分けさ
れている既存事業者が既存インフラや事業の
拡張を進める場合は、それによる受益性や貸
し出し分担がより明確となる。すなわち、リ
スク軽減のために企業間で相互利用型を選択
することが、各社にとって有効なのである。

他方、カード業界のCAFISにおける共同
利用型オンラインネットワークの事例に見ら
れるように、同業の事業者が多数存在し、中
核となる事業者が不在で、かつ対象が新事業
ではなく差別化の必要性の乏しい既存サービ
スの拡張や運用コスト削減を目的とする場
合、参加事業者すべてが同じ立場からスター
トし、全員でリスクを均等に分担する共同利
用型の選択が有効となろう。

そして、片方向利用型は、既存市場の競争
促進を目的とした政府の規制による例外的な
ケースであり、新市場の創造を目的とした一
般的な企業間連携モデルにおける選択肢とは
言い難い。
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さらに、相互利用型、共同利用型、片方向
利用型で共有されるリソースは、いずれの場
合も、当該事業者にとってはノンコア、すな
わち競争力の源泉にはなりえないものであ
る。各企業とも、そのほかのリソースを他社
との差別化要素としている。

2	 事業ステージの視点
企業間連携モデル選択の要因を、時間軸、

つまり事業ステージ（創生期、成長期、成熟
期）の視点から捉え直すと次のようになる。

①創生期
新市場の創生期においては、事業の不確実

性（リスク分担が困難）と企業の実行スピー
ド（早急な立ち上げが要求される）の観点か
ら、資源保有や投資能力などの面で主導権を
握る企業による一体型の形態が有効となる。
これには、ケーススタディとして取り上げた
ゲーム業界のほか、携帯電話業界ではNTT
ドコモの「ｉモード」、電子書籍ではアマゾ
ン・ドット・コムの「Kindle（キンドル）」
などが相当しよう。

また、SuicaのICカード乗車券や電子マネ
ーとしての事例で見られるように、業界でリ
ーダーシップを発揮する企業がイニシアチブ

（主導権）を取って一体的に立ち上げ、その
後、普及に向けて相互利用型を追加する場合
も、前述のように実質的には一体型といえる
だろう。

②成長期
市場が立ち上がり、複数の新規事業者が参

入する成長期の段階での事業者間の相対的な
力関係の違いによる企業間連携モデルの選択

は、以下のように要約できる。
Ⓐエリアや顧客基盤などでおおむねすみ分

けができている事業者間においては、相
互利用型の選択が有効である。これは、
ケーススタディとして取り上げたカード
業界のCATや、金融機関の間でのATM

（現金自動預け払い機）の相互利用など
が該当する

Ⓑ業界でリーダーシップを発揮する企業が
存在せず、同一の課題を持った多くの企
業が存在する場合はイコールフッティン
グ（同一産業内の企業間の競争条件を同
じにすること）となるため、共同利用型
の形態が選択されよう。ケーススタディ
として取り上げたカード業界のCAFISの
事例がこれに相当する

ただし、市場の成長期において業界でリー
ダーシップを発揮する企業が存在し、上述の
ような共同利用型が民間企業同士でなされな
い場合は、電力供給の託送サービスや通信業
界におけるMVNO（仮想移動体サービス事
業者）への接続などのように、規制当局が片
方向利用型を要請することにより、一層の市
場拡大のための競争促進策が実行されること
がある。

③成熟期
市場の成熟期においてはどのような企業間

連携モデルが有効なのであろうか。成熟期で
は、同業者による既存市場のパイの奪い合い
ではなく、次の発展段階として「業際」を指
向することが成長に向けた一つの方向性とし
て考えられる。これをICT産業に当てはめる
と、ICT産業内での新市場の創造ではなく、
ICTをコーディネーター役とした、xICTの業
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際（cross industry）、国際（cross border）、
融合（convergence）市場の創造である。た
とえば、「環境・エネルギー×ICT」「交通×
ICT」「教育×ICT」「医療・福祉×ICT」「農
業×ICT」といった領域が挙げられる。

この業際・融合領域は、異なる産業間をま
たいだ連携となるため、連携する企業同士の
事業リソースは互いに補完関係にある。たと
えば、通信ネットワークを利用した遠隔医療

における通信インフラと医療インフラの関係
である。ゆえに、企業間連携モデルは相互利
用型が有効と考えられる。

しかしながら、これは同時に新市場の創造
でもあり、事業の不確実性（およびそのリス
ク分担）と実行スピードの観点からは、各産
業のリーダー企業がまずリスクを取り、当初
から一体型で立ち上げ、その後、市場拡大の
ために相互利用型を追加しつつも、実質的に

図6　事業ステージから見た企業間連携モデルのあり方

注）事業ステージは、一般的にその事業を振り返ったときに判別できるものである
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ネックとなる資源）を持つプレー
ヤーが、一体的な企業間連携モデ
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するプレーヤーの登場
　　● 相互利用型
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　　● 共同利用型

他業種のプレーヤーとの間で、そ
れぞれの強みを活かせる「実質」
一体型のモデルを構築し、ビジネ
スを拡大

■ 企業間連携モデルの選択に
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惑

● 市場拡大に向けた他業種との
連携（業際ビジネスへの進出）
⇒バリューチェーン（価値
連鎖）やレイヤーの相互
補完により、強みを最大
化
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は一体型で運営することが有効と考えられ
る。

なお、業際・融合領域におけるベンチャー
企業の役割を考えると、ICT需要そのものは
電力や自動車といった既存産業の大規模イン
フラ更新に付随したものであるため、ベンチ
ャー企業が果たす役割は限定的になる。さら
にそれは国民が日常的に活用している社会イ
ンフラの更改でもあることから、安心・安全
を担保することも求められる。そのため、ハ
イリスクの研究開発の担い手としてベンチャ
ー企業が重要なことは今後も変わらないが、
この業際・融合領域においてベンチャー企業
が市場を単体で立ち上げ、主導的な役割を果
たすのは難しいといえよう。

事業ステージから見たこれら企業間連携モ
デルのあり方を前ページの図６に示す。

わが国のICT産業の成熟度に鑑みると、当
該産業における新事業開発は、ベンチャー企
業の登場に期待するのではなく、技術や投資
面での主導権、既存の顧客基盤、ネットワー
ク（系列、流通網を含む）などにクリティカ
ルリソース（事業を行ううえで競争力の源
泉、ボトルネックとなる資源）を有する企業
に期待される方向に向かうと考えられる。

ICT産業は、単体ではすでに国内市場が飽
和するものの、一方で近隣産業との業際・融
合領域の新サービスへの期待は高まってお
り、ICT産業のプレーヤーは、自ら業際・融
合領域市場へ参入あるいは開拓することで、
業際・融合領域市場およびICT産業の双方を
盛り上げていかなければならない。

業際・融合領域における企業間の連携で
は、リーダーシップを発揮できる各産業のプ
レーヤー間のイニシアチブの取り方、競争と

協業のあり方など、実現に向けては大きな課
題がある。しかしながら、これらの課題は、
た と え ば「 教 育 ×ICT」「 医 療・ 福 祉 ×
ICT」といった事例を実際に立ち上げ、積み
上げていくことによって乗り越えていくこと
ができるであろう。

なお、業際・融合という市場の動きを踏ま
えた政府内・省庁間の連携も必要であること
はいうまでもない。
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ICT産業の国際競争力強化に向けた提言
コ ー デ ィ ネ ー タ ー 役 と し て の I C T と 社 会 基 盤 と の 連 携 強 化

C O N T E N T S
Ⅰ　ICT産業の国際競争力の現状と課題
Ⅱ　ICT産業の方向性
Ⅲ　社会基盤の構築との連携
Ⅳ　日本のICT産業の国際競争力強化に向けた提言

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 日本のICT（Information	and	Communication	Technology：情報通信技術）
産業は、光通信（FTTH）の高い普及率、多機能な携帯電話端末、および高度
なサービスインフラなどを擁する国内市場に支えられているものの、先進国市
場の成熟化と新興国市場の勃興やローエンド製品の席巻などを受けて、グロー
バルシェアは低下傾向を示しており、その存在感も低下させつつある。

2	 ICT市場の成熟化の兆候や技術更新サイクルが減速していることなどに鑑みる
と、国際競争力強化において日本のICT産業は、ICTそのものの普及等を目的
とした社会基盤構築を経て、①環境・省エネルギーといったグローバル課題の
解決、②鉄道やエネルギー等、他の産業・社会基盤再構築との同期および連携
──など、「コーディネーター」としての役割に活路を見出す時期であると考
えられる。

3	 具体的には、上位レイヤー（コンテンツ）やフロンティア産業（宇宙、ロボッ
ト）との研究開発を通じて競争力強化を模索するとともに、日本が有する高度
な環境・エネルギー等の社会基盤システムをグローバル展開し、これまでの単
なるエンジニアリングビジネスや製品販売から転じ、オペレーションおよびグ
ローバル監視等を重視し支援することで、日本のICTの産業の新たな国際競争
力強化を実現していくべきである。そのためには、ショーケースや、産業・規
制の縦割りを排するための取り組みが必要と考える。

桑津浩太郎 山口  毅 瀬良  豊
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Ⅰ ICT産業の国際競争力の
 現状と課題

1	 ICT産業の国際競争力の現状
日本のICT（Information and Communi-

cation Technology：情報通信技術）産業は、
世界でも類を見ない高度なサービスインフラ
整備と高機能な機器の先行的な導入に支えら
れてユニークな国内市場を形成しているもの
の、世界市場における存在感は、残念ながら
低下傾向にある。

分野別に見ると、高い競争力を有する分野
は依然として多数存在しており、たとえば電
子部品や事務機器（コピー機）、家庭用ゲー
ム機などは他の追随を許さない。しかしなが
ら、これらの分野においても、新興国市場の
勃興やローエンド（低価格）製品の席巻な
ど、競合環境が中期的に厳しくなることが確
実視され、市場での地位維持は予断を許さな
い状況にある（図１）。

日本の国際競争力低下の主たる要因につい
て、2000年代は、国際間での標準化・規格化
競争での出遅れなどを指摘する声が多かった
が、先進国市場の成熟化と新興国を中心とし
たグローバル市場の形成が進展するにつれ、
現在は特に、新興国市場における主導力不足
を指摘する声が増えつつある。

加えて、
①ICT産業における新たな技術更新サイク

ルが長期化し、1980年代のパソコン、90
年代の携帯電話およびインターネットに
匹敵するような大きなブレイクスルーが
見当たらず、競争・供給の均質化が進行
したこと

②コスト競争力やミドル（中級）・ローエ

ンド市場の重みが増し、日本企業が有す
技術的優位が縮小したこと

③技術的蓄積や量産効果を獲得したアジア
の新興国企業が、次のターゲットとして
ハイエンド（高級）市場に参入してきた
ことで、相対的なブランドの弱体化を招
いていること

──が挙げられる。

2	 企業視点での国際競争力評価
ただし、ICT市場の成熟化、コスト競争力

重視等の環境変化は、日本だけではなく、欧
州、米国などの先進国市場も同様のはずであ
り、日本企業の固有の問題や課題だけでは説
明できない。

以下、参考までに、重要分野であるにもか
かわらず過去に競争力が低下した、もしくは

図1　日本のICT（情報通信技術）産業の国際競争力

注）ATM：現金自動預け払い機、BPO：ビジネスプロセス・アウトソーシング、
DWDM：高密度波長分割多重方式、LAN：構内通信網、MPU：小型演算処理装置、
OS：基本ソフト、PDA：パーソナル・デジタル・アシスタンツ、WS：ワークス
テーション

出所）経済産業省の資料などより作成
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十分な国際競争力を獲得できなかった事例と
して、携帯電話端末および薄型テレビ（とも
に標準化・規格化により競争環境が変化）、
基幹通信機器（標準化・規格化で出遅れた）
を取り上げる。

（1） 携帯電話端末

世界市場における日本企業の携帯電話端末
の存在感の低下は、日本独自の技術標準など
による「ガラパゴス化」を指摘する声が多
い。確かに、携帯電話の第２世代の通信規格
標準であるGSM（Global System for Mobile 
Communications）においては、欧州企業に
先行優位があり、一方で、国内市場の形成が
遅れた米国企業は、GSM市場での主導権を
握るに至らなかった。これについては、標準
化・規格化での欧州企業の先行が端末市場を
左右したといえる。

しかし、2000年以降の第３世代（3G）の
標準化・規格化では、欧州企業の先行優位は
相対的に縮小している。たとえば韓国企業
は、自国内はCDMA方式であるにもかかわ

らず、欧州などのGSM市場での現地化対応
（販路整備、販促費集中投入）、デザイン・機
能重視でのミドル・ハイエンドへの集中的な
製品投入に成功し（図２左）、日本企業を大
きく引き離して世界市場での足場を確固たる
ものとした。つまり、「標準化・規格化戦略
の奏功＝国際競争力強化」とはいえない状況
も見受けられるのである。

（2） 薄型テレビ

携帯電話に続いてICT産業の牽引役となっ
ている薄型テレビも同様の状況にある。当該
分野で日本企業は、液晶やプラズマでの圧倒
的な技術優位と、世界で最も先行した国内市
場があったにもかかわらず、日本以外の市場
拡大が本格化した2004年以降（まず米国、06
年から欧州、09年には中国など）、市場の主
導権を急速に弱体化させている。

その契機となった米国市場（薄型テレビへ
の対応で日本に２年遅れていた）を例に挙げ
ると、量販店への販路開拓、大量の広告宣伝
投入、中型モデルの価格といった点でアジア

図2　携帯電話端末と薄型テレビの事例
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系企業に差をつけられ、現在は、LED（発
光ダイオード）の採用やデザインなど日本企
業が優位である領域で、逆に後塵を拝してい
ると評価されており、携帯電話端末と類似す
る展開となっている（図２右）。

（3） 基幹通信機器（幹線ルーター）

最後に、標準化・規格化競争での出遅れが
障壁となり、本格的な市場地位の形成に至ら
なかった代表的な事例として、基幹通信機器

（特に幹線ルーター〈通信経路制御装置〉）を
取り上げる。

当該分野は、米国のインターネット市場と
一体となって成長を遂げ、技術的な規格は米
国主導で設定された。顧客である通信事業者
側も、米国の有力企業が定めた通信機器の運
用方式や技術ノウハウにより業務とネットワ
ーク運用が最適化されるようになっている。

加えて、インターネットは通信事業者間で
の相互接続が必須なために新たな技術への切
り替えがきわめて困難となり、それが高い参
入障壁を形成した。その結果、複数回に及ぶ

日本企業の市場参入も、上述の壁を崩すには
至らなかった。

現在ルーターは、ローエンド・ミドル以下
の領域で中国企業がシェアを急拡大させてい
るものの、基幹分野における米国製品の国際
競争力は依然として維持されている（図３）。

日本のICT産業が1980年代以前（ビデオカ
セットレコーダー以前）には実現できていた

「厳しい国内競争を経て海外市場を先行優位
に開拓する」アプローチは、通信機器や薄型
テレビなどではうまく機能しなかったことは
否定できない。

また、標準化・規格化等での出遅れが日本
企業の国際競争力低下の要因とする意見もあ
るが、携帯電話端末や薄型テレビのように、
韓国・台湾企業がグローバル展開できても日
本企業の対応が遅れたケースもあることか
ら、単純には同意できない。

したがって、標準化・規格化競争への出遅
れや先行優位が十分確保しにくい不安定な競
争環境のもとにあって、グローバル市場開拓
における日本企業の戦略策定と遂行が、技術

図3　基幹通信機器（幹線ルーター）におけるシェア動向
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開発以外の要素（販路開拓、パートナー開
拓、オペレーション〈運用〉等）の面でもう
まく機能していないと評価されても反論しに
くい状況となっている。

Ⅱ ICT産業の方向性

1	 ICT産業の成熟化に伴う
	 新たな取り組みの必要性

先進国市場の成長鈍化や新興国市場の勃興
に対応して日本のICT産業の国際競争力を強
化するに際し、無視できない要素に「ICT産
業の成熟化」が挙げられる。

ICT自体は、依然として高速化、高密度・
高精細度化といったパフォーマンス（性能）
改善や新たなサービス開発が続いているもの
の、パフォーマンス向上や大規模な技術更新
サイクルは長期化しており、ICT産業は、い
わば「夏から秋に向かっている」とも考えら
れる。

図４に、ICTのパフォーマンス改善と大規

模な技術更新サイクルの例として、携帯電話
の通信方式の変遷を示した。

パフォーマンス改善の傾向は依然として続
いているものの、技術の世代更新に伴う投資
規模の拡大とそれに応じた追加収入の十分な
確保は困難となっており、技術更新は、「前
進から漸進へ」と移りつつある。同様の事態
は、半導体の高集積化や記録メディアの容量
拡大（高密度化）、光通信などの伝送速度でも
発生している。

2	 社会インフラ構築における
	 ICT貢献の必要性

ICTそのものの普及や技術更新サイクルが
減速化している状況にもかかわらず、周辺産
業や社会環境がICTに求める期待は決して減
少の方向にはない。

具体的には、①新エネルギー・省エネルギ
ー・環境技術への貢献、②水や交通機関、電
力などの社会基盤構築のインテリジェント
化、いわゆるスマート化への貢献──が注目

図4　技術更新サイクルの長期化（携帯電話の通信方式）

～28.8キロビット／秒

～384キロビット／秒

～7.2メガビット／秒

～100メガビット／秒

第1世代
（1G）

1Gの普及

2G

2Gの登場

3G

3.5G

3.9G

（3.99G？）

伝送速度
2000年ごろ
の展望

3Gの登場3Gの登場

4Gの登場

1980～
93
96
97
98
99

2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15 4Gの登場は2015年以降？

● 2G普及から3G登場
までは8年間

● 2000年ごろは、4G
が2010年に登場す
ると予想

● 2009年時点では、
投資対効果への懸
念、有効なサービ
スが見当たらない
などの理由から、
3Gの改良と延命が
主となり、4Gに向
けた取り組みは一
部を除いて消極的

年



61ICT産業の国際競争力強化に向けた提言

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

されている。
水、交通機関、道路などの社会基盤は、先

進国では、古くは1700、1800年代から、人口
増に伴う需要増加を前提に構築されてきた。
しかし、近年、水や道路などの社会基盤は急
速に老朽化しており、これらの再構築が求め
られている。ただしその際は、少子高齢化の
影響から、かつてのような大規模な再投資を
することは財政的に困難となっている。

一方で新興国は、社会基盤をこれから大規
模に構築する段階にあるが、かつての先進国
のように、右肩上がりの需要に対し、オーバ
ーキャパシティを前提に大規模投資を進める
ことは、地球環境保護の観点から抑制される
可能性が高い。「需要は増加だが、供給は抑
制」の構図となっているからである。上述の
相反を解消するためには、環境への負荷軽
減、需給の高度なマッチングなどを実現する
社会基盤の再構築にICTを活用することが強
く求められており、ICT産業は他産業との連

携と融合をより強く指向する方向に向かって
いる（図５）。

3	 ICT産業の発展の方向性
社会基盤の再構築へのICTの活用を論じる

に際し、まずICT産業は「単独で完結して成
長戦略を描きにくい」という、その立ち位置
を再確認する必要がある。

すなわち、現在ICTが求められている社会
基盤への貢献とは、ICTそのものの普及を背
景とした過去20年の社会変化（パソコン、携
帯電話、ブロードバンド〈高速大容量回線〉
などの普及）とは異なっており、「ICTは主役
ではない」と認識を改める必要がある。言い
換えれば、社会基盤の再構築はICT以外の分
野での変化であり、ICTは「単独の主役」で
はなく、「社会基盤の再構築にかかわる多く
のプレーヤーのサポートおよびコーディネー
ター役」として、社会基盤の構築の最適化、
生産性・信頼性向上に貢献するものと考えら

図5　社会基盤構築におけるICTの役割
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れる（図６）。

Ⅲ 社会基盤の構築との連携

1	 社会基盤構築における
	 ICT産業の役割の確認

ICT産業の役割を、社会基盤の構築への貢
献であるとあらためて位置づけると、図７に
示した４つの機能が求められる。

①最適化機能
②複合化・横断化機能
③運用・管理機能
④ICTによるノウハウのパッケージ化機能
──である。

（1） 最適化機能

スマートグリッド（後述）やセンサーネッ
トワーク、クラウドコンピューティングなど
に象徴されるICTの代表的な機能である。ネ

ットワークを通して需要変化を迅速に把握・
予測して供給側をきめ細かく制御しすり合わ
せることで社会基盤全体の無駄を排除し、過
剰キャパシティを排する電力（スマートグリ
ッド）の例としては、顧客の電力需要をネッ
トワーク経由で把握し、それに基づいて、オ
フピーク時には安価に、もしくは再生可能エ
ネルギーなどで発電・蓄電し、需要のピーク
時に放電することで、総発電量を削減する。
加えて宅内機器のピーク時制御で、電力需要
そのものを平準化させる。

（2） 複合化・横断化機能

異なる業種、社会基盤をまたいでの業際へ
の対応や、一体整備により効率化やコスト負
担軽減を実現する機能である。代表例として
は、スマートメータリングの採用による電
力、水、ガス等の異なるインフラサービスの
設備共用化などが挙げられる。

図6　コーディネーター役としてのICT
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人口増加があまり期待できず、社会基盤投
資の効率化を進めたい先進国などは、共用化
による個別産業の投資負担軽減が、また新興
国においても、複合・一体的な社会基盤を短
期間で効率的に構築・運用できるという効果
が期待できる。

（3） 運用・管理機能

今後の社会基盤構築では、かつてのエンジ
ニアリングビジネスのような単なるシステム
構築や引き渡しだけではなく、システム全体
の運用・管理、メンテナンス、契約管理、課
金・請求、顧客応対など、構築以降の後工程
を含む事業全体を、包括的に運用・管理する
ための機能が求められるケースが増えていく。

コンタクトセンターやデータセンターなど
の施設を取り込んで、運用・管理サービス全
体を管轄するハブ（中継）機能の構築は、先
行分野（携帯電話のネットワーク基盤運用事
業など）で進んでいる。これらの取り組みの

有効性は、先進国だけでなく、高度な技能を
有する人材を調達することがすぐには困難な
新興国ビジネスでも認められており、全世界
または地域を対象とする社会基盤全般を運
用・管理するハブ機能の構築が必要となって
いる。

（4） ICTによるノウハウのパッケージ化機能

新たな社会基盤の構築においては、先行し
ている地域などで獲得したノウハウを、従来
のマニュアルや研修の形ではなく、ソフトウ
ェアや管理システム上に組み込むことも、
ICTの重要な機能の一つとなる。

現地の要員スキル（技能）を補完し、遠隔
ラーニングやナレッジ（知識）のイントラ

（組織内）ネット対応（水道などで事例があ
る）を通じて、現地の要員育成およびスキル
強化に貢献するだけでなく、地域を超えた社
会基盤やシステムの移植、グローバルな運
用・管理の効率化も可能となる。

図7　社会基盤再構築におけるICTの役割
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また、差別化が困難なサービス事業におい
ては、ノウハウのブラックボックス化や継続
的な改善などを容易にすることにも、ICTは
大きな意味を有する。

Ⅳ 日本のICT産業の国際競争力
 強化に向けた提言

日本のICT産業の国際競争力強化に向けて
は、現地化を推進するなど個別産業・企業の
努力は当然のことながら、商機でもある社会
基盤の再構築とICT産業との連携のために
は、ICT産業だけにとどまらない政府の規制
の見直しや、官民一体となった取り組みのさ
らなる推進が必要と考える。

ICT産業以外の関係者を含むヒアリングな
どからは、以下の期待や提言への支持が多く
寄せられた。

1	 フラッグとしての「c-Japan」
ICT産業の関係者は、市場の成熟や他産業

との連携強化の必要性については肌で感じて
いるものの、市場の成長が過去20年近く持続
してきたために、「景気が戻ればまた良くな
るはず……」という期待感を払拭しきれない
傾向がある。

環境変化の認識や方向性に関するコンセン
サス（合意）の形成には、過去の「e-Japan」
や「u-Japan」に続く官民のラウンドテーブ
ル（情報共有・交換の場）として、「c-Japan

（クロスインダストリー、クロスボーダー）」
を打ち出して、利用者視点、社会基盤視点で
の日本のICT産業の国際競争力強化を広く訴
える必要がある。

具体的には、以下の２点を社会基盤の関連

企業などで論じ、規制の見直しや支援体制づ
くりを検討するための場を提供する。

（1） クロスボーダー

今後想定される日本のICT産業の国際競争
力強化には、国内での優良実績の構築から始
まり、次いで海外案件の獲得が必須となる。
すでに原子力発電や各種の社会基盤構築で
は、資金、技術開発など官民共同の活動は活
発となっているが、社会基盤の再構築におい
ても、日本の産官学が一体となった活動がよ
り一層求められる。

それには、事業組合や合弁会社など、各種
プロジェクトリスクに応じた組織の編成と併
せて、新たなテーマに対応した「日本連合」
の円滑な組成、提案活動時の官民の連携、よ
り密接なコミュニケーションのための仕組み
づくりが必要となる。

（2） クロスインダストリー

社会基盤、特にエネルギー、交通、住宅な
どの分野では、エネルギーの転換に伴い従来
の産業領域間で機能の重複する分野があり、
産業間での連携のあり方が問われる可能性が
高い。

たとえば、スマートグリッド・ハウスの検
討に際しては、電力産業の考える最適化と、
住宅産業や自動車産業の考える最適化とは必
ずしも同一ではない。

２次電池などによる蓄電機能の設置と役割
分担を例に挙げると、住宅メーカーは宅内に
蓄電機能を置き、電力のやり取りを隣接戸な
どとで柔軟に実現したいと考える。電力事業
者は、当然、自社設備内に蓄電機能を置いて
管理したいと考え、過度の蓄電や分散発電に
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対して自社設備を保護したいという意識が強
くなる。

蓄電の次には宅内機器などのピーク時制御
が検討されるが、電力事業者は、自社の系統
情報から宅内機器の制御（ピーク時制御）を
進めたいという強いインセンティブ（誘引）
を有しており、これはエレクトロニクス・住
宅設備メーカーとの間で、十分なコンセンサ
スが得にくいテーマとなる。

また、自動車メーカーの存在も無視できな
い。プラグインハイブリッド車の系統接続
は、グローバル視点では家庭と系統との接続
を必要とする意見が多いが、すでに高品質な
電力サービスの提供を自負している国内の電
力事業者からすると、少なくとも日本国内で
のプラグインハイブリッド車の系統接続の優
先度はあまり高くないと推測される。

現在、これらのテーマは水面下での検討こ
そ進んでいるものの、業界をまたいだ国内全
体でのコンセンサス形成の動きは乏しいとい
わざるをえない。同様の利害調整は、交通や
通信、金融などの業際分野にも存在する。

したがってc-Japanは、業種横断の取り組
みを浮き彫りにし、国際競争力強化の観点
で、日本のICT産業のより良い方向性やコン
センサス形成を支援する場としての重要性が
高いと考えられる。

2	 コンパクトインフラストラクチャー
	 指向（Compact	Japan/
	 Community	Japan）

今後の社会基盤の再構築に向けての切り口
としては、ICTを活用した最適化や異なる社
会基盤同士の複合・一体的な整備などが挙げ
られているが、これを補完するもう一つのア
プローチも注目されている。社会基盤の再構
築のターゲットを、従来の地域的な広がりで
はなく、まずは小地域（ゾーン、コミュニテ
ィ）とすることで複合的なインフラを一体的
に、柔軟かつ先行的に構築・運用する方法で
ある。たとえば、先進国における高齢化対応

（移動、安全の利便性向上）、新興国における
都市部の先行開発、環境負荷における管理の
容易さなど、小地域を先行的に取り上げるメ

図8　社会基盤再構築の方向性
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リットは無視できない。
社会基盤整備の公平性という観点からは小

地域を先行して開拓することを問題視する見
方もあるが、日本企業の提供する、高品質で
かゆいところに手が届く社会基盤のきめ細か
い運用は、小地域で特に有効と考えられてお
り、海外市場の開拓に出遅れた日本企業にと
って、無視できないアプローチといえる

（前ページの図８）。
コンパクトな社会基盤を推進するための国

の支援策としては、従来の特区から、エリア
をさらに小さく設定したコミュニティやゾー
ンレベルで複合・一体的な社会基盤整備を可
能とする規制の見直しが期待されており、こ
れは、グローバル市場への提案に有力な実
績、およびショーケースとして機能すること
も期待される。少子高齢化対応、都心部との
連携、ヘルスケア対応などを考慮すると、静
岡県熱海市や和歌山県の白浜町といった地域
での小地域規制の試験的な見直しを優先的に

検討すべきとする声は少なくない。

3	 サービスハブ競争に向けた施策
今後の社会基盤ビジネスが、運用・管理と

いった後工程まで包括的に受託し、現地の高
スキル人材の不足をICTで補完し、多数の国
で展開することを前提としている以上、海外
の運用センターだけでなく、グローバル市場
をカバーするグローバルサービスハブの構築
が必須となる。

すでに日本のコンタクトセンターやデータ
センター等は海外市場に一部流出しつつあ
り、また、携帯電話や水道などのグローバル
事業においてはインドや欧州などのグローバ
ルセンターが現地のセンターを遠隔管理する
など、規模と範囲の経済性を獲得しようとす
る動きが、サービス事業でも活発化している

（図９）。
現在のように個別の民間企業にグローバル

市場の開拓を委ねたままにしておくと、民間

図9　グローバルサービスハブと現地ハブ
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企業が開拓した海外顧客の設備の運用・管理
を、グローバルサービスハブの構築を強化す
るインド、中国、米国といった国に奪われる
可能性は否定できない。

人件費の高さ等の課題はあるものの、時差
を活用した24時間監視の最適化など、日本市
場でのグローバルサービスハブの構築と誘
致、ハブ同士での良好な補完関係を期待でき
る地域（ブラジル等）との間で、空港などの
社会基盤と同等の支援施策を検討する必要性
は高いと考えられる。例としては以下のよう
な施策が想定される。

● 国内ハブと海外ハブの一体整備に対する
優遇措置（税制面）

● サービスハブ同士の優良補完地域、相手
国に対する相互優遇協定（一次的なデー
タ持ち出し、人材育成、資格制度の相互
認証など）

● テレプレゼンス（ビデオコミュニケーシ
ョン・システム）や運用・管理システム
等のマルチリンガル対応など、ハブ間運
用のコミュニケーションツールに対する
助成・優遇措置

ICT産業は、成長の潜在可能性を依然とし
て有しているものの、今後の成長には他産業
や社会基盤との連携をより強く意識した取り
組みが不可避となる。

産業としては、コーディネーターとしての

役割を再確認し、行政・規制環境としては、
業際領域、海外市場などでの新サービス・事
業開発の取りこぼしを防ぎ、産業間での短期
的な利害調整などの枠組みが強く求められ
る。

それには、税制、R&D（研究開発）促進
などを、EU（欧州連合）や他のアジア先進
国と同等の水準にしていくのは当然として、
従来の日本の強みである高品質な社会基盤の
構築と運用を国内市場に閉じ込めるのではな
く、世界市場に展開させるための、もう一歩
踏み込んだ取り組みが今こそ必要である。
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めて部品を標準化し、また、取引ベンダーの選定では、環境への対応が条件と
される傾向が一層強まっている。

2	 それに伴い間接材についても、顧客の購買プロセスに入り込む形で、購買を代
行するプレーヤーの動きがより一層活発となり、購買プロセスのアウトソース
（外部委託）化は増加すると考えられる。

3	 こうした環境のもと、日本企業の法人営業は、①顧客の変化を捉えられない組
織上の問題、②顧客ポテンシャル（潜在可能性）に対するリソース（資源）配
分の問題、③販売代理店が世の中の変化に対応できず減退している問題──な
どに直面している。

4	 営業改革の方向性としては、①顧客の変化を捉えることのできる営業組織へと
変革を促す仕組みの構築、②営業ポテンシャルに対応できるリソース配分を可
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Ⅰ 顧客の購買動向の現状

法人顧客の購買動向の変化
1│ 間接材における購買動向変化

厳しい経済環境から、法人顧客の間接材の
購買動向は以前にも増して大きく変化してい
る。こうした変化を捉えるには、購買プロセ
スを可視化することであり、それにより、改
革すべき領域が明確にできる。

可視化の方法としては、①分散購買をやめ
て集中購買にする、②購買プロセスを外部委
託する──などがあり、これにより、社内で
は見えにくくなっていた購買プロセスの可視
化が可能となる。こうした事例は、大企業で
は以前から導入されてきたが、ここに至り、
中堅企業でも見られるなど、さらに増えてい
る。

集中購買を行うには、単に購買単位をまと
めるだけではなく、標準モデルや標準カタロ
グを策定して品目を絞り込み購買プロセスを
標準化するという方法があり、この集中購買
によってコストを削減するという事例がます
ます一般的になっている。

また、この集中購買化は、各支社・部門が
保有していた権限を本社購買部門に集中させ
て単に購買プロセスをまとめるだけではな
く、購買プロセス自体が刷新されるケースが
多い。すなわち、①本社が品目まで標準品を
決め、それらを電子カタログ化したうえで購
買は地域の予算で実施する形態か、もしく
は、②購買方針の決定から予算執行まで、本
社でまとめて行う完全集中購買の形態で、両
形態ともに多くなってきており、逆に支社な
ど地域組織独自の購買は少なくなった。した
がって、過去の取引の経緯にかかわらず、取
引ベンダーを一から見直すケースが増えてい

る（図１）。

2│ 直接材における購買動向の変化
直接材調達においては、顧客はサプライチ

ェーンマネジメント（供給連鎖管理）の一貫
として購買改革を進めている。購買動向は設
計プロセスとも大きくからみ、部品の共通化
を進めることで部品品目を絞り込む傾向がさ
らに強まっている。

直接材の購買については、購買プロセスを
標準化して資材調達を集約するとともに、
VE（Value Engineering）注1やサプライチェ
ーンマネジメントなど製造プロセスにおける
コスト低減およびプロセス改革のなかで、部
品表の策定、調達プロセスの一元化も図られ
ている。部品表の策定に当たっては、類似部
品を絞り込むことで設計図面の再利用を徹底
するとともに、環境への対応が、取引ベンダ
ー募集段階での選定要件に入るケースが増え
ている。部品表の策定は、量産品生産では一
般的であるが、受注生産型企業でも取り組ま
れている。

また、消費市場の主役が先進国から新興国

ハーフエコノミー時代の法人営業改革

図1　顧客の購買方針と決裁権の変化
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に移り、生産拠点の海外シフトに伴って、部
品なども海外調達が増加する傾向にある。

シャープ製液晶テレビの「亀山モデル」や
キヤノン製のデジタルカメラの国内生産に代
表されるように、以前は日本で付加価値の高
い製品を生産し海外に輸出する事業モデルが
一般的であったが、新興国の成長が著しく、
低価格製品の需要が急増したため、日本で企
画・生産していたのでは競争力のある製造原
価に押えることが難しくなっている。そこで
デジタルカメラメーカーやいくつかの家電メ
ーカーに見られるように、製品企画と部品調
達を海外に移転させる、もしくは製造を
EMS（エレクトロニクス製品委託製造専業
メーカー）に外部委託するケースが増えてお
り、それに伴い、直接材の調達自体までも
EMSなどの外部ベンダーで行うケースが増
加している。

また、前述のように、取引ベンダーの選定
には環境への対応などが取引条件に組み入れ
られるケースが増えており、対応ができてい
ないと、大企業との取引にエントリーすらで
きないという厳しい状況にある。

Ⅱ 購買プロセスの変化

購買プロセスを代行するプレーヤー
の台頭

1│ サプライヤーの変化──購買を 
 代行するプレーヤーの台頭

顧客のこうした購買動向の見直しのニーズ
を捉え、購買プロセスを代行するBPO（ビ
ジネスプロセスアウトソーサー）があり、現
在の不況下でも着実な成長を遂げている。

それらのBPOには、たとえばアスクルの
「ソロエル」や、ソフトバンクBBの「パーチ

ェスワン」に代表される外部の間接材購買代
行業者・代行システムがあり、それらの力を
借りて、自社内部による購買プロセスの見直
し・標準化が難しかった企業が、購買に関す
る既存業者とのしがらみや過去からの権限を
抜本的に見直し、購買プロセスの刷新と標準
化に成功しているケースが出てきている。こ
うした傾向は、間接材購買、特に文具やOA

（オフィスオートメーション）機器、オフィ
ス消耗品で顕著である。

一方、企業内印刷物の管理については、企
業内部の複写機やプリンターに関して、機
器・サービス・運用を一元化して提供する
MPS（マネージド・プリント・サービス）
が、従業員500人以上の中規模以上の企業で
広まっている。また、商業印刷物や企業内部
で印刷する印刷物すべてを一元化してサービ
ス提供するプリントマネジメントという新し
いサービスの利用が大手企業の一部で見られ
ている。

このように多くの製品領域において、取引
ベンダーへの期待は、製品販売のみならずプ
ロセス革新といった領域にまで広がってい
る。したがって、これまでのようなハードウ
ェアの売り切りでは取引ベンダーに選定され
なくなっている。こうした変化に伴い、購買
プロセスを代行するプレーヤーは今後も成長
すると考えられる。生産材についても、デジ
タル機器を中心に、台湾をはじめとする
ODMメーカー注2の比率が今後も増加してい
くと思われ、ODMメーカー自身による調達
比率はますます高くなっていく。

プレーヤーのこうした変化も加わることか
ら、法人営業は、それまでのハードウェアの
みの営業形態（ハコ売り営業）や、型にはま
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ったサービス販売では、販売アップどころか
成績の維持もままならず、そのため、営業改
革を進める必要性に迫られている。

Ⅲ 法人営業が抱える問題点

顧客ニーズの変化に対応できない 
法人営業
1│ 法人営業における問題の分類

法人営業の現場が現在、抱えている問題に
は、①顧客の変化を捉えられない組織上の問
題、②顧客のポテンシャル（潜在可能性）に
対するリソース（資源）配分の問題、③従来
からのチャネルが世の中の変化に対応できな
い問題──などがある。

2│ 顧客の変化を捉えられない 
 組織上の問題点

営業組織が顧客の変化を捉えられない組織
上の問題としては、①自社製品・サービスに
限定した営業組織体制と評価制度、②顧客課
題に対して提案できる人材がいても、それが
属人的な営業ノウハウのために進まない組織
全体での情報共有、③営業プロセス改革など
を進めたものの、かえって低下した営業組織
の思考力──という問題がある。

2－1 自社製品・サービスに限定した 
 営業組織体制と評価制度

メーカー系の販売組織で特に見られるの
は、自社製品・サービスの販売を営業組織の
ミッション（使命）とするのが多いことであ
る。そのため、評価制度、営業要員も自社製
品・サービスを中心とした設計になってお
り、自社製品・サービスに関連しないものは
営業の案件外となり、顧客の抱える課題を自

社製品・サービスで提供できる範囲内でしか
捉えられない。そのため、本来、営業が対応
すべき顧客の購買プロセスや基準の変化を捉
えることができない。すなわち、ソリューシ
ョン（問題解決）営業を標榜しながらも、営
業の評価基準が自社製品・サービスの販売の
みの訪問営業では、顧客の購買プロセスや基
準の変化が見えてこないのである。それが顧
客ニーズに変化があるにもかかわらず、自社
製品・サービスのみの販売から脱却できない
大きな要因となっている。

2－2 属人的営業ノウハウ

顧客課題を捉え、それに対する提案営業が
できる人材がいたとしても、そのノウハウを
共有することは難しい。SFA（Sales Force 
Automation）注3などの導入によって営業プ
ロセスを標準化した企業は多いが、それでも
営業ノウハウの標準化は難しい。ノウハウは
個人に属し、横展開が難しいからである。営
業組織にとっての課題は、それらをいかに組
織全体のノウハウにするかであり、営業ノウ
ハウの共有と横展開の仕組みが一層重要とな
っている。

2－3 思考力がより一層重要となる営業組織

前述のように、SFAを導入して営業プロ
セスを「見える化（標準プロセス化）」した
企業は多い。しかしそうしたことによって、
営業組織は、次に何をすべきかの回答が標準
プロセスのなかに示されていると錯覚してし
まっている。営業プロセスを可視化すること
で確かに管理レベルは上がったものの、それ
は営業組織の思考力向上とは異なる。顧客ニ
ーズの変化や課題を捉え、それに真摯に対応
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するには、仮説の構築と検証のプロセスを営
業活動のなかで繰り返さなければならない。
営業プロセスの管理を標準化だけにとどめ
ず、顧客に対する仮説と検証力を今一度考え
直す必要がある。

3│ 顧客ポテンシャルに対する 
 リソース配分の問題

顧客ポテンシャルと営業リソース配分にも
問題がある。これには、①営業がかけている
時間配分のミスマッチ、②既存顧客の休眠顧
客化、③顧客接点リソースと顧客へのコンタ
クトとの未連携、④本来の営業活動に時間を
費やすことができない営業の付帯業務の多さ
──などの問題がある。

以上の４つの問題については、第Ⅳ章２節
でその解決策を論じる。本節では①から③に
ついて述べておくと、①については、営業組
織が顧客のポテンシャルを定量的に把握して
いないため、営業がどこに時間をかけるべき
かがわからないといった問題と、わかってい
るものの、顧客のポテンシャルに関係なく、
訪問しやすいところに営業が時間を費やし、
ポテンシャルの低い顧客に多くの時間を割い
ているという現状がある。コストが高い訪問
営業のリソースをポテンシャルの高い顧客に
振り向けるには、ポテンシャルの低い顧客に
は非対面営業で対応する。

②の既存顧客の休眠顧客化については、既
存顧客であると思っている顧客へのコンタク
トが途絶えたことが原因となるケースが多
い。特に不況下においては、顧客の買い替え
サイクルが長期化して営業の足が遠のきがち
になり、いつの間にか休眠顧客となり、悪く
すると他社に食い込まれてしまう。

顧客接点リソースは、コールセンター、訪
問販売、インターネットなど多岐にわたる
が、それぞれの間で連携が取れているケース
は少ない。これが③の顧客接点リソースと顧
客コンタクトとの未連携である。顧客にとっ
ては、同じ会社から同じメッセージが何度も
くるか、または全く異なるメッセージがばら
ばらに伝わってくるなどの問題が生じる。

また、顧客が顧客接点リソースに伝えてい
た不満や要望が営業組織に伝わらなければ、
顧客に満足してもらうことは難しい。機器導
入後、保守サービス要員は定期的に顧客を訪
問するため、機器の稼働状況や顧客の満足度
合いなどの情報を保有しており、彼らの持つ
情報および顧客からのクレームなどを営業が
知ったうえで顧客に面会することは重要であ
る。コールセンター、訪問営業、インターネ
ット、保守サービス要員それぞれの連携不十
分に起因する顧客満足の低下、ひいては機会
損失は多いと思われる。

4│ 従来からのチャネルが世の中の 
 変化に対応できない問題

現在、多くの販売代理店（以下、代理店）
が厳しい経営環境下に置かれている。事務機
業界、文具・オフィス家具業界、工作機械業
界、ファクトリーオートメーション（以下、
FA）業界などの代理店は、地場に密着した
顧客接点を持ち、地域での長い取引関係に依
存したビジネスを行ってきた。

しかしながら、第Ⅰ章で述べたように、過
去にない不況下にあって、顧客は過去の慣習
に縛られることのない購買コストの削減とプ
ロセス改革を進めている。こうした変化に伴
い、大手顧客では本社による一括購買が増え
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ており、地場密着型のビジネスは厳しさを増
す状況にある。また、顧客の購買動向の変化
に対応するため、メーカーは直販を強化する
方向にあり、そこで直販と代理店との競合関
係が生じて代理店の体力が低下し、代理店販
売は非常に難しい局面を迎えているのであ
る。

既得権を主張する代理店に対して、メーカ
ーが根本的な課題に手をつけないまま事態は
複雑化していることもあり、代理店の体質は
ますます弱り、以前にも増して淘汰が加速し
ている。とはいえ、すべての代理店を均等に
救済することは不可能であり、均等に扱うこ
とは、業態変革への対応力や変革への自助努
力を無視した、逆に不公平な扱いとなる。

しかしながら、今の代理店の多くはこうし
た状況から抜け出すことができずにいる。こ
れを打破するには、弱体化している代理店に
対してリバイバル（復活・再生）の施策を提
案する必要がある。その際は、代理店の業態
変革をどのように描き出すかが重要となる。
具体的には、代理店の絞り込みをするのでは
なく、業態変革の方向性を示し、それに対応
できる代理店を徹底的にサポートし、結果と
して強い代理店をつくっていくのである。

Ⅳ 法人営業改革の方向性

顧客ニーズの変化に対応した 
ソリューション

1│ 顧客の変化が捉えられる営業組織 
 への変革を促す仕組みの構築

第Ⅲ章で述べたように、顧客の変化に直面
しながらそれを直視せず、理解を妨げている
のは、法人営業の組織のミッションが、自社
製品・サービスに限定した販売形態となって

いるため、製品・サービス別の縦割りの組
織、評価制度、変化する顧客ニーズを拾い上
げていくマーケティング機能が弱いことが理
由である。この問題点に対する改革の方向性
には、

①顧客の変化の把握をミッションとするマ
ーケティング機能の確立

②製品・サービス間横串連携機能の確立
③自社製品・サービス販売を重視した現行

評価制度の見直し
④仮説・検証型営業組織の構築のためのミ

ドルマネジメント改革
⑤営業ノウハウの共通化を実現するための

仕組みの構築
──が必要となる。

1－1 顧客の変化の把握をミッションとする 
 マーケティング機能の確立

第Ⅰ章で述べたように、顧客はめまぐるし
く変化している。こうした変化を組織として
正しく把握するには、自らの営業組織や仕組
みもその変化に対応させていくことが必要と
なる。そのためには、営業組織に顧客の変化
を捉えるマーケティング機能が欠かせない。

たとえば、システムインテグレーター（以
下、SI）のＡ社は中堅企業に対して強い営業
力を有しており、同社の営業力の基盤は顧客
の変化を捉えるマーケティング本部の存在に
ある。同本部は元トップセールスの集まる部
隊で、セキュリティや環境等の法制度・規制
の改正などに伴う顧客ニーズの変化を把握
し、顧客ニーズを起点に、自社ソフトおよび
仕入れ製品を組み合わせたソリューションパ
ッケージを展開している。

また、同社では顧客ニーズの変化に応じて
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新規事業を立案できる組織を有している。こ
れは、元トップセールスが収集した顧客情報
をもとに新規事業を立案し、実際に検証した
うえで経営層に起案できる権限を持つ組織
で、この組織で検証された新規事業は、他社
製品を組み込みパッケージ化されて営業の取
り扱い製品となる。精鋭部隊が顧客ニーズを
組み入れているために、競争力のある製品・
サービスとして展開することが可能となる。

Ａ社の場合の組織的なしがらみは、何より
も「人」の問題である。Ａ社のマーケティン
グ本部が機能しているのは、顧客ニーズを吸
い上げることのできる元トップセールスで構
成される精鋭部隊の存在が大きい。既存の営
業組織にとってこうした人材を手放すこと
は、営業業績に大きなネガティブインパクト
となり、組織間の軋轢を生むことが考えられ
る。したがって、組織のミッションは本質的
に、製品販売から顧客ニーズに対応したソリ
ューションを提供すること、および顧客満足
度を向上させていくことに転換し、マーケテ
ィング本部は戦略的組織であるというトップ
の思いを末端にまで伝えて組織改革を実行す
る必要がある。

一方、直接材（化学製品）の販売会社であ
るＢ社は、顧客に対して、新しい素材を活用
した完成品の提案を営業自らが行っている。
こうした技術営業は、製品の品質改善やコス
ト削減を検討している顧客の業務代行ともい
えるが、常に先進の素材を提案しながら顧客
の業務を一部代行することによって、現在の
顧客のニーズをいち早く捉えることが可能と
なる。直接材の営業において、技術営業によ
るマーケティングは、顧客のニーズと課題を
引き出すうえで最善の手段であり、価格の勝

負だけではなく、自社にしかできない製品に
よるスペックイン（顧客の製品に自社の製
品・仕様を取り入れてもらうこと）を可能と
する。

1－2 製品・サービス間横串連携機能の確立

既存の営業組織は製品・サービスごとのプ
ロフェッショナルで構成されている場合が多
い。前項で述べたマーケティング組織によっ
て顧客ニーズが把握できるようになると、製
品をどのように横断的に販売するかが重要な
課題となる。

具体的には、①製品・サービスごとの縦割
りになっている営業組織に、評価制度などの
インセンティブ（誘引）を与えて連携を促す
方法、②顧客ニーズを捉え、製品・サービス
に横串を刺した営業部隊を現場につくる方法
──がある。

前述したＡ社は①の方法を展開しており、
製品・サービスを連携して販売した場合は、
リード（きっかけ）を持ち込んだ営業に対し
て高いポイントを与える評価制度とした。こ
れが、製品間の連携ソリューションを販売す
る際の営業には強い動機づけとなっている。

②の場合に最も問題となるのは、顧客ニー
ズを聞き出す力に優れ、製品・サービスに対
する幅広い知識が必要であるため、非常に高
いスキル（技能）が求められることである。
また、既存の営業組織とコンフリクト（軋
轢）が生じることから、既存の営業組織との
間で人事上および組織評価上などの問題も残
る。

大手FAメーカーＣ社は、エース級人材で
構成されたアカウントマネージャーによる重
点顧客攻略を展開しており、彼らは重点顧客
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のニーズを把握し、重点顧客攻略に対する戦
略を策定している。アカウントマネージャー
は技術者出身であり、かつコミュニケーショ
ン力に優れた人材が起用されており、技術的
知識を持ちながら顧客ニーズを引き出すとと
もにシステムエンジニアや開発者などをチー
ムとして束ねている。具体的には、Ｃ社の製
品や外部からのシステムエンジニアリングリ
ソース、自社で保有していないソフトを組み
合わせて販売・提供して顧客を攻略してお
り、特定の業界では非常に高いシェアを獲得
している。

大型設備メーカーＤ社はインフラ工事の受
注を促進するため、事業部横断的な営業部隊

（横串の営業部隊）を設け、大型インフラプ
ロジェクトのニーズを正確に把握して全体の
ソリューション提案シナリオを策定し、それ
を各事業部の営業部隊に落とし込み、横串の
営業部隊はプロジェクトマネージャーとして
提案活動全体の進捗をマネジメントしてい
る。前述のFAメーカーＣ社の営業部隊はプ
ロフィットセンター（企業内の分権的利益単
位）であるが、Ｄ社の場合は売り上げは事業
部に立ち、横串の営業部隊はコストセンター

（利益を創出しない組織）となっている。
こうした製品・サービスの横断的ソリュー

ションの営業部隊を構築する場合、この組織
をコストセンターとするのか、営業目標を持
ったプロフィットセンターとするのか、ま
た、優れた人材を集めるための人事権をどう
するのか、販売した場合の組織評価をどうす
るのかといった問題については、組織が持っ
ている癖（過去に進めた改革から醸成された
組織文化や風土）によって対応が異なる。

経営者には、ソリューション事業を強化す

るという強烈なトップダウンのもと、トップ
営業を強制的に集めて組織をつくり、プロフ
ィットセンターとして立ち上げつつ、既存営
業組織に対する営業目標値への配慮をするの
か、もしくは精鋭部隊を集めてそれをコスト
センターとして立ち上げ、連携販売は組織内
部で評価し、売り上げは既存の営業部隊に立
てるのか──といった思いがあるであろう。
それは経営者の思いと組織の癖とを吟味しな
がら決定する必要がある。

1－3 自社製品・サービス販売を重視した 
 評価制度の見直し

自社の製品・サービスにとらわれ、個々の
営業が顧客ニーズの変化を読み取れないこと
の大きな理由は、評価制度にもある。自社製
品・サービスの販売目標値中心の売り上げノ
ルマであれば、営業が自社製品・サービスの
販売のみに奔走するのは当然である。高度成
長期でモノが足りない時代であれば、サプラ
イヤー（供給者）中心の原理でよかったが、
今必要とされる顧客起点の営業組織に変革す
るには、営業組織の評価制度も再検討する必
要がある。

その方法には、前述のSIのＡ社が実施して
いるように、自社ソフトと顧客ニーズに合致
した製品を組み合わせたソリューションパッ
ケージを販売した際の評価を明確にする、あ
るいは思い切って売り上げノルマをなくし、
顧客の満足度、顧客への提案等のアクティビ
ティ（段取り・活動）などの評価だけに徹す
る方法もある。たとえばユニ・チャーム ペ
ットケアでは、売り上げノルマを撤廃し、行
動管理を徹底することによって業績を伸ばし
ている。
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自社製品・サービスに限定した売り上げノ
ルマが、今や顧客理解のための視野を狭めて
いる現実を、営業組織は直視すべきであろ
う。たとえば事務機の営業のケースでは、自
社製品の販売のみに視点を置いて顧客と商談
していると、顧客のワークフローの変化を見
逃してしまい、前述したドキュメントの入
力・印刷サービスなどの新たな成長機会を失
することになる。

1－4 仮説・検証型営業組織構築のための 
 ミドルマネジメント改革

自ら仮説・検証を繰り返すことのできる営
業組織をつくり出すには、SFAが持つ弊害
という現実を今一度直視する必要がある。営
業プロセスは標準化されたが、思考は標準化
できない。パイプライン管理注4により標準
化された営業プロセスの弊害として、パイプ
ランが定めるアクション項目（営業ステージ
に応じてSFAが自動的にアドバイスするア
クション〈行動〉項目）に依存しすぎ、顧客
ニーズの変化に対する営業の仮説・検証能力
が低下している事態が多く見受けられる。

この弊害を乗り越えるためには、営業のミ
ドルマネジメント（中間管理職）がパイプラ
イン管理のなかで質問力とアドバイス力を持
たなければならない。出口のためのパイプラ
インの数を管理するのではなく、そのステー
ジのなかで、次に確認すべきことは本当は何
かを、営業になるべく思考させることが必要
となる。

組織として仮説・検証をするためには、販
売する製品・サービスをあまり固定化しない
ほうがよい。思考のベースは顧客ニーズの変
化を捉えることにあり、顧客は何を考えてい

るのか、どんなことで困っているのかを組織
として仮説を立て、検証していく。パイプラ
インの数を管理するのではなく、顧客の悩み
に対応しているのかを、「考える営業会議・
営業管理」を通じて「考える営業組織」をつ
くっていかないと、いつまでたっても「営業
の質」は上がらない。

そのために重要となるのが営業マネージャ
ーの強化である。営業マネージャーは組織の
中間に位置し、トップの戦略を営業部隊に翻
訳し伝えていく役割と同時に、末端の営業担
当者に対してOJT（職場内訓練）を通して教
育する機能も持つ。営業現場が顧客ニーズを
理解し把握した後、提案仮説を構築し、訪問
後の結果を検証する質問力とアドバイス力を
持たせることで、営業マネージャーのチェン
ジエージェント化（企業の変革を推進する
人）を徹底することが必要となる。

1－5 営業ノウハウの共有化を実現する 
 仕組みの構築

営業ノウハウを標準化することは難しく、
それにはまず共有の仕組みをつくる必要があ
る。営業ノウハウを共有するためには、営業
組織が顧客課題起点で考える組織となる必要
がある。

営業ノウハウの共有に有効な方法として
は、ナレッジマネジメント（知識・知恵管
理）によって、営業ノウハウの共有や営業の
成功シナリオのケーススタディを共有する方
法がある。ナレッジマネジメントのようなシ
ステムを構築して過去の商談経験を共有する
仕組みや、営業組織内で成功事例を有する人
材をデータベース化して「Know Who（誰
が何を知っているか）」の仕組みをつくる。
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これにより、①顧客の関心領域に関して、以
前ソリューションを提供した経験のある人材
と成功体験を共有できる仕組み、および②営
業の成功ストーリーをケーススタディ化し、
営業に向けた教育で営業ノウハウを共有でき
る仕組みが構築できる。そしてそれらの活用
を営業の必須とする。

前述したSIのＡ社では、営業ケーススタデ
ィを20分程度閲覧することは訪問営業時のノ
ルマとなっており、閲覧しないとネットワー
クへのアクセスができなくなるなど、ナレッ
ジマネジメントとKnow Whoの仕組みを徹
底して活用している。そして現在は、ナレッ
ジマネジメントにより社内の情報を共有して
知識の活用化を図ろうとするフェーズから、
社内ブログやSNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）の活用によりネットワー
ク上でのコミュニケーションを活発化させる
フェーズへと移ってきている。すなわち、こ
れからある案件提案を考えている営業が、過
去に同様の経験のある営業と、暗黙知である
ノウハウと経験知を共有することで成功スト
ーリーの横展開を可能にし、しかもそれが非
公式なコミュニケーションの場で提供し合え
るフェーズへと移行してきているのである。

2│ 顧客のポテンシャルに対応できる 
 リソース配分を可能とする 
 営業組織改革

顧客のポテンシャルを客観的に捉えるには、
高いポテンシャルを有する顧客を訪問できる
ようにリソースマネジメントをするとともに、
休眠顧客を掘り起こすことが重要である。そ
の施策としては、①ポテンシャルの高い顧客
に営業リソースを集中するための、顧客セグ

メンテーションに基づく営業活動、②休眠顧
客の活性化施策の徹底、③顧客へのコンタク
トポイント間連携の徹底、④営業の付帯業務
のシェアードサービス化（間接業務の集約
化）──がある。

2－1 顧客セグメンテーションに基づく 
 営業活動

営業組織がポテンシャルの高い顧客に営業
リソースを集中させるには、顧客のポテンシ
ャルを計数化し、共通の指標でポテンシャル
を把握することが必要となる。加えてその顧
客には、単年度の売り上げではなく、取引を
開始してからどれだけの損益を生み出してい
るのかをLTV（Life Time Value：顧客の生
涯価値）で把握する必要もある。LTVとは、
顧客に要した費用・原価を、その顧客の生涯
売上高から差し引いた、顧客からもたらされ
る生涯利益のことである。

顧客のポテンシャルとしては、売上高・従
業員数・支店数等の企業規模、売り上げや利
益等から読み取れる成長率などを評点化し、

「ポテンシャルの高い顧客を訪問しなければ
ならない状態」を営業組織内につくり上げ
る。そして、その顧客から現在、どれだけの
売り上げと利益を得ているのかも、顧客のポ
テンシャルをより正しく把握するうえでは必
要である。ただし、単年度の売り上げは一括
商談の有無によって大きく変動する。そこ
で、過去からの実績をLTVなどで捉えなけ
ればならないのである。

以上によって顧客をセグメントし、訪問す
べきポテンシャルの高い顧客に営業をしてい
るかどうかというリソースマネジメントを行
う（次ページの図２）。
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2－2 休眠顧客の活性化施策の徹底

取引がしばらく滞っている既存顧客をいか
に活性化させるかは、コールセンター等によ
るコンタクトなど、非対面営業を試みる企業
も多い。特に事務機、IT（情報技術）機器、
通信機器、FA、工作機械などの業界では、
営業が訪問しきれない既存顧客に対してコー
ルセンターを活用した非対面の営業活動を展
開している。

既存顧客が休眠顧客化してしまう最大の原
因は、営業は製品・サービスの販売だけを考
えているため、なかなか決断しない顧客にし
びれを切らし、足が遠のくことである。休眠
顧客の活性化の方法としては、発想を切り替
えて、販売ではなく、顧客が製品をどのよう
に使っているのかを精査し、それを通して顧
客ニーズを把握することに重点を置くなどの
方法が考えられる。

産業機械メーカーＥ社は不況期を利用し、
顧客を徹底訪問している。工場の稼働率が低
い不況期には、通常は面会に応じてもらえな
い経営者のアポイントメントが容易に取れる
からである。こうした時期にすべての顧客を
訪問し、売り込みではなく、製品の使用状況
を１社ずつ顧客訪問シートに書き込むことに

徹する。収集する情報としては、上述の自社
製品の使用状況のほか、満足部分・不満部
分、他社製品の使用状況・機種・使用開始時
期・リース満了日──を確認している。この
データは景気が回復したときには重要な顧客
訪問先リストとなる。特に、新規顧客の開拓
よりも、取引が活発ではない既存顧客に対し
て自社製品や他社製品の使用状況などを把握
することは、見込み顧客をより効率的に抽出
することを可能とする。

さまざまな企業がコールセンターなどを活
用して休眠顧客開拓を実施しているのは前述
したとおりだが、コールセンターのリードに
対して訪問営業のフォローがないなど、両者
の連携が不徹底であるケースは非常に多い。

2－3 顧客接点リソース間連携の徹底

昨今、法人営業のチャネルは多様化し、訪
問営業だけでなく、コールセンター、インタ
ーネット、ダイレクトメールなどさまざまな
顧客接点リソースが使われている。これらの
顧客接点リソース同士をどうやって連携させ
るかは非常に重要である。

顧客セグメントを顧客のポテンシャルと取
引高で分けると、図２に示すようになり、こ
のなかではまず、ポテンシャルが高く取引高
が高い「ロイヤル顧客」、およびポテンシャ
ルは高いものの取引がそれほど多くない「重
点攻略ターゲット顧客」に訪問営業リソース
を集中させるべきである。また、ポテンシャ
ルは高いが、取引が停滞している「攻めるべ
き休眠顧客」に対しては、まずコールセンタ
ーでアポイントメントを取り、その後営業が
訪問するなどのクロスセルを実現することが
有効である。ポテンシャルはそれほど高くは

図2　顧客セグメンテーション例
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ないが取引高のシェアが高い「守るべき顧
客」については、通常の顧客に対するアフタ
ーケアにコールセンターからのフォローを加
える。こうすることで、営業は、ポテンシャ
ルが高い攻略すべき顧客に営業訪問する時間
を増やすことができる。

このタイプの成功事例には、事務機メーカ
ーのＦ社がある（図３）。同社は自社の顧客
に対してコールセンターからアウトバウンド
コール注5をかけており、ここで創出された見
込み顧客を訪問営業にエスカレーション注6

することで徹底してフォローをしている。ま
た、顧客に対して「ワン・トウ・ワン・マー
ケティング」のWebサイト注7を展開し、消
耗品購買顧客をインターネットに誘導すると
ともに、インターネット経由の顧客が実際に
製品説明を求めているような場合は、訪問営
業にスムーズに連絡できるようなリンクを用
意している。これによってインターネットか
ら訪問営業への連携が実現され、顧客接点リ
ソース間の連携がうまくマネジメントできる

ようになるとともに、この仕組みを営業現場
のマインド変革（チェンジマネジメント）に
徹底して活用している。

また、外資系コンピュータソフトウェア会
社Ｇ社では、通常は営業が訪問できない大手
重点顧客のユーザー部門へのフォローアップ
にコールセンターを活用し、顧客の自社製品
の使用状況・満足度・ニーズを聞き出し、営
業への案件エスカレーションへとつなげてい
る。さらに、そうした顧客に対してコールセ
ンターはヒアリングも実施し、このルートか
らも営業に案件エスカレーションをして成果
を上げている。

2－4 営業付帯業務のシェアードサービス化 
 による営業リソースの生産性向上

訪問営業の一日の行動を見ると、リソース
の大半が移動と関接業務（受注処理、納品手
続き、問い合わせ対応）に費やされているこ
とがわかる。移動時間も加味すれば、顧客と
の面会時間は、就業時間の正味４分の１程度

図3　顧客接点リソース間連携の例
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ということも多い。
BPOは一般的に人事・総務・経理の分野

で活用されているが、今後は上述のような営
業の間接業務にも広がり、シェアードサービ
ス化が活発になると考えられる。実際、商社
や事務機メーカーなどにこうした動きが見ら
れる。

営業の間接業務は顧客サービスに直結する
ため営業業務と一体で、従来はそれだけを取
り出すことは難しいと考えられていた。ま
た、請求書などは顧客向け仕様が多数を占
め、標準化も困難となっている。

しかし、こうした非効率な間接業務は営業
の生産性を著しく落としている。そこで、複
数ある営業拠点の間接業務は１カ所に集めて
共通化する。たとえば請求書の書式や納品時
の時刻指定などは、顧客の個別の要望を聞い
て顧客仕様とするのではなく、あらかじめ決
めた書式、納品時刻を顧客に納得してもら
う。また、消耗品などはインターネットを活
用して自動化することで電話注文を減らせ
ば、それらにかかる間接業務を効率化でき
る。

顧客仕様で一品一様でサービスすることが
顧客満足度を高めるという営業の間接業務の
既定概念にとらわれず、顧客に一定の仕様パ
ターンを提言することで、顧客サービスへの
時間がより増えることを顧客に理解してもら
う。

3│チャネルの業態変革
代理店は多くの構造的問題を持っており、

小規模な代理店の多くが経営危機に瀕してい
る。こうした代理店すべてと共存共栄を続け
ることはもはや難しく、代理店改革が必要な

時代となっている。しかしながら、既得権益
もからみ、代理店改革に着手するのには困難
が伴う。自社の業態変革にとともに、代理店
に対しても思い切った業態変革策を打ち出
し、過去とは全く異なる営業形態へと変革を
促すことが必要となる。そのためには代理店
営業の部隊が明確な変革シナリオを持ち、そ
のシナリオを展開するためのインフラと教育
を整えるのである。

パナソニック（松下電器産業〈当時〉）
は、1980年代には最大２万7000店あった系列
小売店に対して業態変革を促した。2003年４
月から「スーパープロショップ制度（現スー
パーパナソニックショップ）」を立ち上げ、
意欲のある5000店程度の系列小売店をSPS

（スーパープロショップ）と認定し、SPS向
けの支援策の提供を開始した。このとき、系
列小売店改革のリーダーが全国を駆けめぐ
り、創業者である松下幸之助の掲げた「共存
共栄」は努力する者同士のものと唱え、やる
気がある店主をSPS化し、彼らを量販店と差
別化できる地域密着型のサービス型店舗へと
改革した。

これは対消費者販売の事例であるが、法人
営業のチャネル改革にとっての示唆も多い。
代理店を切り捨てるのではなく、やる気のあ
る代理店を引き上げる施策が重要で、そのた
めには業態変革への具体的なイメージを打ち
出すのである。その際には、展開するソリュ
ーションとはどのようなもので、また、代理
店が行うべき顧客マネジメントはどのような
ものかなど、業態変革のイメージを明確に示
す。そのうえで、変革に必要なインターネッ
ト販売やコールセンターなどのインフラのシ
ェアードサービス化による提供（顧客には代
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理店名でサービス提供）、人材教育のサポー
ト、顧客データベースなどCRM（カスタマ
ー・リレーションシップ・マネジメント：顧
客関係管理）のSaaS（ソフト・アズ・ア・
サービス）等による提供なども同時に行う。

また、こうしたシステムのほかに、代理店
にとって手間である前述の営業の間接業務を
シェアードサービス化することによって、代
理店を業態変革へ導くマンパワーをつくり上
げる支援をしていく。このように業態変革の
実施を志向する代理店を強くサポートするこ
とで、そうではない代理店と差別化し、平等
を重んじるこれまでの代理店マネジメントか
ら、公平性を重んじる代理店施策へと大きく
舵を切っていく。

これからの国内経済の成熟時代に成長を持
続させるには、顧客との接点に今一度立ち戻
り、営業活動そのものを抜本から見直すこと
によって、顧客を起点としたビジネスモデル
および製品・サービスを提供していくことが
求められる。

注

1 VE（Value Engineering）：製品やサービスの
「価値」を、それが果たすべき「機能」と、その
ためにかける「コスト」との関係で把握し、シ
ステム化された手順によって「価値」の向上を
図る手法

2 ODM（Original Design Manufacturer）：相手先
ブランドによる設計・製造の専門事業者

3 SFA（Sales Force Automation）：営業プロセス
を標準化し、プロセス管理、見込み案件管理を

 行うソフトウェア
4 営業案件全体の動きを把握し優先順位や人員割

り当ての最適化、売り上げ見直しの精度を上げ
ること

5 アウトバウンドコール：顧客満足度調査やダイ
レクトメール発送後の受注促進コールをはじ
め、個人ユーザーへの契約促進や法人ユーザー
への営業活動代行など、企業側から顧客に積極
的にアプローチすることで、顧客の維持だけで
なく、顧客の獲得・拡大を図るマーケティング
サービス

6 エスカレーション：テレマーケティング実施時
にコールエージェント（オペレーター）が対応
できない場合、スーパーバイザーに引き継ぐこ
とをいう。主に、トラブルやスクリプト（台
本）、FAQ（よくある質問と回答集）にない難
易度の高い質問に行われる

7 One to One marketing ：ワン・トゥ・ワン・マ
ーケティング。顧客一人ひとりの好みや価値
観、状況の違いを把握・認識し、それぞれのニ
ーズに合わせて異なったアプローチを行おうと
するマーケティングコンセプト
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業務アウトソースを活用した
コーポレートアクション対応の合理化
三上直美 　海外市場のコーポレートアクションに関する業務が国内の運用会

社の負担となっているという声を聞く。米国の運用会社が活用して
いる業務効率化を目指すためのアウトソース（外部委託）の事例は、
日本の運用会社にとっても参考になるのではないか。

CA業務の一部をアウトソース
した米運用会社の事例
2000年代半ばから米国の大手運

用会社W社は、CA業務の効率化を
目標に、CA情報に関連する業務を
グローバルカストディアンB社にア
ウトソースしている。これによりW
社は、①CA情報の収集、②CA情報
の検証、③投資家に選択権が与えら
れているCA情報の送信プロセスの
効率化──に成功した注7。
CA情報の収集は、それまでは、

W社のミドルオフィスのアカウンテ
ィング担当者が複数の情報プロバイ
ダー（カストディアン、ブローカー、
情報ベンダーなど）から個別に収集
していたが、今では、B社の情報ハ
ブ注8を経由してすべての情報を取
得している。
またCA情報の検証作業に関して

は、以前は、W社で収集した情報を
検証するのには、同社が利用してい
るカストディアンに依頼し、場合に
よっては、複数のデータソースを使
ってCA情報を自社で再度検証して
いた。さらに、カストディアンと情
報の確認作業を何度もする必要もあ
り、CA情報をタイムリーに処理す
ることも難しくなっていた。しかし

エマージング市場のCA業務に
存在するリスク
エマージング市場のCA情報の重

要性が高まる一方で、その処理につ
いては、業務効率の低さだけでなく
業務リスクの高さも課題となってい
る。エマージング市場のCA情報の
やり取りは、先進国と比較すると標
準化されたメッセージ（SWIFT等）
を使用する割合が低く、また情報イ
ンフラが不十分であることから、多
くが手作業であるからだ注6。さらに、
税制の確認が必要となるだけでな
く、情報が英語以外の言語で記載さ
れていることさえあり、運用会社の
ように比較的少人数で業務を行うと
ころでは負担も大きい。
このように、CA業務プロセスの

課題は先進国よりもエマージング市
場で顕在化しやすく、グローバルに
投資を行う運用会社にとってはCA
業務はかなり大きな業務負担になっ
ていると想像される。この解決方法
の一つと考えられるのがアウトソー
スである。以下では、アウトソース
によりCA業務の効率化と業務リス
クの低減を図った米国の大手運用会
社の事例を紹介したい。

グローバル運用にとって
重要となるCA情報
コーポレートアクション（以下、

CA）は、株式や社債の価値に影響
を及ぼす企業の意思決定を意味し、
株式分割・配当や企業合併など多く
のパターンが存在する注1。運用会社
にとっては、事務処理が必要となる
だけでなく、投資判断にも関連する
重要な情報といえる。
現在、世界のCAの約65％が米国

の発行体に関連するものだが注2、過
去５年間、CAメッセージトラフィ
ックは増加傾向にある注3。なかでも
北アジアや南米、欧州諸国のCA情
報が増加しており、2009年末に情
報プロバイダー大手のトムソン・ロ
イターは、ロシアを含む欧州諸国の
CAのデータカバレッジを拡大した。
最近では、長期の経済成長に期待

する機関投資家はエマージング（新
興成長国）市場株式への投資を増や
しており（図１）注4、エマージング
市場での運用を強化する運用会社
は、欧米のみならず日本でも少なく
ないだろう注5。そのような運用会社
にとっては、CA情報がより重要に
なることが予想される。
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三上直美（みかみなおみ）
NRIアメリカリサーチアナリスト

現在では、B社内のデータベースを
もとにB社が一括して検証（データ
クレンジング）をするため、W社が
保有する証券について、エラーの少
ないCA情報をタイムリーに取得す
ることができるようになった。
W社において、アウトソースによ

る効果が特に高かったと考えられる
のが、イベント参加の選択権がある
CA情報の処理に関する業務である。
CAのうち、選択権のあるものは１
割程度にすぎないが注9、この処理が
意外に負担となっている。フロント
オフィスのポートフォリオマネージ
ャーは、このようなCAに対して意
思決定をし、自社のポートフォリオ
経理システムに指示するだけでな
く、関連するカストディアンにも指
図しなければならないからだ。
W社の場合、投資信託を管理する

カストディアン２社と機関投資家の
口座を管理する30～40社のすべて
に対して指図する必要があり、また
その大半が手作業であったため、バ
ックオフィス業務の負担は大きかっ
た。しかし今は、B社がポートフォ
リオマネージャーからレスポンスを
収集し、それをすべてのカストディ
アンに自動的に配信するため、送信
ミスのリスクも抑制できた。
このようなCAに関する業務プロ

セスをB社が代替することで、W社
はそれまで７人のスタッフで行って
いた業務を１人で代替できている。

業務アウトソースの活用で
CA業務の改善を検討
CA情報のオペレーションに関す

る損失額は、グローバルで年間およ
そ100億ドルにも及ぶとの推計があ
る注10。運用会社の業務効率化は
2008年の金融危機以前から課題と
なっていたが、金融危機による市場
低迷をきっかけにこの目標の達成は
さらに重要となった。CA業務に関
していえば、CA情報の収集と検証

を強化してリスク管理の高度化を図
り、かつ業務全体の効率化をも視野
に入れなくてはならない。
運用会社は、自社による情報収集

と検証作業に最善を尽くし、業務コ
ントロールを維持することでリスク
管理を強化することが必要であろ
う。あるいは、自社よりも優れたIT
（情報技術）システムやCA業務の知
識を保有する外部ベンダーにアウト
ソースし、必要なモニタリングは自
社で行いながら業務コントロールは
第三者に移行することで、業務イン
フラの効率化を最大限に追求するこ
とも選択肢となるであろう。
いずれにせよ、エマージング市場

への投資エクスポージャーが比較的
高い日本の運用会社にとっても、
CA業務の改善と効率化は重要な課
題といえよう。

注

1	 中垣内正宏「コーポレートアクショ
ンデータの処理自動化に向けた動
き」『金融ITフォーカス』2007年８
月号、野村総合研究所

２	B re t t 	 L ancas t e r 	 a nd 	 Dav i d	
Hands,"A	 road	map	 to	achieving	
STP	for	corporate	actions,"	Journal	
of	SecuritiesOperations	&	Custody,	
February	2009

3	 A-Team	Group（2009年1月23日号）
4	 Quarterly	 Global	 Asset	 &	 Flow	

Review（Casey	Quirk　2009年
3Q）、米国の機関投資家を中心とし
た調査レポート

5	 Financial	Times,	January	14,	2010
6	 ファックスや電話、電子メールなど

でやり取りされる
7	 グローバルカストディアンであるブ

ラウン・ブラザース・ハリマンが提
供するトレードメッセージングサー
ビス「Infomediary」のモジュール
の一つ「Multi-Bank	 Corporate	
Actions」を米国の運用会社W社が
使用

8	 2001年に開発されたさまざまなメ
ッセージングフォーマットを使用す
る多数のサードパーティと運用会社
間のトレードメッセージングネット
ワークシステムInfomediaryのこと

9	 米国の運用会社D社の選択権のある
CAの割合。配当再投資関連のCAが
一例である（NRIアメリカ調査）

10	“Corporate	Actions	Processing:	
What	are	the	Risks?,”Oxera,	May	
2004

『金融ITフォーカス』2010年４月号
より転載

図1 機関投資家による投資先と資金流入の割合
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ITSMS構築のポイント

システム運用サービスの
課題

筆者が所属しているシステムマ
ネジメント事業本部は、開発部門
を通じて、顧客にシステム運用サ
ービスを提供する部署である。シ
ステム運用サービスは、データセ
ンターに置かれた顧客システムの
安定稼働のための要石である。し
かし、われわれシステム運用部門
は組織上、顧客と直接コンタクト
を取りながら業務を行っているわ
けではない。そのため、現状のサ
ービス水準を守ることに注意を奪
われ、「顧客指向のサービス」と
いう発想が弱くなりがちな点が課
題であった。

その一方で、情報システムが企
業のビジネスに不可欠であるだけ

でなく、社会インフラとしての役
割の重要性も高まるにしたがっ
て、システム運用に対する要件も
高度化、複雑化している。これに
応じてシステム運用にかかわる組
織的な複雑さも増しているため、
システム運用部門では、複数の事
業部が連携して提供しているサー
ビスを正確にモニタリング（監視）
したりマネジメントしたりするこ
とを求められている。

野村総合研究所（NRI）のデー
タセンターでも、こうしたシステ
ム運用サービスの課題を解決する
ことが懸案となっていた。

カバー範囲が広いITSMS
NRIの開発部門と運用部門は、

それぞれISO（国際標準化機構）

9000準拠のQMS（品質マネジメ
ントシステム）、ISO27000準拠の
ISMS（情報セキュリティマネジ
メントシステム）の認証をすでに
取得しており、両システムを広く
活用している。

しかし、データセンター全体と
しての「運用の継続性」や「サー
ビス提供」を考えた場合、QMS
とISMSだけでは十分ではない。
ITサービスのマネジメントでは
ユーザーとのSLA（サービスレベ
ル契約）やOLA（運用レベル契約）
を重視するが、これを履行するた
めに必要なマネジメントの範囲
は、QMSとISMSではカバーでき
ないのである。

一方、ITIL（ITサービスのガ
イドラインまたはフレームワーク
のベストプラクティス〈成功事例〉
集）をベースに制定されたITサ
ービスマネジメントの国際規格
であるISO20000は、QMSおよび
ISMSの範囲に加え、SLAやOLA
も「顧客関係管理」および「供給
者管理」というプロセスでカバー
している。また、複数の部門間で
連携する組織の内部コミュニケー
ションについて規定した幅広い枠
組みも持っている。

このような背景と問題意識か
ら、NRIでは2008年の初めからデ

五十嵐智生

N R I  N E W S

ビジネスのなかで情報システムの重要度が増すにつれ
て、システム運用サービスに寄せられる要件も複雑化して
おり、それらの要望に応えるための課題は多い。運用現場
では課題を解決するためにさまざまな取り組みをしている
が、なかでもIT（情報技術）サービスマネジメントシス
テム（ITSMS）は、システム運用を取り巻く課題を解決
する手段として強力なツールである。システム運用サービ
スにおけるITSMS構築のポイントは、ITSMS規格に振り
回されず、改善を活かす活動に、運用現場がいかに主体的
に取り組めるかが重要である。
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ータセンターにおけるシステム運
用サービスの改善を目指して、
ISO20000に準拠したITSMSの構
築をスタートさせた（図１）。

事前検討で運用現場の
課題を整理

まず初めに、ITSMSの構築は
若手社員などの業務設計能力を向
上させる手段としても最適である
と い う 判 断 か ら、 各 事 業 部 の
ITILマネージャーなどの若手・
中堅社員で構成された委員会をつ
くり事前検討を行った。委員会で
は、ISO20000と各業務とのフィ
ットアンドギャップ分析（適合す
るかどうかの分析）を実施した。
また、ISO20000の規格書に基づ
いて、ITILなどのフレームワー
クを用いながらITSMSの業務マ
ニュアルも作成した。

これらの委員会活動を通じて、
ITSMSの観点から、各事業部の
機能やサービスの範囲を再確認す
ることができた。特に、マネジメ
ントの対象となるサービスに関し
ては、データセンターのシステム
運用サービスとして体系化されて
おらず、各事業部単位と開発部門
とが個々にSLAを締結している
ことが、事前調査の段階で確認で
きた。また、データセンターの施

設・設備にかかわるサービスの定
義は、従来のサービス契約では明
文化されていないことも明らかに
なった。

このような事前検討を通じて、
ITSMS構築における課題を整理
していった。

導入段階で運用現場から
不満の声

若手社員を中心とした委員会の
活動が進み、いよいよITSMSを
本格的に構築しようという段階に
なると、現場の各事業部門から不
満が寄せられるようになった。

委員会が作成したITSMSの業
務マニュアルを見た運用担当者や
マネージャーが、ITSMSの要求
水準の高さや管理範囲の広さが業
務やマネジメントの負担の増大を

招き、業務に悪影響が出るという
懸念を持ったのである。運用担当
者からは、「QMSやISMSでマネ
ジメントができているのに、なぜ
その上にITSMSを導入する必要
があるのか」といった不満や、

「ISOなどの規格を導入すればマ
ネジメント水準は上がるのだろう
が、運用現場の負担は増すのでは
ないか」といった実務上の本音も
見え隠れしていた。 

推進側としては、準備の段階で
各委員が導入の目的や意義につい
て自分の事業部内で説明している
ので、運用担当者も理解してくれ
ていると思っていたが、新たな規
格やマネジメントシステムの導入
に対する運用現場の反発は予想以
上のものがあった。これは、委員
会活動の限界を示すものと思われ

図1　ITSMSと既存規格との関係
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た。マネジメントシステムの構築
には、システム自体の準備のほか
に、いかにして運用担当者を「当
事者」として巻き込むかというこ
とが、あらためて課題として浮か
び上がったのである。

運用現場に役立つ
システムを実現

運用担当者を当事者として巻き
込むため、それまでの委員会の体
制を、実際にITSMSの体制に組
み入れられることになるメンバー
によるプロジェクトチームに移行
し、責任をより明確にした体制で
ITSMSの構築を引き続き推進す
ることにした（図２）。

この方法であれば、ITSMS構
築プロジェクトに参加したメンバ
ーがそのままマネジメントの権限
を持つことになるため、当事者に
よるITSMS構築の取り組みが必
然的に実現する。

複数の部門の部長、マネージャ
ー、リーダーらが、本来の業務を
続けながらITSMSの構築に参加
することになるため、負担が大き
く現実的でないという声もあった
が、「ITSMSはそもそもマネジメ
ントする者に役立つためのシステ
ムである」という事業本部長の支
持も得て、組織が一丸となって取

り組む体制ができあがった。
運用現場側からは、「せっかく

ITSMSを構築するのであれば、
業務ツールとして使えるマネジメ
ントシステムにしたい」という声
が推進側に寄せられた。また、運
用現場には規格の要求水準や適用
範囲の広さに適切に対応すること
が求められる。そのため、推進側
と運用現場側の双方の約束事とし
て以下の取り決めをした。

①規格に振り回されない
ISO20000の要求事項を満たす

ことを目的とした業務の追加、日
常業務とかけ離れた業務の定義を
しない。

②規格を改善に活かす
ISO20000の要求事項で良いと

思われるものは積極的に取り入れ
る。現行の業務改善につながるも
のは必ず採用する。

 
③業務と規格の適合状況を明確に
する

業務と規格とを照らし合わせ
て、何ができていて何ができてい
ないかをはっきりさせる。

④業務の実現は急がずあわてず
規格の要求を満たしていない業

務に関しては、最低限対応できる
状態にする。そのためのスケジュ
ールと方法については計画書に記
し実行を宣言する。

ITSMS構築の取り組みで
得られたもの

ITSMS構築の取り組みは、NRI
の５つのデータセンターのうち、
主力センターと位置づけられる横
浜第一データセンターと横浜第二
データセンターの２カ所からスタ
ートし、現在は他のセンターでも
同様の取り組みが行われている。 

ITSMS構築の取り組みの最大
の成果は、「現在の水準を維持す
ればよい」という意識から、「サ
ービス品質を継続的に改善してい
こう」という意識に変わってきた
ことではないかと考えている。ま
た、SLAおよびOLAの管理を従
来の担当者レベルでなく部として
行う方式にあらためたことによ
り、サービス水準を網羅的に管理
できるようになったことも大き
い。

これらの成果は、ITSMSの目
的からは当然ともいえるものだ
が、このほかにも、以下の２つの
効果が得られたことを特筆してお
きたい。

１つは、組織の透明性が高まっ
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たことである。各事業部の活動が
有効に機能しているか、十分な水
準を保っているか、問題に対して
有効に対処できているかなど、各
事業部が行っている活動の実態が
以前に比べて透明性を増した。こ
れは、組織全体のマネジメント水
準の向上につながっている。 

もう１つは、水平連携が強化さ
れたことである。従来は案件単位
で行われていた部門間の連携が、
事業部同士の水平連携として組織
的に行われるようになった。垂直

統合の事業部制の縦軸に対して、
ITSMSは水平統合の横軸の役割
を担うことになる。これは組織全
体の活動の活性化をもたらした。

サービス指向の
システム運用へ

ITSMSの構築により、データ
センターのシステム運用サービス
をより安定したものにすることが
できた。今後はクラウドコンピュ
ーティングのように、システムを
サービスとして利用するニーズが

さらに高まっていくことが予想さ
れる。ITSMSを活用したサービ
ス指向のシステム運用により、こ
れらのニーズにも的確に応えてい
けるものと確信している。

『ITソリューションフロンティア』
2010年４月号より転載

五十嵐智生（いがらしともお）
システムマネジメント事業本部運用マ
ネジメント部主任 

図2　ITSMSの推進体制
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本セミナーは、毎年、情報セキュリティに関する
あらゆるテーマで開催している。今回はクラウドコ
ンピューティング（以下、クラウド）時代のセキュ
リティにフォーカスし、最新動向と技術をさまざま
な角度から紹介した。

IT（情報技術）のあり方や投資戦略を根底から
変革する技術として注目を集めるクラウド。しかし
そのセキュリティについては、多くの企業ユーザー
が不安視しているにもかかわらず、これまで十分な
情報が提供されてこなかった。今回のセミナーは、
そうした不安を払拭するうえではタイムリーで、
800人以上の参加申込があったことからも、クラウ
ドのセキュリティに対する関心の高さがうかがえる。

■クラウドの最新動向と将来展望（野村総合研究
所〈NRI〉情報技術本部 城田真琴）

「クラウドの定義も状況も、１年前とは大きく変化
している」としたうえで、世界的な規模で起こって
いる最新のクラウド事例を紹介。特に、サービス料
金の低下傾向が国内のクラウドプロバイダーにも波
及してきたと論じ、「コンプライアンス（法令遵
守）の面で国内プロバイダーを利用したいが料金が
高いのでは、というイメージは急速に改善してきて
いる」と語った。またパブリッククラウドの場合、
ユーザー自身がセキュリティを管理できないのでは
という不安が多いことを指摘。これにはロサンゼル
ス市の実例を挙げ、「契約条件を個別に交渉するこ
とが解決策」であるとした。さらに、クラウドを利
用するかどうかは、用途や負荷ごとに、現行システ
ムとクラウドとをきちんと「仕分け」したうえで判
断することが重要であると説き、最後に「クラウド

を利用しないのも選択肢」であると強調した。
■クラウドにおける情報セキュリティのポイント
と対策の方向性（NRIセキュアテクノロジーズ 
鈴木伸）

NRIセキュアテクノロジーズ（以下、NRIセキュ
ア）の「企業における情報セキュリティ実態調査
2009」によれば、クラウドに対しては、事業継続性
やリソース（資源）共有といった広い意味でのセキ
ュリティに不安を感じるユーザーは多い。しかし、
こうしたリスクと課題は「実はこれまでのシステム
でも、潜在的ではあるが同様に存在していた」と指
摘。過度に不安がる必要はないと強調した。活用す
るポイントとして、移行可能なシステムの見極めや
組織内での合意形成といった取り組みに加え、「ク
ラウドに問題が発生した際の自衛手段を用意してお
くことも不可欠」と訴えた。

このほかにも情報漏えいについて、「重要な情報
を重要でないようにすれば問題は解決する」という
大胆な発想の転換を、割符技術を応用したNRIセキ
ュアの秘密分散技術を例に紹介するなど、全５講演
が盛況のうちに終了した。

会場内の展示スペースではNRIグループのソリュ
ーションを紹介。上述の秘密分散技術により重要情
報を保護するデータ管理サービスの実証実験の体験
コーナーでは、特に多くの人だかりができていた。

F O R U M  &  S E M I N A R

情報セキュリティマネジメントセミナー 2010

変革期を迎えたセキュリティ戦略──利用者から見た
クラウドへの期待と脅威、その解決策
主催：NRIセキュアテクノロジーズ　2010年2月23日　会場：東京国際フォーラム

本セミナーについてのお問い合わせは下記へ
　　NRIセキュアテクノロジーズ事業開発部
　　電話：03−6274−1011（10：00 〜 17：00）
　　　　 ＊土日祝祭日、弊社休日は除く
　　電子メール：info@nri-secure.co.jp
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